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午前９時５８分開会 

○伊藤のぶゆき委員長 皆さんおはようございます。

これより予算特別委員会を開会いたします。 

  昨日に引き続き、第５号議案の予算総則第１条

中、歳出第４款産業経済費、歳出第６款土木費か

ら歳出第１０款予備費、第２条債務負担行為から

第４条歳出予算の流用並びに修正案、第６号議案、

第７号議案、第８号議案の全部について質疑を行

います。 

  最初に、自民党から質疑あります。 

○吉岡茂委員 皆さんおはようございます。１日の

スタートの質問というのはやっぱり何回やっても

緊張するなというふうに思いつつ、役所に来まし

て、質問の中身を精査をして、今この場に立たせ

ていただいております。 

  私だけではないと思いますけれども、恐らく、

質問する中身について、いろいろ考えるのですけ

れども、私の場合は割と、相談に来られた方にお

答えできることはその場でお答えし、そうでない

ことは、じゃあ区役所の方に確認して、きちんと

した答弁をお答えをさせてもらいますねというよ

うな言い方で、それで、お答えできなかった部分、

あるいは、大丈夫なのかな、こんな言い方でとい

うようなことについて、割とこういう場面で質問、

委員会なんかもそうだけれども、質問させていた

だくことが、私の場合は多いです。その中で少し、

去年発生した例の八潮市の事故で、ちょっと私な

りに重く受け止めているところがありまして、そ

のことについて最初に触れさせていただきたいと

思います。 

  昨年、令和７年ですけれども、１月に発生いた

しました八潮市の道路陥没事故は、いまだに記憶

に新しいところでございます。いつ、どこで、誰

が巻き込まれてもおかしくない事故であったろう、

こう思っております。そして、改めて、八潮市の

陥没事故で亡くなられた方の御冥福をお祈り申し

上げたいと思いますし、また、被害に遭われた皆

様にも心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

  区としても、お風呂屋さんを開放したりとか、

隣接区というところもあって、いろいろできる限

りのことを尽くしてくださったことについてはあ

りがたかったよという話も随分私もいただいてお

りまして、そのことについては、区長をはじめ、

区の職員の皆様方の御努力に敬意を表したい、こ

んなふうに思っております。 

  そこでなのですけれども、先ほど言ったように、

八潮市と隣接している、この足立区であります。

事故を受けた後、足立区の道路陥没に関する取組

について質問をしてまいりたいと思っております。

実際に区は、陥没事故を受けて何をどのように取

り組んでいるのか、また率直に、素人の私にでも

分かりやすく御答弁いただければ、ＹｏｕＴｕｂ

ｅなどで御覧になっている方々にも伝わりやすい

のだろうと、そんなふうに思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  まず、八潮市の陥没事故発生後、私ども地元六

町でも話題になることが多々ございました。その

中でも特に印象的だったのが、古くからやっぱり

六町に住まわれてる方のお話として、４０年以上

前に六町でも下水道の工事が行われたと。それは、

かなり深い場所に、直径大体七、八ｍの管を通し

ている、その工事を見たことがあるよという話を

聞きました。それを聞いて、私は早速、担当の部

署の方に連絡を取りまして、たしか道路維持課だ

ったと思いますが、確認をさせていただきました。

そのときいただいた回答としては、内径が５.５

ｍの管が埋設されており、昭和５９年３月に工事

が完了しているよというような答弁だったように

記憶しておりますけれども、大丈夫でしょうか。 

○事業調整担当課長 吉岡委員御発言のとおりでご



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ２  

 

ざいます。 

○吉岡茂委員 あわせて、どのくらいの深さにその

管は埋まってるのかということも聞きました。そ

れと、その辺のことについての図面なり、あと記

録は足立区にあるのですかと聞きましたところ、

深さは大体綾瀬川の下辺りを通っていると。図面

や記録の全ては都が管理しているけれども、全部

ではありませんけれども、ある程度は足立区でも

管理できてるよという、そんな答えが返ってきた

ように記憶しておりますけれども、それも大丈夫

ですか。 

○事業調整担当課長 吉岡委員御発言のとおりでご

ざいます。 

○吉岡茂委員 よかったです。私の記憶がそんなに

いいかげんでないということが少し分かりました

ので、少しほっとしましたけれども。 

  その回答を聞いた後に、もう少し聞きたいと思

ってたことがあります。それは、綾瀬側の下を通

っているのは分かったのですけれども、具体的に

言うと、今の地上レベル、地上からどれぐらいの

深さになるのでしょう。綾瀬川の深さ、私ちょっ

と分かってなくて、綾瀬川の下を通してるのだと

すると、それは大体どれぐらい、地上からどれぐ

らいの深さのところに管が通っているのか知りた

いなと思ったのですが、どうでしょう。 

○事業調整担当課長 大変申し訳ございません。今、

その数字を持ち合わせておりません。吉岡委員に

は御説明したときには事実なのですけれども、今

ちょっと忘れてしまったので、また調べて御報告

いたします。 

○吉岡茂委員 私の物忘れもちょっと心配ですけれ

ども、事業調整担当課長の物忘れも少し要注意が

必要な段階に来たのかなと、少しお互いに気を付

けましょう。 

  それはそれとして、どうせならば、せっかく調

べてもらうならば、今お答えいただけるならいい

のですけれども、綾瀬川の環七から内匠橋の間の

綾瀬川の下に通っている管は１本だけなのか、そ

れとも複数管が通っているのか、その辺をお尋ね

したいのですが。 

○事業調整担当課長 大変申し訳ございません。把

握しておりませんので、調べて御報告させていた

だきます。 

○吉岡茂委員 分かりました。では後ほど、御回答

をお待ちしております。 

  何でそんな質問してるのか、その理由なのです

けれども、六町地区の地中には、御存じのとおり、

つくばエクスプレスが走ってます。また、その工

事の際も、巨大なシールドマシンを使ってトンネ

ルの掘削作業が行われたと。これは間違いないこ

とですし、また、土地区画整理事業の際も、六町

地域の至るところで地面が掘り起こされていて、

そういった現場をちゃんと私もこの目で見ており

ます。もうちょっと昔のことを言いますと、六町

地域というのは、広大な面積の田んぼや畑があっ

たというようなことで、決して地盤が頑強な状態

であるとは言えないのかなと、こう私は思ってま

す。そんな辺を考えますと、八潮の道路陥没事故

はとても人ごととは思えないところでございます。

車で私のところから１０分、１５分のところで起

きている事故でございますし、それに対して、早

急な対策対応が必要だろうというふうに今考えて

ます。 

  陥没事故後から現在までに調査をしてきたとい

う報告はいただいておりますけれども、その進捗

と今後の対応について、そのスケジュール感含め

て、少し質問してまいりたいなと思います。 

  区として、八潮の道路陥没事故の原因は、主た

る原因というのでしょうか、それはどこにあった

と認識されてますでしょう。 
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○事業調整担当課長 汚水の中で硫化水素が発生し

て、それによりコンクリートが劣化したものと考

えております。 

○吉岡茂委員 後ほどもやはり触れますけれども、

そういうような要因があったようですね。区が管

理している集水管の調査は、大きなもの、小さな

もの問わず、行っているのでしょうか。 

○道路維持課長 基本的に、下水道局は東京都の管

理になっておりますが、雨に関する管については

区が管理しております。取付管などについては、

古いものも含め適宜点検しておるところですが、

全てなかなか回り切れないという実情もございま

す。 

○吉岡茂委員 どのような方法で調査というのは行

っていますか。 

○道路維持課長 一般的な雨を取る管については、

目視による点検を行っておりますが、取付管につ

きましては、古いものにつきましては適宜、陶管

などについては検査しておりますが、一般的な管

については、日常的に特に点検は行っておりませ

ん。 

○吉岡茂委員 やっぱりちょっと問題だと思いませ

んか。目視ということも聞きました。さっき言っ

たように、今回については私、人に相談を受けて、

自分で知りたい、調べようと思ったことではなく

て、これやっぱり危ないなと自分の中で思ってい

ろいろ調べたのです。いろいろな業者さんにも聞

いたりもしました。このような場合だと、一般的

な話としては、地上レーダーを使って検査をする

こともあるよという話を聞いてるのですけれども、

その辺についてはどうですか。 

○道路維持課長 路面下空洞化調査につきましては、

当課の方で、探査車というか、レーダーを発射す

る調査車を走らせて、道路の下の空洞を調べる調

査を行っております。 

○吉岡茂委員 そのようですね。ただ、このレーダ

ーというのは、今、道路維持課長おっしゃったよ

うに、空洞を見付けるための機械であって、損傷

を見付けるものではないそうなのですけれども、

その辺はどうですか。御存じでした。 

○道路維持課長 おっしゃるとおりで、路面下に空

洞があるという、レーダーの反射によってそれを

測定いたしますが、それがすぐ、例えば下水道管

の損傷が分かるかというと、そういうことではご

ざいません。 

○吉岡茂委員 そうすると、今回事故が起きている

ようなことについて、そういったレベルの調査で

は私はどうなのかなと思ってます。これは素人考

えですから、実際のところ分かりません。ただ、

やはりいろいろ見聞きしてまいりますと、破損箇

所を見付けるためには、テレビカメラを入れて、

管の中にですね、それで探すことが有効なんだよ

という話を聞きました。私も実際に、カメラを使

って管の中身、パイプの中を見る映像を見せても

らったのです。そしたら、胃カメラやったことあ

る人なら分かると思うのだけれども、すごく鮮明

にパイプの中身、パイプの中の状態、それが本当

によく鮮明に映し出されてるのを確認しました。

その辺のカメラを使ってのそういった調査なんて

いうのは、実際足立区では行っているのでしょう

か。 

○道路維持課長 区が管理する水路の暗渠部分に対

しては、正に今、その水路の調査ということで行

っているところです。 

  ただ、すみません、下水道管渠、区が管理する

雨管、いわゆる雨を取る管につきましては、そこ

まで大口径のものはございませんので、下水道局

が管理する管については、国からの通達等により、

下水道局が点検していると伺っております。 

○事業調整担当課長 申し訳ありません。補足をさ
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せていただきます。 

  東京都の下水道管につきましては、国からの通

達によって、２ｍ以上、１９９４年以前に設置さ

れた管について、緊急点検を行うことになってお

ります。今年度いっぱいで実施する予定ですので、

それが終わりましたら御報告をさせていただきま

すし、八潮市に似ている状況の部分については早

急にやるということで、もう既に点検を実施しま

して、足立区内において、緊急性を要するところ

はないと聞いてございます。 

○吉岡茂委員 分かりました。逆に私が聞いたのは、

雨水ますに限っては足立区が行うのではないのか

なと、こういうお話だったのですが、その辺はど

うでしょう。 

○道路維持課長 雨水ますについては区が管理して

おりますので、それについて、もちろん詰まって

たりとかそういうことがあれば、点検改修はして

おります。 

○吉岡茂委員 分かりました。 

  実際、地中にもあるものなんて、我々普通に歩

いてても分かるはずないのですけれども、ただ１

つの目安として教えてもらったのですけれども、

道路が少し、ちょこっとでも陥没してたり、ちょ

っと盛り上がっていたりするような、私たちなん

かでもちょっと不注意で道路で蹴つまずいてしま

うような、そんなような道路に異変があったとき

は注意が必要ですねというようなことをおっしゃ

る方もいらっしゃるのですけれども、その辺どう

でしょうね、１つの目安として。 

○道路維持課長 道路のへこみについては、もちろ

ん、地中に穴があって、それが原因となっている

こともあります。ただ一方で、そのほかの原因、

例えば車の重量によってアスファルト部分がへこ

んだりとか、様々な要因がありますので、一概に

なかなか地面と直接関係するかというと、難しい

ところもございます。 

○吉岡茂委員 確かに去年あたりも、おととしもそ

うですけれども、真夏なんかは暑くて、アスファ

ルトがゆがんだりするようなことも十分想定され

るのですけれども、見える部分として、我々が気

付く部分としての１つの目安としては、そういう

のもあるかというのは分かりました。 

  でも、どの程度のものを見付けたときに、区役

所に連絡して、ここ、こういうふうになってて何

か危ないと思うのだけれども、どうと思ったとき、

どう判断すればいいですか。 

○道路維持課長 これは、やっぱりその現場現場で、

なかなか必ずこういうふうにするということは申

し上げにくいところはありますが、そういった御

連絡をいただいた場合には、職員が点検して、そ

ういったところも含めて、場合によっては開削、

掘って中も調べて補修をしているといったような

状況です。 

○吉岡茂委員 是非そうしていただきたいなと思い

ます。 

  次に、区として実際に調査とか、調査をした上

で補修工事をした、あるいは改修工事をしたなん

ていう案件は、今までにあるのですか。 

○道路維持課長 先ほどの路面下空洞化調査で、道

路の下に空洞がある、あるいはある確率が高いと

いった場合には、開削をして補修工事を行ってお

ります。 

○吉岡茂委員 それはありがたいことです。 

  どうも、私が聞いた話ですよ、実際は分かりま

せん。実際には２件ほどそういった、実際に調査

して補修をしたことが足立区はあるのではないか

なということを言う方いらっしゃったのですけれ

ども、その辺の数字的な数的なものは把握してな

いですか。 

○道路維持課長 先ほどの路面下空洞化調査は、３
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か年の債務の調査で行っておりますが、昨年度は、

小さいものも含めて約１７０件程度の穴がありま

した。ただ、これは原因によって、下水道管が原

因の場合には、下水道局さんの方に引き継いで補

修していただいてます。 

  ただ、すみません、御心配のないようにお伝え

しておきますが、かなり小さいものがかなり多か

ったので、全体としては、どうしても八潮の方を

イメージされてしまいますが、そういったことで

はないということは一言申し添えておきます。 

○吉岡茂委員 分かりました。 

  その仕事をしてもらうとき、私の手元にもちょ

っと資料をいただいてるのですけれども、これは

「入札（見積）経過調書詳細（工事）」という、

かなり小さい字だから当然皆さんに見えるはずも

ありませんけれども、いわゆる入札ですよね、こ

れきっと、があって、それによって、さっき私２

件ぐらいなのではないかというふうに申し上げた

のだけれども、例えば、これは足立区千住旭町３

番から２６番先というような工事の案件だと思い

ます。これの入札があったりとかして、それが２

件分記録として残ってるのだという話をお聞きし

てるのです。この辺は、あまり直接、工事の補修

だとかそういったことには影響がない数字だとい

うふうに理解しといていいのですか。 

○道路維持課長 すみません。ただいまの情報だけ

でどういう工事内容かがちょっと分かりかねます

が、先ほど申し上げた緊急性の高い対応、道路の

下に空洞があった場合には、いわゆる単価契約で

即時対応している場合が多いので、即時対応して

おりますので、今の契約して穴の補修をするとい

うのは、タイミング的にはちょっと合わないかな

というふうなイメージは持っています。 

○吉岡茂委員 分かりました。これネットで見られ

るものですから、後ほど後で来ていただければ、

こういうものですよと御覧になっていただくこと

も可能ですし、直接私のところに来ていただけれ

ば、これ御覧になっていただくこともできます。 

  それから、ちょっとその辺についてもう少し、

分からないことばかりなので、掘り下げて聞かせ

てもらいますけれども、このような、今回のよう

なこういう事案に入札される業者さんというのは、

どこかの、例えば★★だとか、どこかの施工会員

だとか、そういったところに入ってる業者さんを

指名したりとか使ったりしてるのですか。 

○道路維持課長 調査会社につきましては、その条

件を付して、建設省などの道路の調査の実績があ

るところから、調査会社については選んでおりま

す。 

○吉岡茂委員 例えばこういう作業の場合、管渠内

面被覆工法というのがあるそうですけれども、そ

の辺は御存じですか。 

○道路維持課長 承知しております。 

○吉岡茂委員 その中でも、例えば、いろいろな種

類があるのですよね。いろいろな種類があるのだ

けれども、例えば、許可されているけれども施工

できない施工方法だとか、これ例えば東京都が認

可している工法がいっぱいあるのです。いっぱい

ある中で、それでも、それも少し詳細に分かれて

るのです。ここの工法についてはこの業者さんを

やってもいいよとか、施工方法についてはこの業

者さんは駄目ですよみたいな、そういういわゆる、

何ていうの、ランク付というのですかね、そうい

うのが実際定められているということなのですけ

れども、その辺は御存じですか。 

○道路維持課長 すみません。今のお話だけだと分

かりかねます。申し訳ありません。 

○吉岡茂委員 事細かにちょっと時間足りなくなっ

ちゃうので、これも後で言います。もう少し質問

進めちゃいますね、先に。 
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  いずれにしても、区として施工業者に安全なこ

とをやっていただく、仕事をお願いするに当たっ

て、例えば、施工会社の品質管理とか、施工管理

だとか、その辺について何か求めるものというの

はあるのですか、今。 

○道路維持課長 先ほどおっしゃられた下水取付管

の内面被覆などにつきましては、特殊な工法です

ので、その工法についてその技術を持ったという

業者に限られますが、一般的な穴が空いていて、

あるいは、地中に穴が空いている可能性が高くて

開削あるいは補修する場合には、一般的な道路工

事と内容的には同じですので、特に特別な資格等

というのは、うちの方では求めておりません。 

○吉岡茂委員 そうですか。私の聞いた話と大分ず

れがあるようなのですけれども、それも後で確認

しましょう。 

  実はこれ２月２７日の建通新聞、あまり私たち

目に触れることはないのですけれども、これ、御

存じですか。 

○道路維持課長 建通新聞そのものは、はい、名前

は分かっております。 

○吉岡茂委員 ２７日の建通新聞によりますと、東

京都下水道局は、区部下水道の枝線というのでし

ょうか、枝線再構築は、整備年代から３つのエリ

アに分けて実施する。道路交通や生活への影響を

最小限に抑えるため、道路を掘らずに管渠の内側

からリニューアルする内面被覆工法を活用してい

るという記事が１面にこうやって載ってるのです

けども、この辺のことは御存じだったですか。 

○道路維持課長 すみません。存じ上げておりませ

ん。下水道局は東京都の管理になっている部分も

ございます。 

○吉岡茂委員 東京都、分かりました。 

  そこで１つ確認させてもらうのですけれども、

では、区内で内面被覆の許諾権を持ってる業者さ

んというのはいるのかいないのか。さっき言った

ように、許可されていない、要するに、許可され

ている業者さんが施工するのが望ましいというこ

とになってるようなのですけれども、この辺につ

いて、区内でこの内面被覆の許諾権というのかな、

それを持っている業者、何社ぐらいあるか御存じ

ですか。 

○道路維持課長 大変申し訳ありません。手元に資

料がございませんので、後ほど確認させていただ

きます。 

○吉岡茂委員 東京都の下水道局ということなのだ

けれども、東京都としっかり連携しましょうよね。 

  副区長、あれば。 

○副区長 八潮の陥没事故あった後に、局長が区長

の方に、東京都の対応についても説明に来ており

ます。そのときには、東京としてはしっかり調査

をして、それで対策を講じる。その中の１つにな

るかどうか分かりませんけども、再構築として補

強するために内面被覆、そういったものもやって

いきますよというお話がございました。事業者が

どこができるかというのは、特許の関係ですとか、

その技術を持ってる会社がやっぱりどこなのかは

区の方で把握できていないので、今、道路維持課

長の方の発言になったというとこでございます。 

○吉岡茂委員 分かりました。その辺の事情は私た

ちはよく分かりませんけれども、ただ重要なこと

は、やはり我々にとって求めてるのは安全・安心

なわけですから、その辺についてはしっかりやっ

てほしいなと思います。 

  質問続けさせてもらいますけれども。それで、

今度これは２月の２５日の読売新聞の、これは１

面なのかな。これなんか、１月９日に新潟市の東

区の市道交差点を大型トラックが通り掛かった瞬

間だった。車体ががくんと沈むのと同時に、路面

が直径５ｍ、深さ３．５ｍにわたり崩落。トラッ



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 ７  

 

クは寸前で転落を免れ、後続の軽自動車も緊急停

止し難を逃れた。陥没の原因は、地下３.５ｍを

通る敷設４５年の下水道管、内径１．３５ｍの劣

化だった。厚さ１０センチのコンクリート製道路

の上部が、幅１ｍにわたり破損。そこから土砂が

流れ込み、空洞ができたと見られる。これほど腐

食が早いとは思わなかった。硫化水素のリスクを

甘く見ていた。同市下水道管理センターの維持管

理課長は自戒を求めて話す。更にこの課長は、八

潮の陥没を受け再点検すべきだった。硫化水素の

脅威をまざまざと見せ付けたのが、昨年１月に起

きた埼玉県八潮市の道路陥没事故だった。破損し

た敷設４２年の下水道管内では、極度に腐食する

高濃度の硫化水素が滞留。陥没発生時、厚さ約５

０センチのコンクリート製管路が、同１０センチ

前後まで消失していたと、こういうことを言って

る記事が載ってました。 

  私重要だと考えますのが、時間ないからちょっ

と飛ばしますね。新聞記事にもありますように、

道路交通や生活への影響を最小限に抑えること、

それから、具体的に言えば、区民生活の安全・安

心を確保するための早急な対応が必要不可欠であ

ると思いますし、それと同時に、区民からお預か

りしている税金を投入しての工事になるわけです

から、スピード感、それから安全、それから値段

が安い、そして環境に配慮した工法が望ましいと

考えました。内面被覆工事を採用し、速やかに工

事を進める必要があると考えたのです。 

  いろいろ資料を集めました、珍しく、私にして

は。これ全部資料目通しましたけれども、そうす

ると、内面被覆工事を採用することが一番スピー

ディーで、安全で環境にも優しい、そして値段も

お手頃だというふうに私は見たのですが、どうで

すか。 

○事業調整担当課長 硫化水素が発生する汚水は下

水道局が管理しております。東京都の方にも、議

会から、今いただいたような御意見あったことを

改めて伝えて、要望してまいります。 

○吉岡茂委員 やっぱり時間もないのでちょっとは

しょりますけれども。さっき言った、写真お見せ

した建通新聞ってありますけれども、これにより

ますと、足立区、葛飾区、江戸川区というのは、

第三期再構築エリアに指定されてるのですね。こ

の第三期構築エリアは、大体いつ頃のことを指し

てるのでしょうか。 

○事業調整担当課長 すみません。今、具体的な数

字持ち合わせておりませんので、後ほど報告いた

しますが、現在一期を主にやっていて、足立区の

うち、千住、宮城、新田が第一期に含まれてござ

います。 

○吉岡茂委員 確かに、そうですね、足立区に関す

るところは、新田、宮城というところ、小台です

ね。小台の都心★★となってますね。それはそれ

で多分そうなのでしょう。この第三期については

いつ頃になるのか、やっぱり早く知りたい。早く

知りたいし、早く対応してほしいと思ってますの

で、よろしくお願いします。 

  若干残りましたけれども、結論言えば、冒頭に

触れましたけれども、綾瀬川の下を通る管が、完

成してからもう４０年たちました。それから、六

町の区画整理が始まってからもう３０年たちまし

た。それから、つくばエクスプレスの開業からち

ょうど約２０年経過してます。それらを考えます

と、決してのんびりしてていい状況にはないと私

は思っておりますので、なるべく区民生活の安

全・安心が保てるように、更に東京都と連携して、

しっかり情報を密にしていただいて取り組んでい

ただくことを要望して質問を終わります。 

  以上です。 

○しぶや竜一委員 皆様おはようございます。吉岡
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委員の後の後半２０分担当させていただきます、

しぶや竜一です。よろしくお願いいたします。 

  昨日のスポーツ関連で、パラスポーツ推進事業

について少しお聞きしたいと思います。 

  パラスポーツ、私も、最初の方の予算特別委員

会でもすごく印象に残っていたのが、オランダの

連携事業でもございましたスペシャルクライフコ

ートの、区にスペシャルクライフコートという、

障がい者、健常者かかわらず共生社会の実現とい

った、そういったところでスペシャルクライフコ

ートが出来た、総合スポーツセンターに出来たと

いうときに、なかなか最初の稼働率といいますか、

利用率がなかなか伸びていない中で、先日も「数

字で見る足立」の中を拝見させていただきました。

拝見した中身によりますと、少しずつではあるの

ですけれども、スペシャルクライフコートの稼働

率が伸びている現状でございました。その要因を

お聞きしたいのですけれども、いかがですか。 

○スポーツ振興課長 少しずつスペシャルクライフ

コート、地域の方に認知度が上がってきたかなと

思いますし、障がい者の方の御利用というところ

が基本ではあるのですけれども、地域の方々、普

通の子どもたちも御利用いただいているというと

ころが要因かなと考えております。 

○しぶや竜一委員 ありがとうございます。 

  私自身もそうでしたけれども、スポーツ推進委

員の方々がいろいろ様々な、スペシャルクライフ

コートフェスティバルであったり従事していただ

いている中で、なかなか区の方から周知であった

り、そういったイベントのところも、なかなか最

初参加がなかったのですけれども、パラスポーツ

の人気というところもありまして、本当に徐々に

参加していって、私も毎年拝見させていただいて

いる中で、スペシャルクライフコートの利用が増

えたということは大変うれしく思っております。 

  また、そんな中一方で、もう１つ、スペシャル

クライフコートにちなんで誕生した相談窓口がご

ざいました。あだちスポーツコンシェルジュでご

ざいます。あだちスポーツコンシェルジュにおい

てはどのような状況か、お伺いします。 

○スポーツ振興課長 コンシェルジュ、スポーツを

やりたいけれども、どこに相談すればいいか分か

らない障がい者の方向けに設置してるものですけ

れども、こちらについては、何件かは御相談来る

ことあるのですけれども、そこまで数字としては

伸びていない現状でございます。 

○しぶや竜一委員 やっぱりそこがもったいないな

と思っております。スペシャルクライフコートと

併用してつくった相談窓口でもございまして、や

っぱりいろいろなスポーツの相談だけではなくて、

シルバー世代、高齢者の方々から、そういった、

何をすればいいか、どういったスポーツができる

のかとか、そういういろいろな相談があるとも聞

いておりました。オンラインというところの窓口

の拡充も広げたというところでは、是非ともその

あだちスポーツコンシェルジュの活用をもっとも

っと、スペシャルクライフコートフェスティバル

であったりとか、最初の方はパラスポーツのイベ

ントであったりとか周知していたのですけれども、

最近そういった様子が見られないので、やっぱり

それは併用してせっかくつくってある相談窓口で、

予算も掛かっているわけですから、あだちスポー

ツコンシェルジュの活用をもう少し考えていただ

ければいいのかなと思うのですけれども、その点

について再度お伺いします。 

○スポーツ振興課長 しぶや委員おっしゃるとおり、

コンシェルジュの周知というところが、この事業

の課題だと思っております。今年度も特別支援学

校のイベントとかで周知等はさせていただいてい

るのですけれども、なかなか実績には結びついて
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いない部分があるので、改めてどのような形でＰ

Ｒすればいいのか検討して周知してまいりたいと

思います。 

○しぶや竜一委員 先ほども申したように、やっぱ

り相談窓口、様々な相談窓口、今回も予算の中で、

高齢者の相談窓口であったりとか、福祉まるごと

の話にも触れさせていただいたのですけれども、

区民の方々がなかなか行き届かないところが、や

っぱりせっかく相談窓口を設置しているところが

何よりもったいないなと感じるところでございま

すので、是非とも、できることはしっかりとやっ

ていただきたいなと思っております。 

  続きまして、少し話を替えて産業経済のところ

で、昨日もまた他の委員の方々からもございまし

た。今回予算には組まれてはないというところで

はあったのですが、当初予算には含んでないとい

うところなのですけれども、どういった形で、商

品券などが区民の方々により効率よく利用してい

ていっていただけるのかなというところを踏まえ

て協議していくこととなっているかと思います。 

  昨日のへんみ委員の質問に対する区長の答弁で、

今回のＰａｙＰａｙ商品券事業のところで１つ例

として挙げていたのですけれども、使えるお店が

少ないといった事例を挙げておりました。正に私

の周りで一番多かった声、私自身が聞いた声では、

やはり、なぜＰａｙＰａｙ商品券事業、今回買わ

ないのですかと、何で買わないの、同級生とかで

もそうです、尋ねたところ、使えるお店少ないじ

ゃないかという声が私は非常に多かったところで

ございます。私自身も、へんみ委員もおっしゃっ

てましたけれども、少しまだ余っている状態なの

ですけれども、区内のみというところでいろいろ

模索していた中で、やはり副区長おっしゃってい

たように、分析が大切であるかなと改めて感じた

次第でございます。 

  今回のＰａｙＰａｙ商品券では、岡田委員とも

話していたのですけれども、消費されるケースと

いいますか、お店などもそうなのですけれども、

そういったデータを集約することというのは、使

われたお店であったりとか、どこが多かったのか

とか、そういったところは可能なのでしょうか。 

○産業振興課長 店舗の方の情報はいただける予定

でございますので、ある程度こちらの方で分析し

たいと思ってございます。 

○しぶや竜一委員 是非とも、そういった分析が、

本当に細かい分析なのですけれども、大事かなと

思っております。 

  私はランチとかが多かったのですけれども、大

体そういった、お買物であったりとか、いろいろ

様々、区民の方々お使いになってるかと思うので

すけれども、やはり、なぜ購入しなかったのか、

しないのかなどの区民の声を拾い上げることも大

切でございますけれども、実際に利用できる店舗

の声も踏まえて、様々な声を拾い上げることと併

せて分析していくことが必須なのではないかなと

思っておりますので、是非ともよろしくお願いい

たします。 

  また、過去に我が会派の杉本委員からもござい

ました「地域Ｐａｙ®」についてなのですけれど

も、この「地域Ｐａｙ®」に対しての区の考え方、

やる気も踏まえた進捗状況をお聞かせいただきた

いのですけれども、いかがですか。 

○政策経営課長 地域通貨「地域Ｐａｙ®」につい

ては、今、政策経営課の方で少しは検討の場を移

して、いろいろと調べさせていただいております。

直近ですと、例えばデジタル通貨に見識のある大

学の先生にお話を聞いたりですとか、そういった

動きをしています。 

  その中でちょっとやはり出てくるのが、コスト

の問題ですとか、あと、なかなか既存のＰａｙＰ
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ａｙとかとの並存になってくると、キャンペーン

期間中は使われるけれども、そうではないときに

はなかなか厳しいですとか、そういった課題を聞

いてるところでございますので、このあたり含め

て、あと、将来的な機能として、行く行く、例え

ば少しそのシステムにプログラムを組み込んで、

区民の方がこのような状況になったら自動で何か

振り込む、ポイントを渡すみたいなことが将来的

にはできるのではないかというようなお話も聞い

てますので、このあたりちょっと状況を今注視し

ているというような状況でございます。 

○しぶや竜一委員 政策経営課長、ありがとうござ

います。 

  今、正にデジタル通貨というお話がございまし

た。そういった中でも、地域通貨もデジタル通貨

の中を検討していただけるというところは大変あ

りがたいなと思ってるのですけれども、今、最近

ニュース等ではやっているといいますか、話題に

なっているのが、静岡県が実施するデジタル地域

通貨活用事業の１つとして、広域連携した旅先納

税といったものを導入して、５つの市町の「しず

旅コイン」というのを発行を開始するとございま

した。来訪者が寄附を行って、その場で区内利用

可能なデジタル通貨を受け取れ消費につなげる仕

組みについて、足立区としても、例えばなのです

けれども、足立区の応援コインといった、旅先納

税型モデルを調査研究も視野に検討を進めるべき

ではないかなと思うのですけれども、その点につ

いてはいかがですか。 

○産業経済部長 「しず旅コイン」のような滞在型

で使えるような、そういった地域通貨というのも

１つ手としてはあるかと思います。観光事業、よ

り多くの方を呼び込むための事業の１つとして研

究をしてまいりたいというふうに考えております。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  応援消費としての視点として、花火大会といっ

た五大まつりもそうなのですけれども、含めた五

大まつり、スポーツイベントもそうです。先日の

話につながりますけれども、スポーツのインフラ、

環境整備、公園などの改修といった目的としても、

やはりテーマ型応援コインといった、モデル的に

実施してみてはと考えております。 

  また、足立区だけではなくて★★とかも連携し

て取り組んでみたりとか、また、消費喚起型から

区域外、エリア外資金獲得型へといった視点、若

年層の参加促進、企業版ふるさと納税との接続可

能性といった論点から、単なるポイント還元とい

う視点ではなくて、足立区を応援したいという人

が、納税といった形で参加できる仕組みづくりを

区としても検討すべきタイミングかと思うのです

けれども、その点について再度お伺いします。 

○産業経済部長 ただいましぶや委員おっしゃられ

たように「しず旅コイン」、広域で静岡県の５つ

の自治体でやってるというふうな話があります。

そういった連携の可能性ですとか、そういったこ

とを踏まえて、この事業自体は今年の１月に始ま

ったばかりですので、その経過、その推移をしっ

かりと注視してまいります。 

○しぶや竜一委員 今後はやっぱり考えなきゃいけ

ないのは、一般財源投入を抑制しながら経済効果

をいかに生み出していくかという視点も、絶対に

必要なことであると思います。足立区を心から応

援したいと思う人が参加できる仕組み、財政的に

も、足立区に愛着を持ってもらうための地域愛の

機運醸成としても、大きな意味合いがあるかと思

っております。来年度中の調査検討を踏まえ、モ

デル実証実験の実施も視野に考えていっていただ

きたいと思いますけれども、最後いかがですか。 

○産業経済部長 時期としていつというふうなとこ
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ろは、確約は今の段階ではできませんけれども、

しっかりと事業の効果を研究をしてまいります。 

○しぶや竜一委員 是非ともよろしくお願いいたし

ます。 

  続きまして、交通対策について、何点かお聞き

したいと思います。 

  まず初めに、自動運転についてでございます。 

  先日、第１回定例会において触れさせていただ

きました区の交通対策についてなのですけれども、

あらまし２４、２５にも、はるかぜ共同事業負担

金をはじめ、様々な交通施策に対する予算が計上

されておりますが、その中で、まずは自動運転に

ついてなのですけれども、昨日も長井委員からも

ございました自動運転バス導入検討事業１億７，

０００万円余の予算がございます。交通事故原因

の大半を占めるヒューマンエラーの改修により、

事故率の大幅減に期待と記載がありますけれども、

実際に、昨日もお話があったように、議会報告資

料にもございました、江東区での事故などもそう

なのですけれども、やはり交通事故のリスクはと

考えなきゃいけない、懸念しなければならないと

いうところで、運行ルート候補地も検討しなくて

はいけないのかなと思っておりますけれども、そ

の点についていかがですか。 

○交通対策担当部長 ただいま★★ルートにつきま

して、西新井から六町ということで検討を進めて

いる状況でございます。 

○しぶや竜一委員 是非とも運行ルート候補地、ざ

っくり決まってはいるのですけれども、交通事故、

本当にこう、道路の道幅とかもあるとは思うので

すけれども、その点十分注意をしていただきなが

ら進めていっていただきたいと思っております。 

  また、自動走行には、これ私の先日の第１回定

例会の答弁でもございましたけれども、３Ｄマッ

プを作成するとのことですが、どのような形でこ

れ取り組んでいくつもりなのか、分かる範囲でお

聞かせください。 

○交通対策担当部長 今回、やはり自動運転という

ことで、二次元ではなくて三次元ということで、

高さ方向というのですか、そうしたところの情報

につきましても、座標のデータを全部取っていっ

て、片道４ｋｍ、往復で８ｋｍ分になるのですけ

れども、そのあたりの情報を収集した上でマップ

の中に載せていくというような作業に結構時間を

要しているというような状況ではございます。 

○しぶや竜一委員 時間を要するというところで、

なかなか進めるためには大変かなとは思うのです

けれども、是非ともスピード感を持って取り組ん

でいただきたいなと思う次第でございます。 

  また、昨年第１回定例会でもこれも触れさせて

いただきました。昨年１０月からグリーンスロー

モビリティの実証実験を開始している墨田区の事

例を挙げさせていただきました。若い世代にも興

味関心を抱いてもらうために、大学連携事業を本

年２月後半、先日、２回目の実証運行を開始して

おります。運行補助、乗車後のアンケートの作成、

何より車体デザインを千葉大学の学生に任せてい

るとのことでございます。区としても、総合交通

を通して若い世代との協力体制を築き、文教大学

との連携で花畑地区でグリーンスローモビリティ

を運行、★★の連携を図るといった質問もさせて

いただきましたけれども、今回の自動運転におい

ても、改めて区として、取りあえず実証実験の段

階で、自動運転のバスのラッピングであったりと

か、車体デザインであったりとか、区内の大学に

投げ掛けてみてはと思うのですけど、その点につ

いてはいかがですか。 

○交通対策担当部長 こちらの自動運転につきまし

ても、関係の運行の事業者等と今、体制を組んで

いるところではあるのですけれども、区内の大学



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

 １２  

 

と連携できないかということで、今調整をさせて

いただいてるところでございます。 

○しぶや竜一委員 調整をしていただいてるという

ことで、また決まったら、随時、報告をお願いし

たいと思っております。 

  続きまして、足タクについてでございます。 

  私の地元のことでもございますので、少し触れ

させていただきたいなと思うのですけれども。乗

降スポットを増加していただいて、利用者の行き

先は偏ってはきていますけれども、本格運行１日

当たり約１１件というところで、安定的に利用し

ていただいているということですが、やはり区と

してもだと思うのですけれども、もう少し利用者

が増加してほしいなと思うところでございます。

まだまだ地域、地元の感覚としては、足タクを知

らない方々が多いように感じますけれども、区と

してはどのように感じますか。 

○交通対策担当部長 利用いただく方には好評いた

だいてるのですけれども、しぶや委員おっしゃる

とおりで、数としてはそんなに伸びていない状況

がございます。 

  また、今回年度が替わるのに合わせて、全戸に

チラシ等を配布した上で、周知を図っていきたい

というふうに考えております。 

○しぶや竜一委員 ホームページでの利用ガイド掲

載も大事かなと思うのですけれども、やはり若い

世代を巻き込むためには、情報を浸透させるため

にはＳＮＳが有効な手法であるかなと感じており

ますので、是非とも、先日お伝えしたように、や

らないよりはやった方がいいと思いますし、やら

ない後悔よりやった後悔というふうに感じます。

是非ともよろしくお願いいたします。 

  足タクのエリア拡大についてなのですけれども、

それは、現時点で区としてはどのようにお考えで

すか。 

○交通対策担当部長 本会議の答弁でもさせていた

だいたとおりではあるのですけれども、事業者の

負担を軽減するようなシステム等も考えておりま

す。また、アプリで予約できないかということも

考えておりますので、そういったことが進んでい

けば協力事業者が得られる、そうすると範囲を広

げられるというような状況も見えてまいりますの

で、取り組んでいきたいと思います。 

○しぶや竜一委員 様々な交通手段の動向を注視し

て進めていっていただければと思います。 

  残り２分ですので、これもまた地元の１つなの

ですけれども、東京都の交通局が運営する１つで

ございます日暮里・舎人ライナーのところでござ

います。 

  現在、バスによる実証実験においてなのですけ

れども、これ利便性等に関するアンケートによる

利用者の声を確認すると、先日の答弁でもあった

のですけれども、アンケート調査というのは頻繁

に行っているという認識でよろしいですか。 

○交通対策担当部長 今、実証実験でバスを利用い

ただいてる方に、まず、毎回ではあるのですけれ

ども、その利用の状況について、利便の状況につ

いて伺っているところでございます。 

  またあわせて、これからも、３月２７日で終了

しますので、それに合わせて、利用者以外の方と

いうのですか、ライナーをふだん利用していただ

いてる方、あるいは沿線の方にも、そうしたアン

ケートを実施したいというふうに考えております。 

○しぶや竜一委員 分かりました。 

  また、これは本当ハード面の話になってくるの

ですけれども、白石委員もかねてより述べており

ますホームの延伸、車両編成において、これまで

も議論が、当然過去にもなかったわけではないと

思うのですけれども、やはり実際に乗車すると、

私も乗車する機会最近また多いのですけれども、
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身動きが取れない状態が、混雑のときに続くのが

現実でございます。実際、東京都ともそういった

延伸、車両編成といったハード面での協議等はし

ているのか、そしてまた、埼玉県とかとも区とし

て何か協議されていることはあるのかお伺いした

いと思うのですけども、いかがですか。 

○交通対策担当部長 交通の委員会の中でも、そう

した御意見をいただいております。私どもも、根

本的な解決ということでは、やはりそこにたどり

着いていくのかなというふうに考えておりますの

で、東京との協議の中でも、しっかり出していき

たいと思っております。 

  また、埼玉県のお話がございましたけれども、

令和元年当時だったと思うのですけれども、市川

委員からもそうしたら御意見いただきまして、埼

玉県に行った記憶もございます。今のままで延ば

すということになりますと、やはり足立区民にと

っては非常に困る状況も発生しますので、そうい

ったところについては、しっかり確認しながら進

めさせていただきたいと思います。 

○しぶや竜一委員 よろしくお願いします。ありが

とうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党から質疑があ

ります。 

○水野あゆみ委員 皆様おはようございます。公明

党水野でございます。２５分間担当いたしますの

で、よろしくお願いいたします。 

  ではまず、昨日帰りに教育指導部長にお会いし

たので、教育費の方から言っていきたいと思いま

す。学校給食についてお伺いをいたします。 

  現在、区立小・中学校では給食費の無償化が実

施をされており、保護者の皆様からは大変喜びの

声が上がっております。区立小・中学校に在籍す

る児童・生徒数を基にこの給食費無償化算出して

おります。アレルギーで給食を食べられない子ど

もへの対応はどのようになっておりますでしょう

か。 

○学務課長 アレルギーのお子さんで、全く給食を

召し上がれないお子様については、おうちからお

弁当を持ってきていただいております。その方た

ちには、給食費相当額の補助金を出しております。 

○水野あゆみ委員 一方、長期欠席や不登校の子ど

もは在籍児童数に入っておりますが、この補助が

なされておりません。給食は食べていませんが、

家庭で昼食を用意しているのが現状です。保護者

の負担は大きくなっております。 

  私も、御相談があった方ですが、独り親家庭で

６人お子さんがいる家庭います。また、５人いる

御家庭もいますが、やはり不登校になってしまい、

兄弟２人、また兄弟３人が不登校になっており、

家で昼食を用意している、大変に負担だという声

も聞いております。 

  文京区等では、長期欠席の児童・生徒に対して、

また不登校の子どもに対して、給食費相当額を支

給しております。給食費代替補助制度というもの

を設けております。また、新宿区や江戸川区等で

も、給食の提供を受けなくても支援をしている現

状です。給食費無償化は、給食を食べている子ど

もだけでなく、在籍している子どもを基準とする

制度設計が広がっていると考えますが、どのよう

な認識でしょうか。 

○学務課長 給食につきましては、確かに不登校の

お子様も含めて補助金の対象には、学校給食の食

材費の購入の際の区の負担ということはしており

ますけれども、ただ、あくまでも学校で食べてい

ただく学校給食の食材費を区が負担しているとい

う考えになりますので、おうちで召し上がってい

ただくお昼台、昼食代というところの補助という

形にはなっていないという状況です。 

○水野あゆみ委員 足立区の不登校児童・生徒数１，
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５００名を超えております。また、病気による長

期欠席者も、令和５年度は３７０名に上ります。

令和６年度もそれぐらいいるかと思います。 

  例えば、給食費月６，０００円として、不登校

児童・生徒数だけでも１，５００名と考えると、

一月で９００万円、また１１か月で９，９００万

円になります。１家庭で考えると、１年間で６万

６，０００円ということです。新宿区等では、学

校を通じて申請書をもらい、保護者が申請書に記

入し、教育委員会に提出し、審査を経て口座振込

がなされております。 

  現在、給食費の予算の半分は区が負担しており、

もう半分は、区が支出した額に応じて東京都が補

助する仕組みになっていると思いますが、この長

期欠席や不登校の子どもの分、東京都から差し引

かれているのでしょうか。 

○学務課長 給食費につきましては、不登校のお子

様も含めて、いつ来ても食べられるようにという

ような体制にはなっております。また、アレルギ

ーのお子様についても、１食でも召し上がるよう

な方は補助金対象外になっておりますので、そう

いった形でいきますと、全く来ないとか、全く食

べないというような場合でなければ、なかなか難

しいというような状況です。 

  区立学校として、設置者として、今、学校給食

の食材費をやっておりますので、東京都から入っ

てくる分については、区の方が負担した分の２分

の１、ただ、就学援助分は除くというような形に

なりますので、３分の１ほどの歳入でございます。 

○水野あゆみ委員 聞いたこと以上は答えていただ

けなくて大丈夫ですので。そうですね、何聞こう

か忘れちゃったのですけれども。 

  他区では欠席が１か月以上ということで、１か

月単位で支給されるというところもございます。

１年間欠席している状況とかでなくても、１か月

単位で支給してくれるというところもございます

ので、そういったところを是非見ていっていただ

きたいと思います。 

  また、予算を組む際に、やはり在籍児童数で組

んでいるということですから、そこはしっかり整

合性がある取扱いをしていただきたいと思います

が、この点いかがでしょうか。 

○学務課長 水野委員おっしゃることはよく分かる

のですけれども、やはり学校給食としてお支払い、

食材費負担している中で、おうちで召し上がる分、

何をどれぐらい召し上がっているのか、何日召し

上がっているのかというのが分からない状況で費

用をこちらの方で負担するというのは、現状難し

いかと考えております。 

○水野あゆみ委員 学校の給食を食べていなくても、

この予算には組み込まれているわけですね。です

ので、この１億円を超えるであろう不用額になる

わけですかね。こういったところの予算の整合性

について、区長、いかが思いますか。 

○学校運営部長 今、学務課長御答弁さしあげたと

おり、不登校のお子さまについても給食の方の準

備の方はしているということで、食材費の方の費

用というのは当然掛かってきてしまうところがご

ざいます。アレルギーのお子さんについては家庭

の方で作っていただいてますので、それについて

は補助するということを考えているところで、不

登校だから食費相当分を出すというのは、なかな

か難しいかなと考えてます。 

○水野あゆみ委員 欠席の連絡をすれば、その子ど

もたちの分は作られてないはずです。そこは間違

った答弁はしないでいただきたいですが、いかが

ですか。 

○学務課長 その日、例えば、お熱が出てお休みし

た場合は、そのまま食事が提供されてしまうので、

その場合は食材費掛かっているというような形に
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なります。 

○水野あゆみ委員 私が今言ってるのは、その日だ

けの欠席ではなく、長期欠席や不登校で半年から

１年通えてない子たちの話をしておりますので、

もう少し誠実な答弁をしていただきたいなと思い

ます。 

○学校運営部長 やはり、学校で食べる給食の方を、

設置事業者である区が負担するというスタンスで

今考えております。不登校のお子様、あるいは長

期欠席のお子様ということになると、家庭での昼

食代を補塡するようなイメージに結びつくかなと

思っておりますので、なかなか現時点では、水野

委員のおっしゃる、御要望のあるような長期欠席

のお子様に食費相当分を支給するというのはなか

なか難しいかなというふうに私としては考えてい

るところでございます。 

○水野あゆみ委員 では、在籍児童数で組んでいる

この予算、不用額１億円以上になると思いますが、

財政課長、この部分どのように考えますか。 

○財政課長 都からの歳入というのが実績に応じて

２分の１入ってくるという立て付けでございます

ので、基の在籍児童数で考えているという、何て

いうのですかね、制度上の立て付けというところ

からの整合性は取れているかと思います。 

  また、制度以外のところの補助というところが

今御指摘もいただいているところでございますの

で、そこについては、また教育委員会と検討の余

地はあるのかなと思っております。 

○水野あゆみ委員 不用額というか在籍児童数を補

助するという考え方で予算を組んでいただいてい

るかと思いますので、他区でもこういった給食費

代替補助制度というものをやっている区もありま

すので、しっかりと御検討いただき、また本当に

不登校、また長期欠席で昼食代が負担になってい

るという御家庭の思いに触れて、しっかりと検討

していただきたいと思います。 

  では、次に移ります。 

  次に、土木費でございます。五反野駅前の交通

安全対策について伺います。 

  五反野駅周辺、挨拶で回っていますと、朝の通

勤通学時、横断歩道をひっきりなしに歩行者が渡

るため、車が全然進めない、何とかしてほしいと

いう声が上がっています。私も本会議で、信号機

の設置や安全対策を何度も求めてまいりました。

駅前の交差点の構造が難しいこともあり、交通渋

滞が解消できない課題があります。 

  昨年の第１回定例会では、五反野駅前の安全対

策について話し合うため、新たに五反野駅周辺ま

ちづくり協議会を立ち上げてはどうかと質問をさ

せていただきました。区からは、五反野周辺の交

通環境につき、地域の方から改善してほしいとの

声をいただいております。改めて、五反野駅周辺

の現地確認を実施し、警察と協議しながら安全対

策に取り組んでまいります。また、五反野周辺ま

ちづくり協議会の立ち上げにつきましては、今後

の検討課題とさせていただきますとの答弁がござ

いました。 

  そこで伺いますが、その後の安全対策について

は、お取組状況いかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 具体的な道路面でのというこ

とはなかなか今、いろいろな色を付けてみたり、

文字を入れてみたりとかということでやられてお

りますので、そこについては特にあれではないの

ですけれども、警察の連携という意味では、この

４月から、また自転車の青切符始まるということ

で、五反野の駅前、重点にもなっておりますので、

そういったところでは区の方でもしっかり現地の

ほうに赴いて、指導等もやっていきたいというふ

うに考えておりますので、今、全体の交通の危険

度の中の一部分でも取り除くことができればとい
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うことで取り組ませていただきたいと思っており

ます。 

○水野あゆみ委員 しっかりと取り組んでいただき

たいのですが、やはり私も信号機の設置なども訴

えましたけれども、警察の確認が難しいという答

弁もいただいております。しかしながら、地域の

方々はそれでは納得しない部分もあり、様々声を

いただいているところです。 

  昨年の１１月の建設委員会で、五反野再開発事

業の可能性を検討することになった旨、報告があ

りました。そして先週は、三井不動産含む大手三

社から、再開発事業の可能性を検討するため、意

見交換会開催のお知らせがございました。再開発

事業の可能性として、区としてはどのように考え

ているのでしょうか。 

○建築防災課長 今回、五反野駅周辺駅前につきま

して、再開発事業を含めた考え方の中で、勉強会

というところをまず立ち上げさせていただいて、

いろいろな課題のところを解決していきたいと、

そのように考えているところでございます。 

○水野あゆみ委員 勉強会等は、今まで町会・自治

会等の地権者でない方が参加されていたかなと思

います。やはり、交通安全上の課題、また密集地

域解消のためにも、五反野周辺が大きく変わるチ

ャンスだと思いますので、この機会に地権者で構

成するまちづくり協議会も立ち上げていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○都市建設部長 先ほどの交通の問題もございます

ので、再開発事業が成就するかどうかは今現在で

分かりませんが、そういった機会を捉えて、区と

しても、交通問題も含めた地域の安全、安全・安

心なまちに資するように努力していきたいと思い

ます。 

○水野あゆみ委員 まちづくり協議会のような、地

権者を巻き込んだものは立ち上げられないでしょ

うか。 

○都市建設部長 その地域の皆様の御意向にもよる

と思いますし、やはりその中で当然区が参画する

っていう場面もあると思います。いずれにしまし

ても、３月２７日意見交換がございますので、そ

の状況を見詰めて、必要に応じては協議会、勉強

会等は立ち上げていく必要があるかと思っており

ます。 

○水野あゆみ委員 分かりました。 

  また、鉄道事業者や交通管理者である警察にも

入っていただきながら、交通対策についても協議

する場を設けてはどうか、伺います。 

○都市建設部長 この再開発事業に関しましては、

当然、道路管理者然り交通管理者である警察との

協議が重要となっております。そういった機会を

捉まえて、今もある五反野駅周辺の問題に１つで

も解決できるように努力していきたいと思います。 

○水野あゆみ委員 分かりました。 

  あと、次に、駅前の公衆喫煙所の整備について

お伺いをいたしますが、本会議でも早期実現を訴

えてまいりました。区からは、令和８年度中の整

備を目指したいとの答弁をいただいております。

進捗状況についてお伺いをいたします。 

○地域調整課長 公衆喫煙所につきましては、予定

していた場所で設置に向けて準備を進めてまいり

ましたけれども、近隣の住民の方からの御意見も

ございまして、なかなかそこに、予定していた場

所での設置というのは難しい今状況にはなってお

ります。 

○水野あゆみ委員 五反野駅前は、定点調査でもた

ばこのポイ捨てが一番多いという結果が出ており

ます。私も毎週挨拶のときに、たばこの吸い殻だ

けピックアップして拾ってるのですが、この１年

間、平均しても１００本を超える吸い殻がある状

況です。クリーンな環境が求められている駅前で
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すので、しっかりと、令和８年度中に設置をお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○地域調整課長 令和８年度中にというのはなかな

か難しいかなという状況ではあるのですけれども、

現状の認識としましては水野委員と同じ認識を区

としても持っておりますので、できるだけ、これ

まで断られてしまったような場所も含めて、改め

て設置できるような場所を見付けていきたいとい

うふうに考えております 

○地域のちから推進部長 今、地域調整課長答弁し

たとおりなのですが、やはり周りの方から反対の

看板が出されたり、反対の署名が出されてる中で、

今この場所で進めるのは正直言って難しいと私の

方も考えております。ただ、今地域調整課長答弁

したとおり、ほかの場所という選択を今探してま

すので、そこについては追って、進捗があり次第

報告させていただきたいと思います。できる限り

見付ける方向で頑張っていきたいと考えておりま

す。 

○水野あゆみ委員 私も昨年もこの場から、代替場

所も含めて様々な場所で検討してほしい、その上

で設置をしてほしいという要望もさせていただい

ております。また、景観を損ねるというお声も聞

いておりますので、コンテナにしても、もし設置

するのであれば、洗練されたデザインのハイグレ

ードなものも設置する必要、そういうところも検

討する必要があると思います。その点はいかがで

しょうか。 

○地域調整課長 設置につきましては、いろいろと

御意見もお伺いしながら進めていきたいというふ

うに思っておりますが、まずは設置する場所の問

題がございますので、そちらが一番大きな課題か

なというふうには考えております。 

○水野あゆみ委員 仕様も含めて、エアコンが利か

ないというお声もございます。たばこ税につきま

しては５４億円の収入も入っておりますので、し

っかりとそういったところ、場所、代替地も含め

て、民間施設であってもいいと思います。しっか

りと検討いただきたいと、いま一度、要望をさせ

ていただきます。 

  次に、介護保険特別会計についてお伺いをいた

します。地域支援事業のうち、総合事業について

お伺いをいたします。 

  令和６年第３回定例会におきまして、短期集中

予防サービスについて質問をいたしました。区か

らは、令和７年度中の短期集中予防サービス施行

に向けて、医療介護専門職と協議を進めてまいり

ますとの答弁がございました。その後、私は決算

特別委員会でも、山口県防府市の取組を紹介し、

要支援者が支援不要な状態に改善できるこの短期

集中予防サービス実施について質問を繰り返して

まいりました。試行実施されることを待ち望んで

いたのですが、本年度中実施されませんでした。

その理由についてお伺いをいたします。 

○高齢者施策推進室長 水野委員の方から御紹介い

ただきました山口県防府市ですけれども、令和６

年度なかなか日程の調整が付かず、遠方であった

ということもありまして、視察はかないませんで

した。別の御提案いただいた寝屋川市の方には、

今年度、視察に行ってまいりました。伺ってきた

ところ、要介護状態になることを防ぐというとこ

ろで、理学療法士の方ですとか柔道整復師の方、

専門職の方とやっているというところは確認でき

ました。 

  足立区の方での検討をしたところなのですけれ

ども、今の介護予防事業で「はじめてのフレイル

予防」ということで、フレイルの予備軍の方々を、

同じ短期集中、２か月の間にやっているもの、こ

れが、水野委員がおっしゃっている総合事業のＣ

型に近い状態でやっているということを学識の先
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生にも確認を取れましたので、今後はそちらの方、

力を入れてやっていくという判断に今していると

ころでございます。 

○水野あゆみ委員 今、フレイルの予防教室という

ところをお伺いしましたが、フレイル予防教室は、

要支援になる前の方のフレイル予防が目的でやっ

ておられます。短期集中予防サービスＣ型は、も

う既に要支援を受けた方を卒業させるための制度

であります。学識の方がそういうふうにおっしゃ

ったと言っておりますが、対象、目的も違うわけ

です。これでＣ型をやっています、同じですよと

言われると、私は納得いかないのですが、いま一

度いかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 総合事業のＣ型につきまし

ても、目的は要介護状態にならないようにすると

いうところが目的だと思います。我々がやってい

ます「はじめてのフレイル予防」、こちらにつき

ましては、要支援、要介護含めてそういう状態に

ならないようにすると。要支援よりも前の状態か

らやっていくというところに重点を置いていると

いうところでは、同じ目的でやっているというふ

うに認識はしております。 

○水野あゆみ委員 要支援から要介護に悪化する方

もいらっしゃるわけです。また、フレイルと要支

援の状態というのは違うわけで、要支援の方に特

化して、また要支援から卒業を目指して、要介護

にならないようにというのがこのＣ型であるわけ

です。 

  防府市では、この要支援認定者を改善させる、

つまり卒業させるということを成果目標に、短期

集中予防サービス、サービス実施する中で、要支

援者が減っております。一方、当区では、年々要

支援者数増えております。更に、要支援の状態が

悪化し、先ほども言いました要介護に移行する方

もおります。当区の５年前の要支援者数と今年度

の要支援者数を教えていただけますか。 

○介護保険課長 ５年前のまず状況でございますけ

れども、令和２年度の要支援者数というところで

は、４，６９１名というのが要支援１、４，７２

７名というのが要支援２でございました。一方、

こちら今年度、令和７年度、１１月末時点の数字

ではございますが、要支援１が４，７６５名、要

支援２が５，３７９名ということで、要支援１は

７４名、要支援２は６５２名増加しているという

状況でございます。 

○水野あゆみ委員 今、介護保険課長、詳しく答弁

していただきましたが、９，４１８人が合計で令

和２年度、令和７年度が１万１４４人というふう

な増加率でございました。 

  また、５年前の予防給付費と昨年度の予防給付

費はいかがだったでしょうか。 

○介護保険課長 こちらにつきましては、５年前が、

介護予防給付の方でございますが約７．６億円ご

ざいました。令和６年度になりますけれども、こ

ちらが、同じく介護予防給付約９．１億円ほど掛

かってございます。 

○水野あゆみ委員 短期集中予防サービスを実施せ

ず、通所、訪問に頼ってしまう、予防給付が増え

ていくわけですけれども、この地域支援事業の事

業費というのは、区も１２．５％の法定割合で負

担をしております。また、この上限額を超えた部

分については、全額区の負担になります。この法

定負担分等、一般財源から繰入れされております

が、昨年度の一般財源繰入金はいかがでしょうか。 

○介護保険課長 こちらにつきましては、上限額と

いうのは超えてはいないという状態でございます

ので、現状は法定内の割合で区としては実施をさ

せていただいているというところでございます。 

○水野あゆみ委員 今、上限額を超えるかどうかと

いうのが問題になってるのではなくて、やはり１
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２．５％の法定負担割合を、介護保険から繰り出

して一般財源から繰り入れてるという状況があり

ます。今、御答弁いただけなかったのですけれど

も、２億８００万円の繰出金があるわけです。こ

の繰出金も増えており、そういった状況です。予

防給付費が上がると、介護保険料にも跳ね返って

きます。 

  防府市では、要支援者が減ったことにより、在

宅支援サービス、この要支援者が使うサービス費

ですが、令和１年度、約６億４，０００万円から

令和４年度は５億３，０００万円に、約１億円削

減ができています。一方当区では、今答弁いただ

きましたが、５年間で１億４，０００万円増えて、

９億円になっております。介護保険課長、このこ

とについてはどのような認識でしょうか。 

○介護保険課長 防府市の状況は、そういった状況

ということは私どもも認識をしております。一方、

足立区におきましても、御存じのとおり、やはり

高齢化というのは進んでおりまして、なかなか利

用される方というのは年々増加をしているという

状況がございます。当然、それが保険料にも跳ね

返ってるという状況であるということはございま

すので、やはり予防に力を入れていかなければい

けないというところは認識をしております。 

○水野あゆみ委員 防府市、高齢化率３０％を超え

てるわけですね。しかし、この認定する入り口だ

けでなく、卒業という出口対策もしっかりするこ

とで、人数そして費用も削減ができています。要

支援認定された方が元気になって、しかも健康寿

命が伸ばせる、財政的にも削減できるのであれば、

短期集中予防サービスやるべきじゃないでしょう

か。 

○高齢者施策推進室長 ２３区の中でいろいろ確認

させていただいたところ、短期集中型サービスを

実施した区だったのですけれども、実際には費用

対効果が悪いということで、短期集中型をやめて

いるという実績がある区もございます。そういっ

たお話も受けまして、要支援に入る前の状態、介

護予防をやるというところが、やはり保険料の部

分についても削減していくには重要だというふう

な認識でおりますので、引き続きの同じ答弁にな

ってしまいますが、はじめてのフレイル予防の方、

介護予防の方に力を入れてやっていきたいという

ふうに考えております。 

○水野あゆみ委員 この総合事業、結局区として課

題感を持って実施しているかどうかだと思います。

今、要支援になる前の人たちをという、そこも大

事な視点だと思いますけれども、要支援１、要支

援２の方たち、元の状態に戻れる方たちを、元の

生活に戻れる機会を与えない、機会損失であるか

なと思います。しっかりと、昨年度モデル事業を

実施するというふうな答弁もいただきましたので、

２３区の中でなかなかうまくいっていないという

ところもあろうかと思いますが、このように山口

県防府市や、また寝屋川市の方でうまくいってい

る事例もあります。国では、しっかりとそういっ

た対策、総合事業でやっていってほしいというこ

とも言っておりますので、しっかりと、そのよう

な要支援者に対する取組やってっていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。副区長いかが

ですか。 

○区長 うちの母も、要支援から要介護に、３か月

ほどで一気に悪化する状況がありました。今御指

摘いただいた事業がどの程度出口効果があるのか

ということは、私、申し訳ありません、細かく存

じておりませんが、要支援の方々にとって、そこ

から卒業するのにどういった支援が一番効果的な

のか、お一人お一人の症状によっても異なると思

いますので、一般的ななかなかこれがというのは

難しいかもしれませんが、おっしゃるとおり、要
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支援で食い止めるという発想も非常に重要だと思

いますので、区として、おっしゃることを実現す

るかどうかは別として、何が必要なのか、もう少

し調査ですとか検討を進めさせていただきたいと

思います。 

○水野あゆみ委員 ありがとうございます。 

  防府市では、サービスを受けた約２６０人のう

ち６０％以上が、要支援を外れて元の生活に戻れ

ています。しっかりとこうした取組も見ていただ

きまして、要支援を受けた高齢者にとっても、

「やりたいことが叶うまち」であっていただきた

いなと要望させていただき、質問を終わらせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○さの智恵子委員 皆様おはようございます。後半

担当いたします、さの智恵子です。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  本定例会で我が党の代表質問で、認知症対策で

認知症サポーターフォローアップ講座の参加者を

増やす取組を要望いたしましたが、具体的な取組

について伺います。 

○高齢者施策推進室長 今、研修を実施しておりま

して、企業向けにも研修を実施しております。た

だ、企業に関しては、勤務時間中に人を集めたり

ということが難しいということもお話としてござ

いましたので、来年度からは集中型、区の方で会

場を用意して、そちらに数人来ていただけるよう

な体制を取っていきたいと考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  また、認知症の方をチームで支えるチームオレ

ンジの、現在１グループと聞いております。今後

更なる拡充も必要と思いますが、どのように取り

組んでいくか、こちらについても教えてください。 

○高齢者施策推進室長 チームオレンジが、認知症

サポーターを受けた方々がチームを組んで、認知

症の方やその御家族を支えるという仕組みなので

すけれども、今年度、さの委員から御紹介いただ

いたように、１つチームが立ち上がりました。チ

ームをつくるには、ステップアップの講座も少し

受講していただくのですが、今年度４つ受けてい

ただいたところがございましたので、まずは、そ

このチームにチームオレンジのことを勧めてとい

いますか、お話をしていきたいというふうに考え

ております。 

○さの智恵子委員 先ほど、すみません、高齢者施

策推進室長の方からも、養成に積極的に取り組む

企業というお話もございました。本当に心強い存

在だと思いますが、現在何事業者あるのか教えて

ください。 

○高齢者施策推進室長 認知症サポーターですけれ

ども、今年度は１６団体がありました。すみませ

ん、令和５年度からの累計では、約４０の企業が

サポーターになっております。 

○さの智恵子委員 今、４０ということでございま

した。その企業を例えばホームページで公表する

など、企業のイメージアップ、そのようなメリッ

トにつながることも大変重要かと思いますが、今

後更に増やす取組についてはどうか、お伺いいた

します。 

○高齢者施策推進室長 これまでは、その年にサポ

ーター研修を受けていただいた企業の方々を、認

知症月間の９月だけホームページの方に企業名等

掲載しておりましたが、令和８年度からは全企業、

通年通してお示しできるように改善していきたい

と考えております。 

○さの智恵子委員 お願いいたします。 

  また、高齢者の生きがいづくりになる「元気応

援ポイント事業」、現在の登録者数について教え

てください。 

○介護保険課長 ２月末時点の実績になりますけれ

ども、登録者数２，９４６名というふうに増加し
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ております。 

○さの智恵子委員 ２，４９６名。何名増えたか、

すみません、併せて教えていただけますか。 

○介護保険課長 ２，９４６名に増加をしてござい

ます。こちら昨年度末が２，７７６名でございま

したので、２００名近く、１７０名以上増加をし

ておるところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。増えているとい

うことで、大変いいことだと思っております。 

  以前、体操教室やウォーキングなどに取り組む

自主グループにも元気応援ポイントの付与を要望

いたしましたが、現在そのような活動グループの

状況について教えてください。 

○介護保険課長 こちら自主グループ、体操などを

やられているところですとか、ウォーキングなど

様々活動されていらっしゃると思うのですが、そ

ういったところを含めまして、今現在１３の団体

から御登録をいただいているところでございます。 

○さの智恵子委員 また、子ども食堂を運営する自

主グループなどのボランティア活動にも拡充を要

望しましたが、現在ポイント付与されているグル

ープは何グループありますでしょうか。 

○介護保険課長 子ども食堂につきましては、現在

２グループが登録をいただいてるという状況でご

ざいます。 

○さの智恵子委員 こちら、先ほどの体操と併せて

１００ポイントずつ付与されてる、全員に１００

ポイントの付与ということで、励みにもなってく

るかと思います。 

  今後、友愛クラブや地域包括支援センターを通

し、様々な活動をされている自主グループにも周

知をし、増やす取組をしていくとの答弁でしたが、

その後の状況についてお聞かせください。 

○介護保険課長 こちらにつきましては、友愛クラ

ブの連合会の役員会ですとか、地域包括支援セン

ターのセンター長会などを通じまして、この事業

を利用していただきたいということで周知をさせ

ていただいているところでございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  また、２月のばく増し月間に合わせてプレゼン

ト企画もされましたが、この期間、シニア男性向

けに、簡単に調理できる料理教室を開催されまし

た。参加状況や参加者の声について教えてくださ

い。 

○高齢者施策推進室長 シニア男性向けの料理教室

として３回実施いたしまして、参加者合計で３４

名になっております。 

  感想ですけれども、あまり難しい料理ではなく

てレトルト食品や冷凍食品、そういったものを活

用しての料理の御提供だったのですけれども、そ

ういったものを今後もうまく活用したいですとか、

今までスーパーで、そういった冷凍食品とか缶詰

の売場行ってなかったんだけれども、是非そうい

ったところを探検してみたいということで、男性

だけだったのがよかったというお話が、非常に印

象に残っております。 

○さの智恵子委員 簡単にできるということで言え

ば、電子レンジを活用等も聞いておりますが、こ

れまで料理されたことが少ない、特に単身男性者

の方を対象にしたこのような簡単料理教室は、大

変重要と考えます。例えば今後、元気応援ポイン

トのメニューにして、毎回毎回スタッフが入ると

いうよりかは、自主グループとして、誰かスタッ

フは必要かと思いますが、そういうグループを立

ち上げながら、住区センターなどを活用して推進

することも重要かと思いますが、その辺について

はいかがでしょうか。 

○高齢者施策推進室長 既に男性だけのグループと

いうのが、把握しているのは１グループあります。

今後もそういった形で広げていけるようにしてい
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きたいと考えております。 

○さの智恵子委員 ありがとうございました。 

  続きまして、消費喚起策についてお伺いをいた

します。 

  商連が実施する商店街応援券事業には、こちら

あらまし２３ページにございますが、紙券、そし

てデジタル版もございまして、特にデジタル版に

つきましては、利用者も１円単位で利用でき、店

舗側も換金の必要がないということで、この事業

だけを行っている店舗もございます。令和８年度

は、このデジタル版にプレミアム率が２０％から

３０％、発行数は２万セットから３万セットと、

拡充も予定をされております。また、取扱い店に

つきましては、たしか昨年６００店舗から８００

店舗に拡充されたと思いますが、現在商連の加盟

店数について教えてください。 

○産業振興課長 商連の加盟店は、現在１，４７０

店舗程度となってございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  今回、取扱い店を８００店舗から１，１００店

舗にするという目標を掲げております。店舗が増

えることで区民の利便性が向上しますが、区とし

て拡大をどのように支援していくのか、お伺いを

いたします。 

○産業振興課長 今回は、商連に加盟していないと

ころにも広げて頑張りたいというふうに伺ってお

ります。その分、店舗の開拓経費、こちらをこの

応援券事業の方に含めまして、そういった形で支

援をしていく予定でございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。１，４００店舗

ということで、大変区民の方も利用がしやすくな

るかと思います。 

  これまで私は地域通貨について、「あま咲きコ

イン」、また「せたＰａｙ」等、長年要望してま

いりました。実は、この３月からいよいよ商連が

地域通貨を始めるというふうにお聞きをし、大変

うれしく思っております。運営会社の方に詳細を

聞いたところ、東京都のデジタル推進の助成金を

使って実施するとのこと。業種を絞り実施する予

定で、始めは飲食店を検討されているそうで、商

店街の活性化、区民の方にキャッシュレスを体験

してもらう、これが目的と伺いました。例えば、

１万円を買った際に１万２，０００ポイントまで

使える、そういうことを考えていらっしゃるそう

です。また、商店街のアプリ、私は現在３つのア

プリを利用しておりますが、現在８か所で、この

商店街アプリもあるそうで、それも今後活用して

いることでございます。 

  現在、衰退する商店街が多い中で、商連が実施

する新しい事業でありますが、是非区の後押しを

お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○産業振興課長 恐らく、今回実施する商連の応援

券事業を、そのアプリで集約するのではないかと

いうふうにちょっと推察されます。詳細は今後、

伺っていきたいと思いますが、先ほど商店街ごと

のアプリにつきましては、まだ全ての商店街で実

施している状況ではないということで、今後の推

移を見ながら、どのような応援が必要なのか、ど

のような支援が必要なのか、検討してまいりたい

と思います。 

○さの智恵子委員 商連もいろいろ考えてやってお

りますので、是非また区も伴走しながら、お取組

をお願いしたいと思います。 

  先ほど、地域通貨につきましては、しぶや委員

からもございましたが、昨年の決算特別委員会で

質問した折に、電子通貨として東京アプリの活用

の考え方をまとめていきたいとの答弁もございま

した。現在の検討状況について教えてください。 

○政策経営課長 東京都の方の東京アプリ、今年５

月ぐらいから、徐々に各区のポイントも付けられ
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るようになっていくというようなところで聞いて

おります。都の方も、少しずつ少しずつ利用が拡

大していくというお話聞いてますので、今それに

向けて、区の中でも準備していくというような段

階でございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。現在、東京アプ

リは１人１万１，０００ポイントが付与されると

いうことで、大変登録者も増えている状況ですの

で、早期の活用に向けてよろしくお願いします。 

  また、この東京アプリを受け取れない高齢者の

方から様々な御相談が届いております。実際にや

ってほしい等々あるのですが、まだ実は私もやっ

てないので説明ができないのですけれども、今後

一緒にやっていくからということもお伝えもさせ

ていただいております。 

  昨日、水野委員の方からも質問がございました

が、東京都のこの助成金、使えないスマホ、携帯

をお持ちの方が買い換えるための助成金でござい

ますが、こちら東京都の３万円を是非足立区でも

使えるようにしてほしいと思いますが、区長、い

かがでしょうか。 

○副区長 先日も、都内のＣＩＯの会議の中で、や

はりスマホの普及の話がありまして、今少し課題

を整理させていただいておりますので、ちょっと

検討させていただければと思います。 

○さの智恵子委員 是非よろしくお願いいたします。 

  また、地域の方々の関心が高い西新井駅西口の

まちづくりについてお伺いをいたします。 

  令和８年度、西新井駅西口駅前ビジョンを作成

するとき、今後事業が前進することを期待いたし

ます。目的とスケジュールについて教えてくださ

い。 

○中部地区まちづくり担当課長 現在、西新井駅の

西口は三つの計画が同時に動いております。南側

で市街地再開発事業と、真ん中で区の交通広場、

北側で東武の駅ビルということで、それらを、今、

全体が動いておりますので、西新井駅、駅の西側

全体で一体的に利便性が高く魅力的な空間にして

いくためには、３者の連携が不可欠であるという

ふうに考えております。このために、令和８年度

に再開発準備組合の協議と並行いたしまして、３

者で西口の方向性を示す具体的な方針を策定して

いきます。令和８年度は課題等の整理を行いまし

て、令和９年度に策定を予定しております。 

○さの智恵子委員 現在、今、令和８年度は課題の

洗い出しということで★★でございましたが、区

民の方、地域の方の声を聞くことも大変重要かと

思いますが、そのような取組について教えてくだ

さい。 

○中部地区まちづくり担当課長 どのように、いつ

御意見お伺いするかということは現在検討中でご

ざいますが、計画の策定に当たりましては、駅の

利用者や周辺のお住まいの区民の方にも広く駅前

空間について御意見を承る機会を頂戴したいとい

うふうに考えております。 

○さの智恵子委員 また、東武の駅ビルについては、

もう本当に区民の方が期待し、待ち望んでおりま

すので、公表できるタイミングで情報発信という

お話は聞いておりますが、その見込みについては

いかがでしょうか。 

○中部地区まちづくり担当課長 東武の駅ビルにつ

きましては、以前もお話しいたしましたけれども、

将来計画については、継続して様々な角度から検

討しているというふうに聞いております。今後の

方向性が固まり次第、関係者と調整協議を行うと

いうふうに聞いておりますので、引き続き情報共

有を継続してまいりたいと考えております。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  続きまして、西新井駅東口についてお伺いをい

たします。 
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  こちらは、駅前に一般車が停車して、それがち

ょっと交通的に通行の障がいになっている等々の

御相談もいただいておりました。今後、既存バス

停を駅前に移設し、その部分をタクシーや一般車

の乗降スペースとして利用するというような報告

がされておりますが、今後、東武バスとはるかぜ

がどのように変わるか、教えてください。 

○道路維持課長 駅前の東側道路の交通安全対策と

しまして、現在あるバス停を横断歩道の北側に移

設することを予定しています。そうですね、今、

広場状になっているところに切り込みを入れてバ

ス停を造ることで、一般車が通行しやすいような

環境を整えていきたいと思います。 

  あわせて、老朽化したベンチの交換であるとか、

舗装面の補修とかも予定しているところです。 

○さの智恵子委員 利用者の利便性に向上すると思

います。 

  今ございましたこの駅前のベンチなのですが、

円形型のベンチで、結構ここで飲食される方もい

て、ハトが多いという印象でございます。今後、

そのハト対策もちょっと是非検討しながら工事を

進めてほしいと思いますが、いかがでしょうか。 

○道路維持課長 ハト対策はすぐには難しい面もあ

るかもしれませんが、円形のベンチにつきまして

は、ベンチの構造、仕様も含めて、今設計を行っ

ているところです。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  また、この地域では道路の整備が進み、交通環

境が向上をしております。一方、環七南道路の関

原３丁目から開通したことによりまして、エル・

ソフィア前のスクランブル交差点が、やはり渋滞

をするということで、私も先日、雨の夕方に４号

方面に向かうときも２０台の車が並んでいるとい

う状況が発生をいたしました。 

  以前一般質問で、警視庁と、今後の交通の変化

を確認しながら、信号機サイクルを適切な状態に

することも検討していくというようなお話がござ

いましたが、現在警視庁との協議について教えて

ください。 

○交通対策担当部長 昨年の定例会、あるいは決算

特別委員会でもお話を頂いてたかと思います。こ

ちらにつきましては、１３８号線の本線のほうの

信号のこともございますので、そういったところ

で情報は共有させていただいております。確かに

車が多くなってるとは認識しておりますので。 

○さの智恵子委員 また、この環七通りは、本当に

交通量も、開通によりまして車の車両の量も増え

ておりまして、信号機の設置を要望し、今後、関

原小学校と亀田小学校の通学路になっている場所

に設置がされるということでございました。 

  先日の朝、交通誘導員の方が旗を振ってくださ

ってるんですけども、一つの信号機のところに、

その方が１名しかいなくて、多分、お子様が学校

方面からまた戻るっていう光景になったんですね。

いないので止まっているんですが、子どもが進ま

ないっていう状況があって、一生懸命交通指導員

が呼んでるみたいな状況もございました。そうい

う方がいて、現在は安全が担保されておりますが、

やはり早期の信号の設置も重要かと思いますが、

見込みについてはいかがでしょうか。 

○道路整備課長 今年度開通しました、さの委員御

発言の当該区間につきましては、繰り返し議会で

も御質問いただいてますので、定期的に警察と状

況確認してます。見込みとしましては、来年度の

設置に向けまして新年度予算に計上したこと、ま

た、設計を現在も進めているということを確認し

ております。来年度早期に付くように、引き続き

要望し、時期が分かりましたら、地域や議会にも

御報告したいと思います。 

○さの智恵子委員 是非早期の設置をお願いいたし
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ます。 

  また先日、区内公園の防犯カメラを望む声がご

ざいまして、現在何か所に付いてますかと質問を

されました。私も分からなかったのですが、現在

の設置数、また、令和６年から何台増えたか教え

てください。 

○パークイノベーション推進課長 まだ令和７年度

終わってませんけれども、令和７年度の設置予定

台数としましては２５０台と、１９９か所に設置

される予定です。 

  令和６年度時点からの増としましては、カメラ

の台数としては１５台、場所としては１０か所ぐ

らい増える予定でございます。 

○さの智恵子委員 分かりました。 

  先月、関原の防災の森公園をはじめ、３つの公

園が、改修が終了いたしました。こちらの防犯カ

メラの状況についてはいかがでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 ３つのうち、関

原中央公園には既存の防犯カメラがございました

ので、そちらには追加の設置はされておりません

が、防犯カメラのなかった関原防災ふれあいの森

公園と関三ひがし児童遊園には、新規で１台ずつ

設置させていただいております。 

○さの智恵子委員 分かりました。改修に合わせて

設置ということで、地域の方も喜ばれているかと

思います。 

  また、もう少しスピードアップも是非お願いし

たいと思うのですが、足立区、公園約５００か所

あると言われておりますので、１年１０か所です

と、あと何年掛かるかという状況もございますの

で、その辺の対応も是非お願いをしたいと思いま

す。 

  そして、実は梅島の駅周辺の課題ということで、

私なかなか質問することがなかったのですけれど

も、先日ある町会の方から、梅島駅にＡＴＭがな

くなったということは、職員の皆さんは御存じで

しょうか。何かそのことも含まれて、何か梅島駅

だけが取り残されているという御相談がございま

して、私もそんな気は全然なかったのですけれど

も、確かにバス停が遠いとか様々課題があります

が、区にはそのような課題は届いておりますでし

ょうか。 

○中部地区まちづくり担当課長 現在足立区では、

交通広場など、梅島駅の駅前に計画はございませ

ん。現在、梅島３丁目の道路ネットワークの検討

の中で交通量調査を実施しておりまして、結果と

しては、道路の拡幅が必要な交通量ではないとい

う結果になっております。しかし、オープンハウ

ス型説明会ですとか、ワークショップで区民の方

にお話をお聞きしますと、先ほどさの区議がおっ

しゃいましたような、タクシー乗り場ですとか、

一般車の送迎スペースがないとか、駅からバス停

が遠いなどの課題についてはお声をいただいてお

りまして、区としても課題として認識をしており

ます。 

 ○都市建設部長 さの委員御質問については、そ

ういう声があるかということでしたが、直接聞い

ておりませんが、今回、東口のまちづくりについ

て、中部地区まちづくり担当課長努力しておりま

すので、そういった中で解決したいと思います。 

○さの智恵子委員 今、西新井が進み、五反野も少

しずつ交通広場も出来てということで、まちが大

変きれいになっているという印象なのですが、や

はり★★の方からはそういう声もございましたの

で、今回質問もいたしました。 

  以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党から質疑があ

ります。 

○横田ゆう委員 日本共産党の横田ゆうです。最初
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に１点だけ質問します。 

  １人１万円の給付金の申請用紙が届いた途端に、

申込みの仕方が分からないと問合せが殺到してお

ります。口座振込を希望する場合の電話がつなが

らない。直接受け付ける区役所１階は人でごった

返しています。回線や窓口の人を増やすなど改善

をお願いしたいのですが、どうでしょうか。 

○福祉管理課長 ただいまコールセンターの方、最

大３０回線ということで対応してます。今、申請

等が届いてる最中ですので、非常に混雑というの

は御迷惑掛けてます。 

  あと、１階の窓口については、多くの方が口座

振込を希望する方ということですので、待合で待

ってるときに、用紙に先に記入していただくなど、

区の職員も協力して今対応してるとこでございま

す。 

○横田ゆう委員 是非、今日も見に行っていただき

たいと思いますが、大変混んでおりますので、改

善の御検討をお願いしたいというふうに思います。 

  そして、次に学校統廃合について質問しますけ

れども、１月の３０日、２月の３日、２月の７日

に２回、竹の塚中学校と渕江中学校の体育館で、

中学校の適正規模・適正配置実施計画案（第１

版）の説明があり、１３０名の方が参加しました。

学校の統廃合については、保護者だけでなく地域

の皆さんの参加も多く、大事な問題として捉えて

います。地域にとって、竹の塚中学校は大切なも

のです。このような説明会には、学校運営部長も

参加し、皆さんの御意見を聞くべきではないです

か。 

○学校運営部長 説明会について、私は出席をして

おりません。適正配置・適正規模の事業について

は、令和７年度から専管組織をつくりまして、ガ

イドラインあるいは個別計画の方を私も入って練

り上げてきて、皆さんの方にお示しをしていると

ころでございます。また、説明会においても、事

前に、いわゆる質疑のシミュレーション、また、

説明会終わった後に、振り返りで私も入って適切

な説明をするように心掛けておりますので、私が

出席していなくても、説明会の方は十分御説明が

できているというふうに考えております。 

○横田ゆう委員 やはり、こんなに区民が関わる重

要な説明会ですので、保護者の方や地域の皆さん

の御意見、軽視しないで、しっかりと直接聞くと

いう態度を示してほしいのですが。 

  これまで私はいろいろな説明会に参加してきま

した。旧入谷南小学校跡地活用の説明会には、総

務部長や危機管理部長が参加しています。そして、

最近だと、地域内交通サポート制度の説明会には

交通対策部長が参加して、地域の皆さんの意見を

１つ１つ聞いて質問に答えています。部長も参加

し、しっかりと保護者の地域の方の意見を直接聞

くべきだと思います。次回から部長の参加を求め

ます。 

○学校運営部長 繰り返しの御答弁で大変恐縮です

けれども、専管組織をつくって、適正規模・適正

配置事業については区として取り組んでおります

ので、私も必要に応じて説明会の方参加する予定

はしておりますけれども、基本的には担当課の方

で説明会の方を開催させていただきたいというふ

うに考えております。 

○横田ゆう委員 それは、やっぱり住民軽視である

かなというふうに思います。やっぱり直接話を聞

いていただきたいというふうに思います。どうい

う状況が起こってるのかということを、しっかり

と見ていただきたいというふうに思います。 

  この間の竹の塚中学校の説明会では、竹の塚中

学校のＰＴＡ会長も参加し、自分の子どもは４月

から３年生になる。学校生活を、友達がいるから

と本当に笑顔でやっているということです。竹の
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塚ボランティアがあり、自発的にやっている。先

輩の姿を見て、２年生も１年生も、私もこうなろ

うという、そしていい子になっていきます。水神

橋町会のお祭りや桜まつり、自治会の清掃などを

行い、地域の方と信頼関係ができ、なれているか

らと大人とも話ができる。みんなで声を上げて竹

中を守ろうと呼び掛け、会場から拍手が起こりま

した。竹の塚中学校の開かれの方も、竹の塚中学

校は小規模校の成功例だ。先生と生徒の関係もい

い。親と先生、生徒も、ボランティアを通して非

常にうまくいっている。不登校も少ない。小さい

学校の方がよいと転校してくる子もいるという発

言がありました。また保護者の方からも、学校選

択の中でわざわざ小規模校を選んで来ている。不

登校だった子が竹中に来て生き生きと通っている。

統合して先生の負担も増え、不登校も増える。避

難所がなくなるなど、次々に発言がありました。

この保護者の意見、住民の意見をどのように受け

止めていますか。 

○学校適正配置担当課長 説明会の場でも御説明さ

せていただきましたが、様々反対に関する御意見

があるということについては真摯に受け止めてい

るところでございます。 

  ただ、子どもの数、児童・生徒数の数が減少し

ていること、また、学校施設も老朽化が進んでい

ること等を総合的に踏まえまして、我々としまし

ては、ガイドラインで３つの地域をお示ししたと

ころでございます。小規模校のよさに関して、一

部メリットがあることについても触れさせていた

だいておりますが、また、両校の校風が異なるこ

とについても御意見いただいておりますけれども、

やはり適正な規模の中で、子どもたちが切磋琢磨

しながら多様な経験を積む機会を増やしていくこ

とがより重要だというふうに考えてございますの

で、我々としましては、適正規模・適正配置の事

業について、着実に取り組んでいきたいというふ

うに考えてございます。 

○横田ゆう委員 それは、住民や生徒やＰＴＡ会長

の意見を聞かないということなのでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 先ほども御答弁しました

が、そういった声については真摯に受け止めてご

ざいます。また、統合については、学校と対象に

なる相手校もございますので、両校のお話を聞き

ながら丁寧に進めていきたいというふうに考えて

ございます。 

○横田ゆう委員 私は、学校のことは生徒や先生が

決める、地域のことは地域住民が決めると思って

います。一人一人の意見に耳を傾けしっかりと受

け止めることが、区の責務だと思っております。 

  竹の塚中学校の保護者からは不安の声がありま

した。仮設校舎が竹中になった場合、今の部活動

を楽しくやっているのに、遠くなってしまったら

できなくなってしまうという心配の声や、小学校

５年生の保護者からは、渕江中に入学しないで六

月中、十四中に行くとなると、抽せんで落ちたら

渕江中になってしまう。送り出す親の気持ちをし

っかり考えてくださいという不安の声に対して、

学校の選び方を考えてください、転校もできると

いうような不親切な話がありました。中学の在校

生の方も参加し、真剣に説明を聞き、統合すると

両校の学校の文化がなくなってしまう。それぞれ

の学校にいい印象を持っているのでしょうかと発

言がありました。それに対して担当課からは、新

しい学校を造るときに意見を言ってくださいとい

うような、受け止めての話ではありませんでした。 

  説明会に参加した人の感想を聞くと、区は真摯

に受け止めると言いながら、区民の声を全て、適

正規模にすることで交流の機会も増え、切磋琢磨

ができ社会性も育つということを理由に、聞く耳

を持たないという姿勢だったという感想を述べて
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おります。このような状況で統廃合を強行するこ

とは許されないと思います。 

  かつて入谷地域で、入谷中、入谷南中の統廃合

は凍結となりました。花畑地域でも、花畑中と北

中の統廃合が凍結になりました。地域の方から、

もう決まったのかと聞かれることが多くあります。

統廃合の計画案は案であることを、住民説明会で

は正確に伝えるべきではないでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 今の案のお話につきまし

ては、４回やらせていただいていたいただいた説

明会の中で、様々な方からお話をいただいており

ます。まだ統合は決まりではなく、まだ素案です

と。また、今後、第２版で新校の配置等を記載し、

改めて地域の皆様に御説明した上で、最終的には

各校の開かれた学校づくり協議会のメンバーを中

心として構成される統合地域協議会、こちらの場

で御承認をいただいて初めて成案化するという御

説明もさせていただいております。引き続き、第

２版ができましたら、そのような御説明を繰り返

し丁寧にさせていただきたいというふうに考えて

ございます。 

○横田ゆう委員 今回の説明会でたくさんの意見が

出されました。貴重な意見だと思っております。

出た意見と区からの回答を、きちんと議事録にし

て公開していただきたいというふうに思いますが、

どうでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 来週の文教委員会の方で、

竹の塚の第２版の御報告をさせていただきます。

その中には、いただいた質疑の内容については要

旨をまとめてございますので、他の地域でも、進

捗状況については第２班等の計画案が出来上がり

次第、改めて御報告をしていきたいというふうに

考えてございます。 

○横田ゆう委員 今回４回この説明会があったわけ

ですね。そこで様々な意見が出てました。それを

きちんと、収支報告だけでなく、きちんと議事録

として残してほしいと、公開してほしいというこ

とです。 

  昨年の学校統廃合のパブリックコメントがあり

ましたが、８月の２１日に文教委員会で報告があ

りましたが、パブリックコメントの結果では、統

廃合が反対が３２％という結果でした。我が党が、

集計の方法に恣意的操作があるというふうに文教

委員会と決算特別委員会の中で指摘する中で、１

０月１０日の文教委員会で、これを訂正しました。

この結果では、２９３件、９１％の意見が反対で

あったことが明らかになっています。今回もその

ようなことがないように、議事録の公開を求めて

いるのですが、どうでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 議事録といいますか、説

明会で話し合われたことをどのように公表してい

くかについては、引き続き検討していきたいとい

うふうに考えております。 

○横田ゆう委員 だから、前例があるわけですから、

きちんと全ての意見、出た意見、そして区がどう

いうふうに回答したかを、きちんと明確に公開を

していただきたいと思います。 

  区民の皆さんは、区が住民の意見を聞く耳を持

たず、踏みにじり、強行するのではないかという

ふうに不安に思っています。ですから、趣旨説明

ではなく、本当のことが分からないようなもので

はなく、議事録は取られてると思いますので、き

ちんと全部公表していただきたいというふうに思

います。 

  そして、現段階では、反対意見が多数ある中で

は進めることができない。地域の合意が取れなけ

ればこの計画案は凍結するべきというふうに思っ

ておりますが、どうでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 まだ素案でございます。

この後、第２版をつくりまして、その後、統合地
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域協議会、こちらで御承認をいただきかなければ

案のままというふうに我々は考えてございます。 

○横田ゆう委員 この統合協議会は、開かれのメン

バーだけでなくて、広く意見を聞くために、希望

者である方、地域の方、学校関係者の方もメンバ

ーに入れるべきと思いますが、どうでしょうか。 

○学校適正配置担当課長 計画案の中にもお示しを

してございますが、あくまでも統合地域協議会の

メンバーについては、開かれた学校づくり協議会

のメンバーを中心にという記載でございます。地

域の方、また保護者の方についても、開かれた学

校づくり協議会の会長に御推薦いただければ入れ

るような仕組みになってございますので、広く

様々な御意見をその場で出していただきながら進

めていきたいというふうに考えてございます。 

○横田ゆう委員 それでは、開かれのメンバーだけ

ではなく、地域住民や学校関係者の方も入れると

いう仕組みにはなっているということなのですね。 

○学校適正配置担当課長 計画案にも、そのように

記載をしてございます。 

○横田ゆう委員 このようなＰＴＡ会長、開かれの

方、地域住民が反対する中での竹の塚中学校と渕

江中学校の統廃合は許されません。これまで学校

統廃合は、小規模校と過少規模校の統廃合であっ

たのが、今回は適正規模校と小規模校の統廃合で

あり、人口推計が誤れば、大規模校になってしま

う可能性もあります。小規模校は、一人一人が主

役になれる、また、異学年交流で人間関係を築き

やすい、先生と生徒の距離が近いなど、小規模校

のよさがあります。生徒も教員も生き生きと活動

できるようになり、不登校も減ってきます。 

  世界の流れは少人数学級、小規模校で、一人一

人を大切にする教育で学力向上、自主性を高める

流れです。足立区の適正規模・適正配置計画案は

時代に逆行するもので、許されるものではありま

せん。学校統廃合は中止をすることを強く求めて、

次に移ります。 

  次に、２月１９日、国民健康保険運営協議会が

行われましたが、来年度の国保料は、答申では平

均保険料は幾ら上がるのでしょうか。 

○課税課長 １人当たり７，８８７円になります。 

○横田ゆう委員 この物価高騰の中、国保料が上が

って払い切れないと悲鳴が上がっています。本当

に大変な状況になっております。３人家族で世帯

主、妻、子ども５歳の世帯で、世帯主の給料が３

００万円だったとすると、２９万３，５６０円、

給料の１割近くを払わなければなりません。生活

を圧迫する異常な金額です。更に、ほかの保険料

にはない人頭税とも言われる均等割が課されてい

ますが、昨年の均等割は８万７，０００円でした

が、これをまた値上げということになりますでし

ょうか。 

○課税課長 令和８年度は８万４，８７３円と、４，

１７３円の増加を予定しております。 

○横田ゆう委員 本当に大変な状況だと思います。 

  現在、子どもの均等割は５歳未満が半額となっ

ていますが、１８歳までに引き上げるように国に

働きかけるべきと思いますが、どうでしょうか。 

○課税課長 特別区長会を通じて国に要望している

ところではございますが、情報としてなのですが、

今国会で健康保険法の改正があって、令和９年の

４月から軽減対象を高校生世代まで広げるという

ようなことが明記されているという情報も入って

ございます。 

○横田ゆう委員 それでは引き続き働きかけを強め

ていただきたいと思いますが、共産党はほかの保

険料にはないこの均等割は廃止を目指すというこ

とを求めております。 

  更に、今年から子ども・子育て支援金も導入さ

れることになりました。物価高騰で厳しい生活を
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している区民に追い打ちを掛けるようなものです。

この子ども・子育て支援金は子ども施策であり、

本来国の財源で行うべきものです。足立区の子ど

も施策も一般財源から支出しています。子ども・

子育て支援金の導入については反対の意見を上げ

てほしいと思いますが、どうでしょうか。 

○課税課長 令和７年度、まだ導入されてないとき

に、慎重を期すべきということで国への要望をさ

せていただいております。法改正がなされました

ので、できる限り区民に負担が重くならないよう

に、★★で主張してまいります。 

○横田ゆう委員 やはり、本来国が行うべき施策の

財源を国保料に乗せるというのは、このようなや

り方は大変問題です。引き続き改善を求めていっ

ていただきたいというふうに思います。 

  そして、現在の国保料の構成員は、所得の低い

非正規労働者や年金生活者などになってきていま

す。国保制度を抜本的に見直し、国庫負担を増や

すように強く求めていただきたいと思いますが、

どうでしょうか。 

○区民部長 特別区長会を通じまして、国に対して、

国民皆保険制度を維持するため、財政的支援だけ

ではなくて、構造的課題の解決に向けて、国の責

任において抜本的な見直しを行うよう、令和８年

度要望しておりますが、引き続き要望してまいり

ます。 

○横田ゆう委員 引き続きどうぞよろしくお願いし、

残り時間少なくなってきましたので、また次回に

したいと思います。ありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。再開は午後１時といたしま

す。 

午後零時００分休憩 

午後零時５９分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  委員の皆様に申し上げます。 

  第１日目に工藤委員から要求がありました東京

女子医大関連の資料につきましては、先ほどタブ

レットに掲載いたしましたので御了承願います。 

  都民ファーストから質疑があります。 

○佐藤あい委員 こんにちは。都民ファースト・無

所属の会の佐藤あいです。２５分間よろしくお願

いをいたします。 

  少し余談になりますけれども、先週、我が子が

通う区内の小学校の６年生の感謝の集いに出席を

させていただきました。卒対は大変だと聞いてお

りましたけれども、実際関わってみると、確かに

大変でした。その分、でも感動も大きいもので、

大号泣でした。 

  今年の６年生は入学式がコロナの影響で、僅か

１０分ほどの青空入学式になった年でした。翌日

から６月ぐらいまでは休校で、分散登校があって

という状況で、すごく大変な小学校生活のスター

トだったなと印象深く覚えております。大変な環

境の中でもたくましく成長した子どもたちの姿を

見て、改めて子どもたちの未来のために取り組ん

でいかなければならないなと決意をしたところで

あります。 

  では、本日の質問に入りたいと思います。 

  教育費に関連して不登校支援について伺います。 

  不登校の背景には様々要因はございますけれど

も、その一つとして起立性調節障害があると認識

をしております。しかし、保護者も本人も気づい

ていないケースが少なくありません。 

  私は、令和６年第４回定例会において、起立性

調節障害のチェックシートを保健室に設置をする

など、学校現場での周知強化について提言いたし

ました。その後、区立小学校、中学校において、

教職員への周知や保健室でのチェック体制につい
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て、どのような取組を行っているのかお伺いいた

します。 

○不登校施策推進担当課長 起立性調節障害につき

ましては、昨年９月に学校生活に関するアンケー

トということで、要因の方、把握させていただき

ました。やはり起立性調節障害の要因とした不登

校の方一定数いることは把握できました。 

  来年度なんですけれども、まず教員向けには研

修を実施するなどして、理解、促進に努めてまい

りたいと思います。 

  また、保護者の方につきましては、チラシ等ア

プリで配信することなどで、理解促進に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。早期に気

づくことができれば、子どもは怠けているなどと

誤解されずに済みますし、２次的な自己肯定感の

低下も防ぐことができると思います。 

  そのためには、各学校任せとならないように、

区として統一的に周知を行う仕組みを進めていた

だきたいと思います。 

  起立性調節障害のチェックシートの導入につい

てはいかがでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 チェックシートの導入

につきましても、教員に向けての研修等々の中で、

どのような形でできるのかどうかというところを

含めて検討してまいりたいと考えております。 

○佐藤あい委員 よろしくお願いいたします。子ど

もたちが不必要な誤解を受けることがないように、

早期に気づき、支援につなげる体制の強化を進め

ていただきたいと思います。 

  次に、支援メニューの周知について伺います。 

  区として登校に関する不安などに対し、多様な

支援メニューを整備していただいていることは評

価をしております。しかし、保護者からは制度を

知らなかったという声もまだまだ聞かれるのが現

状であり、情報を届けることの難しさを感じてお

ります。 

  足立区では、登校支援ガイドとして、お子さん

が学校に行かなくなったときの対応や相談先など

を、子どもの状態に合わせて整理した非常に分か

りやすいパンフレットを作成いただいていると認

識をしております。 

  この登校支援ガイドは現在どこで入手をできる

のか。また、入学時や進級時に全家庭へ確実に伝

わる仕組みがあるのか、お伺いいたします。 

○不登校施策推進担当課長 まず登校支援ガイドの

周知につきましては、現在、不登校支援ポータル

サイトに情報の方を掲載しております。また、登

校支援ガイドの周知につきまして、併せてアプリ

などで保護者の方に配信しているところでござい

ます。なお、保護者一人一人といいますか、紙で

の配布については現在行っておりませんので、教

育相談の窓口等々でお配りしてるような状況でご

ざいます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。せっかく

いいパンフレットがあっても、やはり知らない方

が多いという現状はもったいないなと思います。

制度が整っていても届いていなければ支援につな

がりませんので、特に学校によっての情報量に差

が起きているという実態もあるかと思います。 

  そういった差が生じない仕組みを整えることが

重要と考えますが、いかがでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 佐藤委員御発言のとお

り、困ってる保護者の方に情報を届けられるよう

にすることが大事だと考えております。 

  学校現場につきましても、教員等から保護者か

らの相談があった際に、適切に登校支援ガイドの

ようなものがあるですとか、不登校支援ポータル

サイトがあるということを働き掛け、伝えられる

ような形で周知、啓発というところに努めてまい
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りたいと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。当事者の

団体の方は、入学説明会の際などに保護者へ配布

ができないのかという声もいただいております。

行き渋りや不登校はどの家庭でも起こり得るもの

です。いざお子さんから学校に行きたくないと言

われたときに、どのように対応し、どこに相談す

ればよいかが分かるというのはとても重要だと思

います。 

  全校だったり紙での配布となりますと、各学校

の協力も必要となりますけれども、登校支援ガイ

ドを入学時などに配布をするということについて

も、令和９年度の入学に向けて検討していただき

たいと考えますが、いかがでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 保護者の方が情報をキ

ャッチしやすい制度、仕組みというところで、一

つそういった入学説明会での紙での配布というと

ころも含めて検討の方させていただきたいと思い

ます。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  次に、校内別室とＳＳＲ、登校サポーターにつ

いて伺いたいと思います。 

  学校の中に安心して過ごせる居場所を確保する

ことは非常に重要であり、そのための大切な場所

の一つが校内別室、ＳＳＲであると考えておりま

す。 

  先日、私から校内別室の状況や登校サポーター

の配置状況についてお尋ねした際に、教育相談課

長の方で学校の実態を把握するためのアンケート

調査を実施してくださいました。現場の状況を丁

寧に把握しようとしてくださったことに感謝を申

し上げたいと思います。 

  その調査結果から今後の支援体制を考える上で、

幾つか重要な点が見えてきたと感じておりますの

で、順に伺います。 

  まず、今回の調査結果も踏まえ、校内別室やＳ

ＳＲについて、学校復帰や児童・生徒とのつなが

りの継続といった点で、どのような効果があると

認識をしているのか、伺います。 

○教育相談課長 佐藤委員御発言のとおり、１月に

各小・中学校に別室の実態調査をいたしました。

自由記述欄を設けましたところ、開設している学

校からは、やはり学校とのつながりの機会を持て

たですとか、学習への意欲が向上したなどの好意

的な評価をいただいております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。保護者や

議会からも、別室ですとかＳＳＲの拡充を求める

声がこれまでもあったかと思いますけれども、今

回の調査では、学校側からも効果を感じていると

いう御意見ですとか、小学校の現場からもＳＳＲ

開設を希望する声があったことは大変重要な点だ

と受け止めております。 

  ＳＳＲは専門教員の配置など、人材面での課題

はあるかと思いますし、学校数の多い足立区では、

まずは中学校からという状況もありますので、小

学校まで一気に設置を進めるということは簡単で

ないと認識をしております。 

  そのため、早期支援の機会を逃さないためにも、

まずはどの学校でも校内別室を利用できる体制を

整えることが重要ではないかと考えますが、いか

がでしょうか。 

○教育相談課長 今回の調査を実施しましたところ、

やはり小学校からも別室を常時開設できるような

環境整備を進めていきたいと。そこに区としても

支援を是非お願いしたいというような御意見もご

ざいましたので、教育相談課では登校サポーター

という人材を派遣する制度もございますが、人材

面、あとは空き教室がないというハード面など

様々な課題も見られてまいりましたので、そうい

ったところをどのように解決していくか学校と一
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緒に考えていきたいと思っております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 

  今、登校サポーターというお話ございましたの

で、この登校サポーターについても伺いたいと思

います。 

  現在、登校サポーターの勤務時間、上限は週１

５時間と伺っております。しかし、学校現場では、

給食時間に開室をして支援を行う必要性やニーズ

があり、登校サポーターの方からも、１日４時間

程度は開設をしたいという声を伺っております。

今回の調査でも、１日の平均開設時間は４時間、

週５日開設をしている学校が最も多かったという

結果でした。また、別室を開設できない理由とし

ては、人材不足を挙げている学校もございました。 

  こうした実態を踏まえて、可能なサポーターの

方には長い時間携わっていただけるよう、例えば

勤務時間の上限を週２０時間程度へ見直すという

ことも検討してはどうかと思いますが、いかがで

しょうか。 

○教育相談課長 先ほど佐藤委員御発言のとおり、

勤務時間の拡充も検討していきたいと考えており

ます。また、現状の制度では、別室に勤務をして

も、お子さんが来ないと勤務がそこで終了してし

まうということで、登校サポーター自身の収入面

についても不安定な面がございます。 

  勤務条件の見直しを図りまして、別室の常時開

設を担保できるような制度設計にできないかとい

うところも検討してまいりたいと考えております。 

○佐藤あい委員 是非、重要な視点だなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  また、登校サポーターの役割として、登校サポ

ーターはお迎え支援と別室登校支援という形で２

段階の支援あるかと思います。特に別室支援とな

りますと、教室に入ることが難しいお子さんにと

って、学校の中で安心して過ごせる居場所となる

重要な役割を担っているかと思います。この役割

が区民や保護者に十分伝わっているとは言い切れ

ないのではないかなと感じております。校内での

居場所支援という位置付けをより明確にしていく

ことで、保護者ですとか子どもが安心して利用が

できる、学校側も活用しやすくなると考えており

ます。 

  この居場所の支援という位置付けも、より周知

をしていく必要があると考えますが、いかがでし

ょうか。 

○教育相談課長 登校サポーターの制度は、もとも

とお迎え支援からスタートしておりまして、なか

なか学校には連れてきたけれども、その後、すぐ

に教室に戻れないお子さんの一時的な寄り添いと

いうことで、別室での支援が後から追加されてき

た経緯がございます。業務のところがやはり別室

の拡充というところが今は比重も増えてきている

というところではございますので、例えばですけ

れども、お迎え支援と寄り添い支援というものを

切り分けた形で職をもう一度見直すとか、そうい

った形で、より区民の方にも分かりやすい人材と

いうことで周知できないか検討してまいりたいと

考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  こうした役割をより分かりやすく伝えるという

観点では、名称についても工夫の余地があるかな

と考えております。現在の登校サポーターという

名称は、お迎え支援のイメージは分かりやすい一

方で、校内別室で子どもに寄り添うという支援の

役割は伝わりにくい面も感じております。他の自

治体では、例えば校内居場所支援員、ほっとルー

ム支援員、校内フリースペース支援員、校内ハー

トフル支援員など、子どもが安心して過ごせる居

場所づくりというのを意識した名称を採用してい

る例もあります。 
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  もし業務内容を切り分けるなども検討いただく

中で、この名称変更ということも視野に入れてい

ただくことで、利用する子どもや保護者の安心感

ですとか、支援の担い手の確保にもつながってい

くのではないかと考えておりますが、いかがでし

ょうか。 

○教育相談課長 名称の変更も含めて、お子さんが

利用しやすいような、関わりやすいようなイメー

ジの持てる職名になるように検討していきたいと

考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  また、先ほど課長の方からも場所の問題、スペ

ースの問題というお話もございました。校内別室

が整備されていない学校の中には、そういったそ

の場所の問題で開室することができていないとい

う実態もありますし、学校の空き教室問題という

のは、小学校では、今、学童保育室の設置も求め

られていたりとか、様々、スペース活用という点

では大きな課題であるかと思います。ほかの自治

体では、特別教室、図書室、ＰＣルームなど、時

間帯によるタイムシェアで別室を確保している事

例もございます。 

  是非、令和８年度中には、スペースの問題で未

設置となっている学校については、教室や会議室

等の稼働状況も確認した上で、本当に利用できる

場所がないのか、区として現地調査を行っていた

だきまして、様々な可能性を検討いただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○教育相談課長 調査の中では、教室がないという

ことで別室が開設できない学校が８校ございまし

た。学校により事情も異なると思われますので、

現地確認をさせていただきまして、また、教職員

へのヒアリングも行って、何が課題になっている

のか、また、先ほどおっしゃっていたタイムシェ

アというような視点も視野に入れまして、検討し

て進めていきたいと考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  また、校内別室については、保護者から希望が

あった場合に初めて案内をされたりとか、開室の

調整、登校サポーターさんとの調整だったりとか

という流れが多いと聞いておりまして、校内別室

が既に設置をされているという学校であっても、

担任の先生が保護者から聞かれるまで知らなかっ

たという事例もあります。 

  支援メニューを学校の方にも伝えていただいて

いるとは思いますし、学校内で開設をしていたり

もするわけですけれども、日々忙しい学校現場の

中で、担任の先生が必要な児童・生徒に対して適

切に提案ができるレベルまで、この制度の理解が

しっかりと共有される必要があると考えますが、

いかがでしょうか。 

○教育相談課長 佐藤委員御指摘のとおり、学校の

教職員隅々にまで区の支援の状況などが届いてい

るとは言えない状況だということが分かってまい

りました。校長会ですとか教員研修等の機会に区

の支援のメニューなどは紹介してきてまいりまし

たが、更なる工夫も必要だと考えております。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。早期支援

につなげていくためにはとても重要な点だと思い

ます。管理職の先生方が知っていても、実際に担

任レベルまで届いていないとなると、お子様にも

届かないということにつながっていきますので、

しっかりと進めていただくことを求めたいと思い

ます。 

  また、今回のアンケート結果の中で、最後に１

点なんですが、別室を開設していない理由として、

対象者なしと回答した学校が小学校は９校、中学

校は１校ございました。この対象者なしには登校

をしていない児童・生徒も含まれるとされている

と思います。この不登校の状態にある児童・生徒
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にとっては、校内別室があることで登校のきっか

けになる可能性もあるのではないかと感じており

ます。 

  これらの学校については、児童・生徒や保護者

の状況、希望を丁寧に確認いただきまして、必要

があれば別室支援を利用できる体制を整えていた

だきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○教育相談課長 各校の校内委員会で、長期欠席の

児童・生徒については情報共有が図られておりま

して、その中にはスクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカーも参画をしております。そ

うしたところからの情報も得ながら、こちらとし

てもお子さんの状況をつかんだ上で、どのように

別室支援につなげていくか。また、別室のハード

面を整えていくかというところについても併せて

考えていきたいと考えております。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  次に、学校外の居場所マップの件に触れたいと

思います。 

  近年、日中のこども食堂ですとか、学習支援、

フリースペースなど、地域のＮＰＯや民間団体の

皆さんによる子どもの居場所づくりの活動の輪が

広がっていると感じております。一方で、当事者

の子どもや保護者が、その情報になかなかたどり

着けないという課題もあると感じております。２ 

  私は昨年、予算特別委員会でも不登校などのお

子さんが利用できるフリースクールなどを含めま

した学校外の居場所マップの作成について要望を

させていただきました。その後の検討の中で、区

として作成をするということには様々難しさがあ

るという御説明をいただいております。そのよう

な中で、現在、民間の取組として、ＮＰＯの★★、

★★という子どもの居場所をまとめたマップを作

成し、子どもや保護者が地域の居場所を見つけや

すくする取組が動き始めていると伺っております。

子どもや保護者が必要な情報にたどり着きやすく

なるという観点からも、こうした民間団体の取組

と行政が連携して情報発信を行うということには

大変大きな意義があると思います。例えば、川崎

市でも民間団体が作成をした子どもの居場所マッ

プについて、行政が情報共有や周知に協力をする

など、官民連携の形で子どもの居場所の情報発信

を行っております。 

  足立区においても、例えば区のホームページで

御紹介をいただいたり、区が把握をしている居場

所情報の共有、区が取り組んでいる取組の共有、

あとは民間団体との情報連携を進めることで、子

どもや保護者が地域の居場所を見つけやすくなる

のではないかと考えております。 

  民間の取組を尊重しながら、こうした居場所マ

ップの活用や情報連携について区として検討をい

ただきたいと考えますが、いかがでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 佐藤委員御発言のとお

り、民間の地域の団体の皆様の不登校の現場とい

うところで、面と対峙した支援の方やっていただ

いているところに感謝申し上げます。そういった

団体との情報連携というものは必要だと思います

ので、こういったマップにつきましては、まず内

容の方を確認させていただいて、区として、例え

ば情報発信のサポートができないかとか、支援策

というものについて検討の方させていただきたい

なと考えております。 

○教育指導部長 補足させていただきますけれども、

例えば区の方で実施している居場所を兼ねた学習

支援事業などは、そこに集まる子どもへの配慮か

ら場所は一切明かしてなかったりしておりますの

で、そうした様々な視点から、慎重に検討して、

是非、地域の皆様の協力をいただきながら進めて

いきたいと考えてございます 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。 
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  居場所を開設している団体さんだったり、開設

いただいている側が、マップに載せる、載せたく

ないというケースもあると思いますし、載せない

ほうがよいという判断をされているケースもある

ことは承知をしております。そういった方々に無

理に載っていただくということではなく、了解が

得られた団体さんですとか、居場所について掲載

をしていくというところが、実際は保護者の方が

情報を見つけやすくなるというところにつながっ

ていくかと思いますので、是非、支援の方を進め

ていただきたいと思います。 

  次に、ＶＬＰについて伺います。 

  外出することが難しい児童・生徒にとって、オ

ンラインで学びや人とのつながりを持つことがで

きるＶＬＰは支援につながる重要な入り口の一つ

であると認識をしております。 

  近年、他自治体ではオンライン配信の授業を取

り入れるなど、不登校の子どもたちに対する多様

な学びの場の一つとして整備が進められておりま

す。また、国においてもオンライン学習やバーチ

ャルラーニングの活用が不登校を助長するなどと

いうような整理はされておりませんので、子ども

の状況に応じて、多様な学びの選択肢を確保して

いくということが重要であると思います。 

  そこでまず確認させていただきます。足立区の

ＶＬＰの利用状況や定員、対象条件はどのように

なっているかお聞かせください。 

○不登校施策推進担当課長 まずＶＬＰの定員です

が、５０名というところになってございます。現

在、利用している児童・生徒数については３０名

というふうな形になっております。 

  利用対象としましては、教育相談とかＳＳＷが

経由してというところになりますけれども、外出

が困難であるとか、対面での支援が困難というよ

うな児童・生徒を対象にしているような現状でご

ざいます。 

○佐藤あい委員 ありがとうございます。学校に通

うことが難しい時期であっても、子どもが社会と

学びのつながりを持ち続けるという点では、ＶＬ

Ｐはとっても重要だと思っております。 

  現状、この定員から割れているというような状

況であれば、外出困難とか対面での支援が困難と

なると、ちょっとハードルが高いのかな、間口が

狭くなっているのかなとも感じますので、こちら

についても対象者の拡大というところも検討をい

ただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○不登校施策推進担当課長 現在のＶＬＰの課題と

しましては、なかなか児童・生徒がログインが難

しいですとか、あと、利用が継続しないというよ

うな課題があります。そういった課題もございま

すので、まずはそういった課題解決の着手の方を

させていただければと思います。その上で、対象

者の拡大、どのような利活用ができるかどうかも

含めて検討の方させていただきたいなと思います。 

○佐藤あい委員 是非お願いいたします。 

  学校に通うことが難しい時期であっても、子ど

もが社会や学びとのつながりを持ち続けるという

ことはとても重要かと思います。多様な学びの選

択肢を広げるという観点からも、ＶＬＰの更なる

活用について検討を進めていただきたいと思いま

す。 

  あと残り１分なので、最後に、保護者の支援と

いうところでは、保護者の会という形で、年に３

回ほど開催をしていただいていると思います。そ

ういった中で、私も参加をさせていただいたこと

もございますけれども、特にお母様が参加者はと

ても多いですが、かなり精神的に負担を感じてい

たりとか、精神科に通うなんていうことになって

いるケースもございます。 

  今後のこの保護者の支援、この親の会の開催の
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継続などについて伺えますでしょうか。 

○伊藤のぶゆき委員長 教育相談課長、簡明に。 

○教育相談課長 親の会、令和８年度も同様に３回

程度の実施の計画しております。 

  また、保護者への伴走的な支援ができないか、

継続的な支援ができないかというところについて

も今検討を進めてまいります。 

○佐藤あい委員 是非引き続きよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、無会派から質疑があ

ります。 

○市川おさと委員 舎人５丁目の市川です。舎人５

丁目の議員さんもう１人いらっしゃいますので、

共々よろしくお願い申し上げます。 

  まず、インクルーシブ教育について、お尋ねし

ます。 

  何回か前の本会議質問で、私は小学校入学予定

者に対する就学相談、その案内の中で、通常学級

に在籍をするというオプション、記述が全くない

ということ、このことを指摘いたしました。しか

し、通常学級に在籍をする障がい児生徒も相当い

るわけでありまして、これはどうなのかというお

尋ねをしましたところ、口頭では紹介していると

いうことでありました。しかし、口頭では言って

いても、実際に文書の形で書いてないということ

は、どうもあんまり歓迎されていないのかなと、

そんなような思いもこれは持つわけでありまして、

そうしたことから、文言の変更ということも求め

たわけでありますけれども、それに対して大変前

向きの答弁が得られました。 

  その後の状況についてお聞かせください。 

○教育指導部長 案内の中に、通常学級にも在籍で

きる旨は記載する方向で、今、資料を用意してお

ります。 

○市川おさと委員 そうはいっても、現場の事情等

を鑑みれば様々な課題もあるのかなというふうに

も考えるのですけれども、課題があるとしたらど

のような課題があるのかお聞かせください。 

○教育指導部長 例えば肢体不自由のお子さんが通

常学級に通うとなると、階段を上り下りしたり、

トイレはインクルーシブ用意しておりますけれど

も、様々その環境に合わせた、その子の特性に合

わせた環境づくりが必要になると考えております。 

○市川おさと委員 ちょっとどうなのかなと思うの

ですけれども、その子の環境に合わせた整備とい

うのは当然整えられてしかるべきかなと思うんで

すけれども、そのあたりまだ課題が、足立区の場

合あるという理解でよろしいのですか。 

○教育指導部長 今、具体的にどういう課題がある

かというのがイメージがわいてないところもある

のですけれども、例えば車椅子のお子さんが階段

を上るに当たっては自動昇降機を貸与するなどし

て、今、課題の解消に努めております。 

○市川おさと委員 自動昇降機とそちらから言っち

ゃったから、自動昇降機の話ししますけれども、

部長も知ってると思うけれども、自動昇降機とい

うのは、特別に通達も出ていて、あれは法令に基

づいた、バリアフリー法に基づくエレベーターの

定義に含まれないということで、昨年も文部科学

省から改めて通達が出ていると、こういう現状が

あるわけであります。 

  そうした中で、今こちら聞いてもいないのに、

肢体不自由の子が入ったら、昇降機という話がい

きなりぽこっと出るというのは、私いかがなもの

かなと思うんですよ。つまり、肢体不自由の子な

んかが入る場合も、それ事前に分かるわけですか

ら、通常のバリアフリー計画ですか、そういった

ものにもかかわらず、優先的に付けていくという

方向性というのは、今の足立区まだないという理

解でよろしいのですか。 
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○学校施設管理課長 現在、改築の際には当然エレ

ベーターの方は設置させていただいております。 

  既存校に関しましてはスペース等の関係もござ

いますので、設置の可否については見極めていき

たいと考えてございます。 

○市川おさと委員 スペースの回避は、それは鉄道

事業者がエレベーター付けるのを嫌がるときの決

まり文句なんですよ。実際にエレベーター付かな

いなんて、そんなことあるわけないんだから。そ

このところはしっかりやってもらいたいなと思い

ます。 

  事前に、私もこの件についてはお尋ねしました。

そうしましたら、げんきの方で所有してる階段昇

降機、これを現場に貸出しをしている事例が小学

校２校、中学校１校という形で今あるというふう

に聞きました。これに関しましても、そういった

子がいる場合はどうなのかなと。そうした文科省

もはっきりと、バリアフリー化の中でのエレベー

ターにそうした昇降機は含まれていないのだよと

いうことを明示した通知が、昨年８月に改めて、

改めてですよ、何でかと言うと法律で書いてある

のだから。改めて出ているという現状を鑑みて、

そこのところの認識を改める必要があるのかなと

思うのですけれども、いかがですか。 

○学校施設管理課長 実際にそういった不自由なお

子さんの子がいるというところでありましたら、

当然個別に設置の可否については検討していきた

いと思っております。 

○市川おさと委員 何か話がかみ合わないのだけれ

ども、実際にいたらって、実際にいるからそうい

う昇降機貸出しているのではないですか。検討し

てると言ったって、検討したって何もなっていな

いではないですか。そのあたりどうなんですか。 

○教育指導部長 現在３人のお子さんに昇降機を貸

出している状況でございます。小学校の２名につ

いては貸出しをしているのですけれども、現在は

スクールアシスタントが介助する形で、ほぼ自力

で昇降できているという状態。あと、中学生につ

いては、夏だけ貸出しをしていて、階段の上り下

りというよりは、ここはエレベーターありますか

ら、通常はエレベーターが使用されていて、夏場

はプールサイドまでの段差があるので、そこだけ

で使っているというような状況ではございました。 

○市川おさと委員 小学校については、実際には自

力で、今のところはですよ、今のところは、障が

いと言ったっていろいろあって、進行性のものも

あるわけですから、今のところは何とかなってる

ということであるならば、それは事情も異なるの

かなと思います。ただ、進行性の障がいなんかの

場合は、今までできていても、またできなくなる

こともありますから、現場の実情を、その子の状

況をよく見極めながら、子どもたちがしっかりと

学ぶ環境を教育委員会が先頭に立って、しっかり

と見ていってもらいたいなと思いますけれども、

改めていかがですか。 

○教育指導部長 その子の実態に合わせて、できる

べき対策、方策を講じていきたいと考えておりま

す。 

○市川おさと委員 それに、はっきり言って障がい

のある親御さんというのは、現場に世話になって

るという思いも非常にある人が結構いるのですよ。

現場でお世話になってると。そういう中でなかな

か、例えば議員に相談するとか、そういう人ばっ

かりではないんですよ。うちの子がこういう状況

でお世話になってるという中で、これだけやって

もらっているのだから、これ以上言うのはやめよ

うかなと、そういう形もあるわけだよ、実際には。

そうした中ですから、子どもの実態をよく見て、

やってもらいたいなというふうに思います。 

  それから、あと中学校の、さっきの例でお話ご
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ざいました。それは、夏場にプールの段差のとこ

ろだけ使ってるというお話でありました。しかし、

その中学校も結構新しい学校なんだよね。結構新

しめの学校です。私がこの世界入ってから新しく

新築された学校で、もうそのときには、新築の中

学に関してはエレベーターが設置されるという形

になっております。ただ、バリアフリーの整備の

状況というのは、皆さん御案内のとおり、ある時

期と、その後の５年、１０年後というと、基準が

だんだん上がってきているんですよ。だから、か

えって１０年ぐらい前にできちゃったところとい

うのは、不十分なところが残ったまま、増改築も

なされないままずっと放置されてしまうと、そう

いう状況もあるわけです、実際には。中学校の例

なんかでも、私が入ったぐらいの、その後ぐらい

にたしか新築された学校ですから。そうしますと、

今後新しく小学校、中学校の新築なり何なりしま

すけれども、そういう際には、私、是非お願いし

たいのは、今の法令や法律、条例など、その基準

を満たすだけではなくて、将来的なバリアフリー

の基準、そうしたものも想定しながら、バリアフ

リーの在り方については、より一層力を入れて検

討してもらいたいなと。抽象的な言い方になりま

すけれども、このあたりの考え方についていかが

ですか。 

○施設営繕部長 御指摘の件しっかり受け止めて、

設計してまいりたいと思います。 

○市川おさと委員 この件に関してはこのぐらいに

しておきたいなというふうに思います。 

  昨年の２月に、美女と野獣のミュージカルを見

に行きました、子どもたちと一緒に。教育委員会、

その他がいろいろ手当てしてくれて、議員も行っ

たのですけれども、私、前回の決特でも申し上げ

ましたけれども、どっかの小学校の５年生の車椅

子男の子でしたよ、学校のほかの友達と来ました。

車椅子席はちょっと離れているんだよね。いい席

なんだけれども、子どもたちとは離れたところに

いた。そうしたら、その男の子は、お友達の方を

見て手を振って、お友達も手を振って、すごく仲

いいような感じで、僕も横で見ていて、すごくう

れしかったんですよ。休憩の時間になったら、上

の席にいた友達が、たたたっと駆け寄ってきて、

車椅子の子と抱き合って、ようようって抱き合っ

た。そういう姿を間近に見て、本当にうれしかっ

たなということを今でも思い出します。美女と野

獣の内容は忘れましたが、そのときの感動という

のは、今でも私の中に生き生きと息づいている。 

  こうしたインクルーシブ教育というのは、要す

るに、大きく言えばソーシャルインクルージョン、

様々な立場の人が、同じ場に集って、ともに切磋

琢磨しながら学び合うという、そういう社会です

から、これはしっかりとやっていってもらいたい

なと思います。 

  その一方で、インクルーシブ教育というのは、

要するに、特別支援教育というのが受けられる支

援や人的配置というのが、学びの場、つまり特別

支援学校や学級と制度的に非常に強く結びついて

いると。それも一方であるわけです。ですから、

通常学級に行った場合に、そうした学校で得られ

る支援と同じような支援が受けられるのかと言っ

たら、必ずしもそうではない、今の日本の制度で

はね。今の日本の制度では、つまり特別支援学級

や特別支援学校に行かなければ、支援が十分受け

られないのではないかという不安も、それは、お

父さんお母さんにもあって当然だし、それは、ま

たその不安の根拠というのもちゃんとあるわけで

すよ。 

  なかなか、例えば、特別支援だと教員が８人い

て１人ですか、こういった手厚い人的な支援もな

されているわけです。そうした人的な手厚い支援
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や柔軟な教育課程を組むためには、子どもは特別

支援学級に在籍するという選択をせざるを得ない、

そういう構造も一方においてはあるということ、

それも私は認識をしております。 

  したがって、これは足立区の教育委員会だけが

力こぶを入れて一生懸命頑張るだけでは、私は解

決しない課題なのかなというふうにも思っており

ます。 

  したがいまして、こうした在籍のクラスや学校

と支援が紐づいている、こうした構造が今の日本

のインクルーシブ教育が解決するべき課題である

ということ、このようにも考えているということ

を申し上げまして、この件は終わりにいたします。 

  それから、さっき言ったけれども、もう１回は

っきり言うけれども、階段昇降機を貸出してるか

らいいんだみたいな話さっきありましたけれども、

これは改めて言いますけれども、バリアフリー法

に基づくエレベーターの定義には入っていないと

いうこと、これもはっきり法律に書いてあるし、

昨年通知も出ていますから、そこのところは、し

っかりと認識してもらいたいなというふうに思い

ます。 

  次に、上沼田東公園東側創出用地活用について

お尋ね申し上げます。 

  これは、今、手元に募集要項というのがまずあ

るのですけれども、この募集要項を見ますと、施

設整備及び運営に関する条件というのが要項にあ

って、その中で、足立区ユニバーサルデザインの

まちづくり条例、いろいろ書いてあって、につい

て遵守してくださいと書いてある。いろいろな法

令、条例について遵守しろという中で、特に足立

区ユニバーサルデザインのまちづくり条例を遵守

しろということを書いてある。それから別のとこ

ろには、安全・安心に留意した施設計画というの

があって、施設の安全性を配慮するとともに、ユ

ニバーサルデザインの理念にのっとり、誰もが安

心でき、使いやすい施設としてくださいというこ

とで募集要項を出しました。 

  これに対して、一つの事業者さんから手が挙が

って、大和リースという非常に有力な企業ですけ

れども、そこと優先協定締結をしたということが

１月２７日のエリアデザイン調査特別委員会で報

告がされていたということであります。 

  その資料を見ますと、例えば、屋外の広場には

モルックやボッチャなど、スポーツ初心者でも気

軽に楽しめるスポーツイベントの実施が行われる

と書いてあります。モルックやボッチャというの

は、皆さん御案内と思いますけれども、これは障

がい者も実は非常に楽しめる、そういったスポー

ツであります。 

  そうした中で、ドラッグストア、サウナ、フィ

ットネスが含まれているわけですけれども、私が

思うのに、ドラッグストアというのはバリアフリ

ー、カフェとか、これは恐らく全然問題ないのか

なというふうな思いがあるのですけれども、一方

で、サウナ、フィットネスというのは、結構微妙

なんですよ。 

  そのあたりのまず認識を聞きたいのですけれど

も、例えば入浴施設に関しては、どのようにユニ

バーサルデザインの考え方、フィットネスに関し

ては、どのような考え方を持って相手事業者と交

渉を今後進めようとしているのか、お聞かせくだ

さい。 

○資産管理課長 まずは、市川委員御指摘のとおり、

ユニバーサルデザインに配慮した募集というか条

件なので、そこについては、法令上の条件は絶対

満たしてもらうというところは絶対というところ

でございますけれども、店舗の入り口までは当然

法令上の遵守というところがありますので、店舗

の中の話だと思うのですけれども、そこにつきま
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しては、現在、事業者の方に確認させていただい

ております。 

  事業者の方も、大和リースが実際フィットネス

とかサウナを運営するわけではなくて、そこのテ

ナントとして入る事業者というところがおります

ので、そこのテナントと大和リースが今交渉して

いるというところですので、そこにしっかり要望

という形でさせていただいているところでござい

ます。 

○市川おさと委員 私が今期待したような答弁には

満たしてないな。入り口まではとか、法令を満た

してとか、課長そんなも当たり前ですよ。私が聞

くまでもなく、そんなの当たり前の話なんですよ。

入浴施設、温泉施設ですよ。そこで使えるのかど

うかという話ですよね。 

  例えば、中の段差の解消とか、あるいは入浴リ

フトだよね。入浴リフトなんていうのは、これは

アメリカ行ったら当たり前なんですよ。アメリカ

に旅行行くと、ホテルの小さなプールとかありま

すけれども、あれ、必ず車椅子の人とか、足が不

自由な、そういうおじいちゃんおばあちゃんなん

かでも使えるように必ずリフトが付いてますよ。

アメリカはＡＤＡという厳しい法律がありますけ

れども、そうしたものが付いてるのか、あるいは、

中でちゃんと移動できるような形になっているの

か。 

  つまり、私、何でこんなことを言うかというと、

今、足立区内、温泉というのがいろいろあるわけ

ですよね。これ、また調べてもらったんですけれ

ども、障がい者、車椅子の人が使える温泉という

のは一つもないんですよ。これ調べてもらいまし

た。一つもないので、そういうものだっていうふ

うに私も思ってます。それについて今どうこう言

うつもりはありません。 

  ただ、今度の、この上沼田東公園東側創出用地

活用事業というのは、区の事業であります。何で

民間にやってもらうかと言ったら、それは民間の

活力を使うという話であるけれども、それはいい

んですよ。ただ、区の事業として行うと、そうし

た事業、しかも来年度予算案、今審議してるわけ

ですけれども、その中でも、これ目玉的な施策で

すよ。目玉的な施策であって、それが今こうやっ

て、委員がどうなっているのか聞くと、何だか心

もとないような答弁になるというのは、おかしい

なというふうに思いますよ。 

  正にユニバーサルデザインの観点からも、完成

したら、よその自治体から視察が来るような、そ

ういった立派な施設をつくってもらいたいなと思

うんですけれども、いかがですか。 

○資産管理課長 市川委員おっしゃるところはごも

っともだとございますので、まずは事業者の方に、

そういった要望をさせていただきたいと思います。 

○市川おさと委員 事業者の方に要望させていただ

きたいと言うんだけれども、そういうのは、私に

言わせれば、事前にこういったことも考慮しろと

いうことで、言ってもらいたかったなと思います

よ。何も言わなかったら事業者だって、すっとぼ

けて、大したことしないような気がするんですよ。

ですから、これに関しましては、もう優先交渉権

者が決まってるという段階ではありますけれども、

まだまだ、そこから先の本契約というのかな、契

約にまで至っていない状態でもありますので、ち

ょっとタフな交渉になるかもしれないけれども、

しっかりやってもらいたいと思いますけれども、

改めていかがですか。 

○資産管理課長 市川委員からいただいた御意見、

しっかり事業者の方に伝えさせていただきたいと

思います。 

○市川おさと委員 今、私、改めて調べたのですけ

れども、都内の、この手の温泉施設の中では、浴
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槽リフトが付いてるところは一つもありません。

ただ、全国的にはそういうところもあるんですよ。

結構あるのだけれども、都内にそういうところは

ない。そうは言っても、スタッフによる案内やサ

ポートが行われていたり、脱衣室が広くて車椅子

でも移動できるとか、そういった取組は、実は各

民間の事業者であっても既に行われているところ

であります。是非、先進的な事例となるように頑

張ってもらいたいなと思います。 

  日暮里・舎人ライナーのお話についても、最後

行っていきたいなと思います。 

  先ほどしぶや委員からもお話ありました。それ

から、その前には自民党の鹿浜議員からもお話が

あった。要するに、延伸について、どうも自民党

さんが延伸について、するべきだという考え方を

持っているのかなというふうにも私には聞こえた

んですよ。ただ、私も延伸に絶対反対と言ったわ

けではありません。これは、長澤部長も★★と思

いますけれども、私は、現行の輸送力を維持した

まま単なる延伸論が先行する、これについては反

対だと言いました。なぜかというと、今、日暮

里・舎人ライナーの最大の課題は混雑です。その

混雑が、延伸によって更にひどいことになってし

まう。 

  そうしたことに関して、私は絶対反対だという

ことを申し上げたわけですけれども、長澤部長、

その辺はちゃんと理解してますよね。 

○交通対策担当部長 市川委員の御意見と同じでご

ざいます。 

○市川おさと委員 延伸には絶対反対じゃない。つ

まりどういうことかというと、都市交通、鉄道と

いうのは、鉄道の持ち味、鉄道のよさというのは

ネットワーク力です。ネットワークがしっかりす

るというのが正にこの鉄道の最大の持ち味なんだ

けれども、一方で、今の日暮里・舎人ライナーは、

★★というんですかね、行ったり来たりという形

の中でしか行われていませんから、ネットワーク

力がすごく弱いんですよ。それは確かに、それは

私もそう思ってます。ネットワーク力が弱いので、

ですから、輸送力が増強されて、更に延伸される

ということであるならば、私もこれは賛成なんで

すよ。 

  ですから、そこのところの私の認識に対する誤

解があっては困りますので、今申し上げました。

日暮里・舎人ライナー、私も地元でございますの

で、これからもしっかりと見ていきたいなと思い

ます。 

  それから、あと２分ぐらいですが、言うことが

終わりましたので、終わります。どうもありがと

うございます。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、是々非々の会から質

疑があります。 

○おぐら修平委員 よろしくお願いいたします。市

川委員がちょっと早めに終わられたので、心の準

備をしてなくて、ちょっと一瞬焦りました。 

  まず、高齢者のひとり暮らし、住まいの確保の

支援について質問いたします。 

  これまでも、この予算決算特別委員会だったり、

本会議などでも、まず、足立区のひとり暮らしの

高齢者が増えている現状についてと、あと、住ま

いの確保の支援ということで何度か取上げさせて

いただきました。私、いつも毎年、数字で見る足

立の世帯及び人口、ここに、ひとり暮らしの高齢

者の数、６５歳から６９歳、７０歳から７４歳、

７４歳以上というふうに出ているのですけれども、

これ足していくと、令和７年１月１日現在のデー

タですけれども、足立区の人口が６９万８，７２

６人、３８万２，３５５世帯、６５歳以上の単身

高齢者、全部足していくと６万３，７４２名。令

和６年度と比較すると、どれぐらい増えたか御存
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じでしょうか。 

○高齢者政策推進室長 令和８年１月１日で単身高

齢者６万４，９３１人おりますので、１，２００

人ぐらい増えているということになります。 

○おぐら修平委員 ありがとうございます。 

  令和５年から令和６年と令和６年から令和７年

と比較しましたら、令和７年１月１日現在では、

令和６年の１月１日現在と比較すると１，０６６

名、令和５年１月１日現在と令和６年１月１日現

在を比較すると１，１５４人ということで、大体

１，０００人ちょっとぐらいずつのペースで増え

ているのですね。 

  そこで何が課題になってくるかと、いろいろあ

るのですけれども、一つは、やはり住まいの課題

ということをこれまでも何度か取上げさせていた

だきました。東京都の居住支援法人に指定されて

ますＲ６５不動産というところの調査ですと、６

５歳超えて賃貸住宅のお部屋探しの経験のある高

齢者というのが３５．７％。その中で、最も多い

住替え理由というのが、家賃の低い物件に住み替

えるためというのが３５．６％。高齢者の２６．

８％が年齢を理由とした賃貸住宅への入居拒否を

経験をしているということ。そのうち、５回以上

断られた経験がある方が１１．９％といった状況

です、このアンケート調査。このアンケート調査

を足立区のひとり暮らしの高齢者だとどれぐらい

いるのかなということで推計してみましたら、足

立区で６５歳を超えて賃貸住宅のお部屋探しの経

験のある方というのが、推定約２万２，０００人

いることになりました。その中で、入居拒否を経

験した方というのが５，７００人。その中から更

に５回以上断られた方というのが約６３０人、こ

れはあくまでも推計ですね、このアンケート調査

に基づいた。ということで、これ非常にやっぱり

深刻な問題だなということで、いろいろと国の法

改正もありますけれども、やはり足立区に限らず

全国的な課題ということで、更なる対策が求めら

れるということで、改めて質問させていただきた

いと思います。 

  過去の質問でもちょっと紹介させていただいた

のですが、こちらは司法書士の太田垣章子さんと

いう方が書いてる著書で、「家賃滞納という貧

困」という本、また、「老後に住める家がな

い！」という、こういった本を出されている方な

のですが、私もこの太田垣さんとちょっと二、三

回、実際お話をいろいろさせていただいて、本当

に様々な事情がある、こういった住まい探しの苦

労ということを、いろいろお話を伺いました。こ

の本でも紹介されているのですが、６５歳以上の

高齢者の方で、それこそ５０件当たって１件あれ

ばいいほうだ、すいません、７５歳以上ですね。

７０歳ともなると、賃貸物件を借りようと５０件

問合せても、了承してくれるところが１件あるか

ないかというレベルですといったようなこともお

っしゃってまして、何とか、やはり今後ますます

更にこういった問題が深刻になってくると思うの

ですけれども、まず区としての認識はいかがでし

ょうか。 

○住宅課長 おぐら委員のおっしゃるとおり、これ

から今後、単身高齢者が増加していくということ

は、今お話あったとおりだと認識しております。 

  区としましても、今、国ともそうですけれども、

居住支援の話がかなり出ておりまして、お部屋探

しサポートであるとか、あと、公営住宅であると

か、しっかり施策を対応してまいりたいと考えて

おります。 

○おぐら修平委員 正にそうですね。 

  その具体的な取組、施策についてなんですけれ

ども、まずアパートを貸す側が高齢者の方を入居

拒否する理由として挙げられたのが、孤独死によ
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る事故物件化、また、死後の亡くなられた後の残

置物、荷物の処理というのが課題に挙げられてま

して、国土交通省が残置物処理等に関するモデル

契約条項ということで、昨年、令和７年１０月に

施行された改正住宅セーフティーネット法で、居

住支援法人の業務に、入居者からの委託に基づい

て残置物の処理等が追加されたと。亡くなられた

後、相続の関係でなかなか処分できなかったのが、

不動産管理会社で、大家さんの方で処分できるよ

うになりましたよと。それは、もちろん当事者同

士の契約に基づいてなんですけれども、やはりま

ず一つは、ここを是非フル活用していただきたい

ということで、これは以前も本会議でも取上げて

きたところなんですけれども、答弁でも、こうい

った国のいろいろなガイドブック、モデル契約条

項、こういうのを活用しまして、居住支援法人等

と連絡取って、不動産業者、活用を伝えてまいり

ますということで答弁はいただいたところなんで

すけれども、ただ、やっぱりお知らせするだけだ

と、どうしても現場の中でなかなか徹底されない

ということがあると思うんです。私、是非、足立

区内の不動産事業者の皆さん、居住支援法人、そ

ういった方々との意見交換会だったり、説明会、

具体的に現場レベルで着実に落とし込んでいくよ

うな、ただ協会だけにパンフレット渡してもその

ままスルーされちゃうと思うんです。 

  そこを、私、具体的に進めていただきたいと思

うのですけれども、新年度に当たって、予算編成

のあらましもちょっと拝見させていただいたとこ

ろですけれども、どういうふうな施策を考えてい

らっしゃるのか、その具体策についてお尋ねしま

す。 

○住宅課長 おぐら委員のおっしゃるとおり、亡く

なられた時の残置物処理とか、そういうのも大き

な課題の一つであると認識しております。 

  実際に、居住支援法人の方は、区内の業者だけ

でも今３社、居住支援法人になっていただけてい

るということもございますし、また、両協会とも

意見交換を年数回持つ形を取っておりますので、

その中でも、おぐら委員からもお話ありましたの

で、より対策をいただけるように協議してまいり

たいと考えております。 

○おぐら修平委員 前回、本会議の中で、過去３年

間のモデル条項を使った事例についての件数の実

績についてお尋ねしたら、民間のことなので把握

されてない、分からないということだったのです

けれども、まず、このモデル契約条項、どれぐら

い活用されているのか、また、それを活用するに

当たっての現場で起きている課題というか、問題

認識とか、いろいろな事例、パターンあると思う

のですね。 

  そういったのの、まず実態調査していただきた

いと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○住宅課長 今のおぐら委員からのお話のとおり、

まだ実態をつかめておりませんので、実態の確認

にも努めてまいりたいと考えます。そのような対

応をしたいと思います。 

○おぐら修平委員 現場の声、調査も是非よろしく

お願いいたします。 

  あと、住まいの確保については、これも以前、

この議会の中でも居住支援法人の設立の支援であ

ったりだとか、あとはセーフティーネット住宅で

すね、実際、今どれだけあるのかということをお

尋ねしましたら、区内には３１６棟、３，６０５

戸と、これを更なる拡充ということで、東京都住

宅供給公社とも進めてまいりますということで答

弁もありました。 

  是非ここも進めていただきたいのと、あと、こ

れは高齢者に限らずですけれども、やはり私たち

議員の下には、以前から都営住宅、区営住宅、や
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っぱり家賃の安いところに、特に年金暮らしの高

齢者の方からは住替えたいといった相談というの

は、これはもう昔からずっと寄せられているとこ

ろで、一方で、空き家は約１割、もちろん相続の

関係だったり、傷んでいたりとか、使えないやつ、

いろいろな事情で、なかなか現実は難しいのは百

も承知なのですけれども、兵庫県伊丹市では、み

なし公営住宅ということで、空きアパートを借り

上げて、言わばみなし市営住宅として貸出してい

る。これは調べればほかの自治体でもいろいろな

形でいろいろやっているところあるのですけれど

も、そういった工夫なども、まずは実証実験とし

て、どこか一つ借り上げるとか、やっていただき

たいと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

○住宅課長 借り上げにつきましては、実際に所有

するのと借り上げ料とかの問題もございますので、

今それを行えるということは申し上げられないの

ですが、そのような事例もあるということで、そ

の辺も確認してまいりたいと思います。 

○おぐら修平委員 なかなかすぐにやるのは、もち

ろん課題があるのは百も承知なので、ここは兵庫

県伊丹市をはじめとしたいろいろな自治体の事例

を調査、研究を是非行っていただきたいというこ

とで、これは要望で、是非よろしくお願いをいた

します。 

  あと、これは若干、款が違ってくるので、関連

することなのですけれども、意見表明というか要

望というか、社会福祉協議会で、高齢者の方に対

して電話による状況確認とか亡くなられた後の残

置物の処理とか財産の処分を行うということで、

死後事務委任支援事業というのを昨年から開始し

ました。月額３，０００円だったり７，５００円

だったりあるのですけれども、実際にはそれを払

える方というのはなかなか、もちろん払える方は

全然いいんです。そうではない方どうすればいい

のかなということで、そういった支援もというこ

とで、これは始まったばっかりの事業なのですけ

れども、そういったことも問題提起させていただ

いたところです。これまた款が若干違うところな

ので、改めて。 

  話題は変わりまして、バスの利用促進とバスを

使って通学する児童・生徒、主に高校生、大学生

とかに対する支援についての新たな提案というか、

させていただきたいと思います。 

  バス、電車、何でもそうですけれども、通学で

掛かる費用についての支援ということで、小・中

学生の生活保護世帯並びに低所得世帯に対しては、

就学援助制度で通学代が出ます。特別支援学級、

また特別支援教室に通う小・中学生の通学代につ

いては就学奨励制度という、そういった支援をす

る制度があります。生活保護家庭の高校生につい

ては、保護費の生業扶助、高等学校等就学費で通

学定期代、交通費が実費支給されますが、高校生、

大学生、短大、専門学校生については、この生活

保護、教育扶助とか生業扶助としての定期代、通

学代というのは支給されてません。そもそも進学

すること自体が生活保護の制度設計に認められて

ないという枠組み、制度の仕組みです。 

  就学援助については、これは小・中学生が対象

ということで、ここで若干関連してなんですけれ

ども、予算編成のあらましの２９ページの中に、

いろいろと子どもたちの支援、大学生、子どもた

ち、今回の質問とは直接は関係ないのですけれど

も、いろいろなメニューがたくさん、区独自でも

あります。非常に、年々年々こういった制度が充

実してきて、すごく大事なことで、私もこの制度

というのはすごく応援をしているのですけれども、

そういった通学代についてというところも是非着

目をしてほしいなと思ったところなのですけれど

も。 
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  例えば、通学定期代、調べました。コミュニテ

ィバスはるかぜだと、路線によって若干違うんで

すけれども、通学定期代が１か月で７，５６０円、

３か月だと２万１，５５０円。また、違う路線で

すと、１か月の通学バス代が９，０００円で、３

か月だと２万５，６６０円とか、路線によって違

います。都営バスですと、高校生、大学生とかの

通学代というのが、１か月バス代６，４８０円と

７，５６０円、路線によって若干値段が違ったり

します。３か月ですと１万８，４７０円、２万１，

５５０円。国際興業バスですと、これは片道２３

０円の路線なんですけれども、足立区、多分全部

そうかな、通学代が１か月８，１８０円、通学代

３か月で２，３３０円ということですけれども、

足立区内での、例えば高校生、大学生、専門学校

生とかがバスで学校に通学しているという数は、

実態は把握されてますでしょうか。分かりますで

しょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 今、若年者

支援の事業をいろいろと展開しておりますけれど

も、バスで区内の高校生、大学生が通学している

という実施数値については、すいません、把握は

しておりません。 

○おぐら修平委員 これも実態調査は必要だと思う、

もちろん必要なんですけれども、やはり月々の、

これは私が今例えているのは、区内のバス利用促

進ということも兼ねた、そういった子どもの支援、

家計の負担軽減ですね。こういったものについて

も、家計の生活が厳しい、またいろいろな、なか

なかいきなり全員というわけには厳しいでしょう

から、何かしらの要件を付けて、こういった支援

もあってはいいのではないかなと思ったんですけ

れども、いかがでしょうか。 

○子どもの貧困対策･若年者支援課長 おぐら委員

おっしゃるとおり、なかなか全ての世帯にという

のは難しいかなと思っております。 

  今、実際に所得制限はありますけれども、例え

ば高校生世代応援支援金とか、そういったところ

で支援の方は拡充してきているところなので、ど

ういった形で支援できるかというのは今後も検討

してまいりたいなというふうに考えております。 

○足立福祉事務所長 世田谷区の方で、こちらの本

会議の方でも御質問いただいているところですけ

れども、若者のための給付型奨学金ということを

やっていて、その中に、通学交通費、上限６か月

通学定期券２回分というような形でやっておりま

す。 

  今、私たちの福祉事務所の方でやっております

大学生等の支援につきましては、その部分入って

おりません。今、アンケート調査とかを取ったり、

これから申請いただく方にも意見等を聞いてまい

りますので、またそのあたりは必要に応じて見直

しをしていきたいというふうには考えております。 

○おぐら修平委員 そうなんですよね、世田谷区で

はそういうふうにしてやっているのですよね。 

  これは国の制度になるのですけれども、生活保

護の世帯に限って言いますと、そもそも大学、短

大、専門学校については認められてない。ようや

く数年前に進学のためのアルバイトについては、

収入認定から引かれずに、やっとそのための費用

として使っていいという、ただ、住んでる家も世

帯分離になってしまうということで、これは国の

制度のことになるんですけれども、そういった部

分を国の方でしっかり認めてほしいなというか、

それはもう今の時代当然ですし、若者たちの、子

どもたちのいろいろな人生の選択肢を狭めるので

はなくて、いろいろな可能性を、家庭の経済的状

況に関係なく広げていくような支援というのを是

非是非、国の方でも意識持ってほしいなというと

ころでございます。 
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  これについてはまた、なかなかすぐにというの

はあれですけれども、いろいろ制度設計したり、

どれぐらい数要るのかとか、調査も必要になって

きますけれども、是非、前向きに検討をよろしく

お願いいたします。 

  続きまして、話題変わりまして、スモール・ス

テップ・ルームでございます。 

  先ほど佐藤委員からもいろいろと質問いただき

ました。半年ほど前、一般財団法人日本教育会館、

親と子と教職員の教育相談室というところでの勉

強会というか、そこで足立区の不登校児童・生徒

の現状と新たな支援策、スモール・ステップ・ル

ームということで勉強会がありまして、何と私が

講師を務めさせていただきまして、何で私に声掛

かったのかあれなんですけれども、その際に教育

委員会の皆さんからもいろいろヒアリングさせて

いただいたり、たくさん資料いただきまして、私

もすごく勉強になりましたというのと、この取組、

非常に大事だなと改めて実感した次第です。会派

のメンバーでも、是非スモール・ステップ・ルー

ム視察行きたいねということを話しているところ

です。 

  これも以前、議会でも取上げさせていただいた

のですけれども、今後、全校実施に向けて拡充を

すると。来年度については１０校から２５校に増

やすということで、その１５校の設置に向けての

人材の確保ですね。ここについて、現在、着実に

人材確保できるような流れで今進められて、今現

状どうでしょうか。 

○教育指導課長 現在設置に向けて、管理者である

元校長先生や養護等々、その人材は今確保できて

いる状態でございます。 

○おぐら修平委員 何よりです。よかったです。 

  あと、このスモール・ステップ・ルームを運営

しているのは、区の方で採用している部分のとこ

ろと東京都から派遣してもらってる部分と両方の

合わせわざというか、そういった人員配置で運営

されてますけれども、東京都からの人材確保につ

いてはどうですか。 

○教育指導課長 今年までやってる１０校につきま

しても、いろいろ雇っている形態が少し人によっ

て違いますので、会計年度だったり都の非常勤だ

ったりということで、あらゆる人材を使いながら

確保しているところでございます。 

○おぐら修平委員 あと、この要件についてなんで

すけれども、一応、学校管理職経験者だとか養護

教諭経験者などということでの要件としたことの

経緯とか、更にいろいろと人材については幅広く

募っていくためにも、この要件以外にも幅広くや

っていった方がいいのではないかということで提

案させていただいたところで、今後、主任教諭と

か、主任教諭経験者等、対象を広げてということ

で検討されているということですけれども、そこ

についてはいかがでしょうか。 

○教育指導課長 このＳＳＲを利用するお子さんた

ちには、何かしら悩みだったり、少しゆっくり進

めていかないといけない状況だったり、様々、人

によって状況が違います。その状況にしっかりと

向き合える、そういった人材につきましては、幅

広いところから選んでいこうかなというふうに考

えてございます。 

○おぐら修平委員 人材の確保を、なかなか要件絞

ってしまうと確保難しくなってしまう。そこは柔

軟に是非よろしくお願いいたします。 

  あと、先ほどの佐藤委員の質問からもありまし

たけれども、足立区、不登校児童・生徒がこのコ

ロナ禍を経て、約１，０００人から１，５００人

まで増えてる状況の中で、スモール・ステップ・

ルームはやはり中学生の不登校が多いということ

で、ここを先に優先してやったわけですけれども、
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やはり１人でも多くの皆さんに、正に小さなステ

ップですよね、学校にまずは来てもらうという、

そのステップを踏んでもらいたいなと。どういう

ふうにして、なかなか家から出れないところを出

るというのは本当に大変なことではあるのですけ

れども、先ほど登校サポーターの話も出ましたけ

れども、どういうふうにして具体的に、それは１

００人いれば１００パターンいろいろ違うんです

けれども、こういうところにまずはつながっても

らって、少しでも生徒・児童たちの状況を少しで

もよりよくしてもらいたいなと思うんですけれど

も、その具体策についてどういうふうにして、今

年度また更にブラッシュアップして取り組まれて

いくのか、その方針、また取組についてお尋ねし

ます。 

○教育指導課長 今年度アンケートを取りまして、

やはり利用している生徒からは、自分のペースで

安心して学習ができるとか、家から出るきっかけ

になったとか、そういったお声がありますので、

スモール・ステップ・ルームの本来の目的に合わ

せながら、きめ細かく対応策を考えながら、実施

してまいりたいと考えてございます。 

○おぐら修平委員 そうなんですよね。学校現場、

私もヒアリングしたら、あと保護者からもヒアリ

ングしましたら、非常に好評でした。ただ、なか

なかそこまで行くのに厳しいお子さんもいらっし

ゃるわけなので、そこは是非いろいろ現場の状況

を踏まえながら対応策、また、是非こうしたいい

制度を生かしていただきたいということで、要望

いたしまして終わります。ありがとうございまし

た。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、共産党から質疑があ

ります。 

○西の原ゆま委員 若者・子育て世代への家賃補助

制度について聞きます。 

  東京都の記事を読むと、住宅価格が上がってい

る、都内にとても住めない、子育てをするときに

なったら松戸市や流山市に移る世帯も多いと思い

ますが、足立区ではどうですか。 

○住宅課長 西の原委員のおっしゃるとおり、昨今

の物価高騰もろもろにより家賃の上昇ということ

は世間で言われてるとおり認識してるところでご

ざいます。 

  実際に若者世代への入居支援なんですけれども、

実際には家賃の低廉制度とかを使いながら大学生

の世代であるとか、施設退所者であるとか、そう

いうところとかも対応しているところでございま

す。 

○西の原ゆま委員 この住宅政策審議会で出された

こちらの図があります。総務省統計局が出してい

る足立区の年齢別転入超過数の表を見ると、２０

代がこれだけ多いですが、ゼロ歳から４歳の子ど

もがマイナス１４０人、転出超過している数があ

ります。これは、この年の子育て世代が流出して

いるという事実であります。 

  子育て世代への区内転居の支援や家賃の負担の

支援が足立区でも必要ではありませんか。 

○住宅課長 当区では、今、家賃水準はこれまで２

３区内では最も低いという、かなり低いところで

あったということから、今まで子育て世代等への

家賃補助というのは実施いたしておりません。 

  ただ、こういう状況もございますので、住生活

基本計画の、正に今、住宅審議会というお話ござ

いましたけれども、改定に合わせて研究をしてま

いりたいと考えているところでございます。 

○西の原ゆま委員 やはり家賃が高くて住めないと

いう理由で流出していますので、この部分に行き

届く支援が必要です。 

  事例を紹介します。世田谷区長は、区民が安心

して住み続けられるように、子育て・若者夫婦の
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定住住み替え応援事業の中にも、住宅を建築、購

入する場合は現金３０万円、１０万円分のせたが

やＰａｙポイントを交付します。品川区では子育

て世帯へ転居費用の助成として、住宅購入で最大

３０万円、賃貸で１５万円、子ども３人以上は２

万円を加算します。こちらも転居する若者・子育

て世帯の対策がされています。 

  足立区も子育てしやすいまち等を掲げています

が、流出している実態から目を向けると、今、紹

介したような補助ができると思います。いかがで

すか。 

○政策経営課長 先ほど西の原委員おっしゃったと

おり、子育て世帯のときに転出してしまうという

現状も把握しております。 

  今、都の方でもアフォーダブル住宅ということ

でいろいろ動き出てきてますので、このあたりの

都の動きというのも東京都にも聞きながら、区と

してどのようなことができるかというのは考えて

いきたいというふうに思います。 

○西の原ゆま委員 若者・子育て世帯への家賃補助

制度を求めて、次に移ります。 

  葛飾区は、物価高騰緊急対策支援金が新年度予

算に入っています。我が党は、予算修正案で提案

したものは葛飾区を参考にしました。令和４年に

始まった物価高騰緊急支援金は、エネルギー価格

や原材料費高騰による事業者の経費負担軽減、賃

上げ環境の整備の一助として運転資金にも使える

支援金です。個人３万円、法人は１５万円を支給

します。 

  隣の葛飾区の制度の情報は入っていますか。 

○産業振興課長 ホームページ等で確認してござい

ます。 

○西の原ゆま委員 葛飾区は２月から３月３１日ま

での２か月間、葛飾区の全事業者が１万５，８８

３社という統計から、今までに既に３回実施され

ていますが、１回目が１万２，０００件、２回目

が１万３，０００件、そして３回目が１万４，０

００件。これを見て、今年度の新年度予算は１万

６，０００件を見込んでいます。この物価高騰緊

急対策支援金の事業について調べると、事業者の

声が掲載されており、従業員の賃金アップに活用

した、人件費、福利厚生に活用したなど紹介され

ていました。 

  葛飾区の物価高騰緊急対策支援金が、このよう

に緊急対策として始まり、毎回、単年度で予算を

計上し、そのときの情勢を見ながら担当課で検討

しているが、葛飾区でこの支援事業が始まった経

緯を聞くと、葛飾区は工業、商業、振興会議が開

かれており、その中の団体の要望で、この要望に

どう応えていくか、担当課でも話合い、このよう

な支援金を新設したそうです。葛飾区になぜこの

ように幅広い人件費にも使える、そして福利厚生

にも使えるようにしたり、使用用途を制限しない

のか聞いたところ、区内の個人事業主、法人は業

種によって様々、使い方も多様であるため、何に

活用するか制限すると、使用用途もしぼめること

になるため、制限することはしていないと話して

います。 

  事業者の声を切実に受け止める姿勢が必要だと

思います。葛飾区では、現場の声から出た要望に

応えましたが、足立区でも中小企業者への組合ア

ンケートを昨年も実施しています。ここで求める

支援の項目の１位は、ずっと変わらない、用途を

問わず、何でも使える補助金です。多くの方が求

めているこの支援に向き合うべきではありません

か。 

○産業振興課長 恐らくアンケートの結果のところ

ですけれども、経営改善に資する補助金という言

葉もあった方は考えてございます。当区では、小

規模事業者経営改善補助金ということで、厳しい
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社会情勢の中でも積極的な経営改善に取り組む前

向きな事業者の持続可能な経営を支援してござい

ます。 

  一律的かつ直接的な支援は一時的な支えにはな

りますが、その後の効果は限定的になると考えて

おりますので、現在のところ考えてございません。 

○西の原ゆま委員 私は事業者の声から聞いて出発

する、この葛飾区の姿勢、取組が大事だと思いま

す。足立区はその立場に立っていません。区とし

て、区内中小企業を応援するための用途を問わな

い支援金が必要だと思います。 

  実施することを求めて、次に移ります。 

  賃上げ支援、賃上げについて。 

  日本商工会議の調べで、２０２６年の賃上げを

５１．６％が予定しているそうですが、企業業績

が改善しているからという回答はたったの１６％

で、業績の改善が見られないけれども賃上げを予

定している企業は３５％に示されているように、

賃上げに限界が来つつあると労働総研理事の藤田

実さんは分析します。 

  中小企業が多い足立区で、実際に賃上げができ

ているのか、できていないのか、実態はつかめて

いますか。足立区内の中小企業は何社ぐらいが賃

上げできているのか、実態はつかめていますか。 

○企業経営支援課長 アンケートの方、分析をしま

すと半数に分かれておりまして、賃上げを行う企

業、行わない企業という形になっております。 

○西の原ゆま委員 足立区として区内事業者がどれ

ぐらい賃上げをできているのか、実態を詳細につ

かめていないところに私は冷たさがあると思いま

す。 

  賃上げを行いたくてもできない事例を紹介しま

す。足立区内の株式会社の介護事業所の社長は、

最低賃金は法律で定められているため守らなくて

はならない、新しく入ってきた社員の方、経験の

少ない方でも、最賃が上がればどんどん上げてい

くが、本当はもっとベテランの方の賃上げも上げ

たいが、入るお金が決まっているため、最低賃金

を上げられてもベテランの方の賃金を上げること

ができないと話します。それがつらいということ

だけでなく、こちらから誰が幾ら賃上げをしたと

も言えないと言っています。ベテランの方は指導

する立場でもあったり、ときに責任をする仕事を

任されることもある。しかし、これでももらえな

い、新人との差が全然ないと衝突が起きてしまう

可能性があるからだそうです。それぞれが幾らの

給料で働いているかということも経営者として言

えないそうです。ベテランさんがやる気をなくし

てしまうとまで言っていました。自分たちは経験

を積んできたベテランさんほど、指導的な役割を

果たしている人にこそ賃上げをしたいけれどもで

きないというリアルな話でした。 

  もっと定着して頑張ってほしいという、こうい

った人の賃上げができない、そういった事業者が

区内にたくさんあると思うのですが、どうですか。 

○企業経営支援課長 西の原委員おっしゃるとおり、

賃上げというのは直ちにできる企業が多いわけで

はないと思います。その理由としましては、各企

業の経営改善、これがかなり収益を生み出せるよ

うな体質になっていないと賃上げには結びつかな

いと思うのとなっておりますので、区としまして

は、そういった経営支援、そういったところを通

して、その先としての賃上げというところを目指

しているというところでございます。 

○西の原ゆま委員 だからこそ、私たちも賃上げす

べきだと思っています。 

  私たちは中小企業の賃上げ支援を代表質問で求

めました。足立区は、業務量、件数ともに膨大に

なることが想定されるため、費用対効果の面から

も実施は難しいと話しますが、他自治体で賃上げ
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支援できていて、なぜ足立区でできないのか、や

る気がないだけだと思います。 

  足立区でも、区内事業者２万３，０００社あり

ますので、区内産業を活性化させていくための賃

上げ支援の実施を検討していただくことを求めて、

次に移ります。 

  代表質問では、世田谷区のせたがやＰａｙの事

例を紹介し、区内消費喚起策の商店への支援策に

もなる、換金手数料も自治体で自由に設定できる

独自の地域Ｐａｙを求めたところ、区からは、先

行事例からは、独自の決算基盤を維持、管理する

ための多額の運営費やシステム維持費といった財

政負担に加え、他区で発生した不正利用事案に見

られるようなセキュリティ上のリスク管理等の運

用面で課題もあるという二つのマイナス課題があ

りますが、世田谷区に聞きました。 

  第１の課題の決算基盤の維持、多額の運営費、

システム維持費の財政負担について。一つ目に、

世田谷区として財政負荷が掛かる問題意識はある

としていました。そこから収益を上げる工夫は、

商店街振興組合と連携をし、換金手数料を民間の

デジタル通貨よりも定例化し、工夫していました。

二つ目に、収益を上げる努力として世田谷区が行

っていることは、国の交付金や都の補助金を獲得

することを惜しまないでトライしていること。そ

して三つ目は、せたがやＰａｙの有効性を区民、

事業者にどんどん知らせていること。区の職員が

分析し、逐一、せたがやＰａｙの効果検証の報告

を出し、それを議会側にも頻繁に出し、意見や問

題点を指摘してもらい、コミュニケーションを取

っていること。デジタル地域通貨は全て数字が残

るため、分析、エビデンスが出せる、そういった

利点を生かして、せたがやＰａｙ利用者のアンケ

ートを、キャンペーンを行うたびに通知を出し、

大体１週間で５，０００件の区民利用者からグー

グルホームアンケートで声を聞いて、分析やエビ

デンス結果を出していると、そういう努力をされ

ていました。 

  第２の課題として、セキュリティ上のリスク管

理に関しては、最近ですと、アスクルのサイバー

攻撃があったこともあり、世田谷区もセキュリテ

ィプライバシーの保護の強化のため、ベンダーに

も入ってもらい、サイバー攻撃があっても損害を

受けないためのＢＣＰ、事業継続計画を持ち、

日々システムの更新をしているそうです。役所内

でも使っているアウトルックではスピード感に欠

けるため、利用者と店舗とのトラブルをコールセ

ンターで対応できないときなど、商店街振興組合、

ベンダー、区と情報共有を大事にして、コミュニ

ケーションツール、グーグルチームスやスラック

スで何かあったときはすぐに対応できるように、

情報を伝え合い、一体となって問題解決し、工夫

していました。 

  区が答弁したこれらの課題を、世田谷区では一

つ一つ向き合い、日進月歩の精神で取り組まれて

いました。どのように受け止めていますか。 

○政策経営課長 コストの面、セキュリティを担保

するというところでは、システムに掛かる経費が

より対応することで上がってくるのではないかと

いうようなお話を聞いているというところで、そ

ういったふうな話をさせていただきました。コス

というところは、単年度、または二、三年という

単位ではなくて、地域通貨になってきますので、

始めたら早々にやめられるものではございません

ので、そういった観点で５年１０年続けていった

ときに、費用対効果が出せるのかというところの

視点はすごく大事だろうというふうに考えており

ます。 

  そういったときに、地域で使えるお金という観

点だけだと、なかなか費用対効果の面、先ほども
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常に回ってくるもの、キャンペーンの一時的なも

のではございませんので、区民の方のお困りを聞

くような仕組みも当然持たなければならないので、

このあたりを含めた運営の経費という、運営のコ

ストというのも掛かってくるというところで、慎

重な検討が必要だろうというふうに考えておりま

す。 

○西の原ゆま委員 だからこそ、世田谷区では収益

を上げる努力として、有効性を区民、事業者にど

んどん知らせ、そして逐一、効果検証も出して、

議会側にも頻繁に問題点や指摘をしてもらい、コ

ミュニケーションを取って頑張っていますので、

こういったことも参考にしながら、世田谷区で行

われていることも参考にして、区内消費喚起策、

そして区外流出防止対策としても効果がある、足

立区版地域ペイの検討をしていただくことを求め

て、次に移ります。 

  足タクについて、週２回から３回利用している

子育てファミリーのＳさんから、鹿浜２丁目在住

です。女子医大に通院している方ですが、この足

タクは範囲外で、女子医大にも行けないため、途

中で降りて歩いているそうです。帰りは国際興業

バスを使っていますが、本数が少ないので、バス

が来ないときは、女子医大から鹿浜２丁目まで歩

いて帰ることもあると言っていました。足タクは

４社選べるが、１社は電話しても乗れたことがな

い、もう１社は時間帯が２時半まで使えない、使

えるタクシーが２社ぐらいしかない、本当に乗り

たいときに乗れないので改善してほしい。この声

は直接区に電話して伝えたが、改善されるのか心

配だと気持ちを打ち明けます。 

  ４社使えるはずのタクシー会社が実質２社しか

使えない。これを改善してほしいと思いますが、

どうですか。 

○交通対策担当部長 かねてよりそうした御指摘等

いただいているところでございます。本会議答弁

でもさせていただいたのですけれども、何とか改

善が図られて、事業者が協力しやすくなるような

環境をつくろうと、そういうことで今取り組んで

おります。そういった状態ができれば、ほかの事

業者にも協力いただければ、皆さん方にも利用し

やすくなるのではないかということで、それは取

り組んでいきたいと考えております。 

○西の原ゆま委員 まず、こちらの図を御覧くださ

い。これだと、エリア外である、ここ、女子医大

になっていますが、これを見ると、本当にすぐそ

こではありませんか。エリア外と言っているけれ

ども、本当に近いと思います。 

  葛飾区では、このようにデマンドタクシーが今

始まって実証実験が行われていますが、地域以外

でも、公共施設やスーパーや、そして病院、駅も

行き先として、地域外から離れていても、このよ

うにスポットとして行き場所を選べます。 

  せめて何丁目とか、こういうふうに対象を、大

きさの対象を広げるとか、そういうことも本当は

やってほしいのですけれども、せめてスポットエ

リア外でも葛飾区のような、外れているところで

もスーパーや公共施設、病院、そして駅も増やし

ていただきたいと思いますが、どうですか。 

○交通対策担当部長 私もやはり公共施設であった

りとか病院であったりとかということについては、

常々御意見もいただいておりますので、何とかか

なえられるようにというふうに考えております。 

  しかしながら、今の現状ではなかなかすぐにと

いうことにならないので、できるだけ早い時期に

そういったことも可能になるように努力をしてま

いりたいと思います。 

○西の原ゆま委員 先ほどのほかの委員からの答弁

でもありましたけれども、区として、アプリを使

うだとか、事業者の負担軽減のためということで
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いろいろ工夫されている、そして努力をしている

ということもありますけれども、今、正に葛飾区

では、実証実験として、対象外でもスーパー、公

共施設、病院、そして駅として行き先が選べてい

ます。 

  こういうふうにしていくことで、やっぱり区民

の要望にかなった交通を充実させてほしいと思い

ますが、再度答弁を求めます。 

○交通対策担当部長 繰り返しになりますけれども、

しっかりそういったところについては、皆様から

も御意見いただいておりますので、取り組ませて

いただきたいと思います。 

○西の原ゆま委員 以上で終わります。ありがとう

ございました。 

○ぬかが和子副委員長 この際、審査の都合により

暫時休憩いたします。 

  再開は午後２時５５分といたします。 

午後２時３３分休憩 

午後２時５４分再開 

○伊藤のぶゆき委員長 休憩前に引き続き委員会を

再開いたします。 

  自民党から質疑があります。 

○くじらい実委員 自民党のくじらい実です。自民

党の枠の３０分間、質問させていただきますので

よろしくお願いいたします。 

  本日この３０分間、竹ノ塚駅周辺のまちづくり

について中心にお聞きをしていきたいと思います。 

  初日に、竹ノ塚のエリアデザイン計画ですとか、

高架下の取組のたけのつカー＆パークについては

お聞きしまして、政策経営の款と都市建設の款は

分かれている状況ではございますが、まちづくり

という一体的な取組というのは、やっぱり全庁的

な取組をするべきだと思いますし、まちの方も、

款が分かれてるから、例えば初日に何で聞かない

のとか、４日目に何でこれ聞かないのということ

もあるかと思いますけれども、これは、款は議会

の中での話ですので、やっぱり全庁的な取組とし

て、まちづくりについてしっかり取り組んでいた

だきたいと思います。 

  それでは質問に入っていきます。 

  まず、先日、議場にも配付していただきました

けど、竹の塚第三団地まちづくりニュースという

ものが配布されました。今年の１月２５日、２７

日、３０日に、ＵＲ主催の計画概要説明会が行わ

れましたという内容で、紙面配っていただいたの

ですけれども、ＵＲの方も恐らくまちづくりにつ

いていろいろと前進をしてるところだと思います

が、このＵＲの方のまちづくりについて、こちら

の内容を見ますと、今後どういった形でＵＲの方

は進めていく内容だったのか、区の方では把握し

てますでしょうか。 

○まちづくり課長 この説明会、ＵＲの竹の塚第三

団地１号棟、２号棟、３号棟に居住の皆さんに対

しての説明会でした。 

  これまで１号棟、２号棟、３号棟につきまして

は、検討区域という形でＵＲはしてございました

けれども、新たに事業区域という位置付けをして、

これから建て替えに着手するという御説明をした

ということと、あと、４Ａ号棟の跡のところと竹

の塚第五公園の跡に１棟ずつ賃貸住宅を建てると

いうこと。それから、将来的な移転先の候補とし

ての予定地というものについての御説明をしたと

いうことで伺っているところでございます。 

○くじらい実委員 ＵＲの方もだんだんとまちづく

りに対して着々と前進している状況だと思います

が、恐らくこの資料だけ見ますと、すぐに皆さん

移転してくださいという話ではありませんという

のも一言入ってるので、恐らく長期的な話になる

のかなと思っております。 

  それと、昨年の決算特別委員会におきまして、
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ＵＲと東武鉄道、そして足立区の３者協議の覚書、

令和８年度の事業化という答弁の中で、駅前の交

通広場、ＵＲの１号棟、２号棟、３号棟、それか

ら東武鉄道のＴＢＯＸ、この地域で市街地再開発

事業の検討を行っていけないかという観点で覚書

を結んでいきたいと考えているという決算特別委

員会の答弁がございましたが、こちらの現在の進

捗状況はいかがでしょうか。 

○まちづくり課長 ただいまくじらい委員おっしゃ

っていただいた内容の覚書を昨年の１０月に３者

で結ばせていただいたところであります。 

  市街地再開事業の検討を進めていくということ

で、区としましても、先週の金曜日にアドバイザ

リー会議を開かせていただいて、専門的な意見を

伺ったというようなところで今進めているところ

でございます。 

○くじらい実委員 それこそ予算特別委員会の初日

に工藤副区長の方からも再開発事業についてのア

ドバイザリー会議を行ったということでお話しい

ただきましたので、実際、先週の金曜日というこ

とでしたけれども、このアドバイザリー会議、ど

ういった御意見が出ていて、これ公表できる範囲

で構いませんけれども、どんな意見が出たのか分

かりますでしょうか。 

○まちづくり課長 今、内容については整理させて

いただいているところでございますけれども、主

なものとして、再開発これからしていって、ＵＲ

の建物、また、駅前交通広場も完成までには時間

が掛かるという中では、やはりその時々の社会情

勢に応じた可変的なものができるような形も考え

ておかなきゃいけないのではないかということと、

あと、空間的にも駅前だけを考えるだけではなく

て、周辺にも含めて検討する必要がある。あとは、

将来的なエリアデザイン、エリアマネジメントと

いうところも含めて、今から検討していく必要が

あるというようなことをいただいたというふうに

認識してございます。 

○くじらい実委員 そうしますと、今後のまちづく

りに関する方向性としていろいろと助言があった

と思います。いろいろ時間的な観点からも長時間

掛かる可能性もある中で、可変的なことも含めて

検討するということですとか、駅前の空間、周辺

も含めての検討課題とかあると思います。こちら

しっかりアドバイザリー会議の意見も踏まえなが

ら、今後のまちづくりを進めていただきたいと思

います。 

  次に、まちづくりが進んでいく中で、先ほども

ちょっとお話ありましたけれども、東口の竹の塚

第五公園が廃止になりまして、もともとじゃぶじ

ゃぶ池があった公園だと思いますけれども、竹の

塚エリアの水遊びの施設の再編ということが話に

出てくるかと思いますけれども、こちらの竹の塚

エリアの水遊び施設に関しては、今後どういう形

で考えていくのか、進捗状況いかがでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 くじらい委員の

おっしゃったように、竹の塚エリアの水施設再編

が必要となると考えております。そのため、どう

いった水施設がいいのか、あと、設置場所につい

て地域の皆様に御意見を賜りたく、昨年の夏、じ

ゃぶじゃぶ池の開設期間中にアンケートを実施さ

せていただきました。その結果から言いますと、

やはり噴水型の施設を要望する声が多かった点と、

あと、設置場所としては竹の塚第四公園の要望が、

僅差でありましたけれども多かったので、そちら

の方で再編の方を今後検討していきたいという状

況でございます。 

○くじらい実委員 私も昨年の決算特別委員会でじ

ゃぶじゃぶ池の件質問させていただいたのですけ

れども、今のアンケートだと噴水型を考えている

という、大きな方向性としては考えているという
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アンケート結果なのかなと思いますが、昨年の夏

も暑い時期が続きました。先日、岡田委員からも

お話ありましたけれども、これから４０度以上の

時期について何日がいいかという今アンケートを

取っていて、恐らく今年も暑い夏が来るのではな

いかなと考えておりますけれども。暑さ指数が３

１度を超えるとじゃぶじゃぶ池というのは閉鎖と

いうか使用できない状況になってると思いますけ

れども、じゃぶじゃぶ池が開設できた割合という

のは、令和７年度に関してはどれぐらいだったの

でしょうか。 

○公園維持課長 令和７年ですけれども、令和７年

にじゃぶじゃぶ池を開設する予定だったのが７４

日間、実際開設できたのが３８日間で、数値にす

ると約５１％が開設できた形になっております。 

○くじらい実委員 これも決算特別委員会でお聞き

しましたけれども、やっぱりなかなか暑い中での

じゃぶじゃぶ池の開設というのがだんだんと難し

くなってきてるのかなという中で、今後、じゃぶ

じゃぶ池の開設、令和８年度どう考えていらっし

ゃいますでしょうか。 

○公園維持課長 令和８年度も猛暑というか酷暑と

いうか、なることが考えられますので、開設日を

以前より早めたいということを今考えております。 

○くじらい実委員 当然夏になってみないと暑さに

関しては分からないと思いますけれども、しっか

り対策をしていただきたいと思います。 

  先ほどのまちづくりの方に話戻りますけれども、

先ほどアンケートのお話の中では、竹の塚第四公

園ということでアンケート結果が出ているという

ことなのですが、こちら竹の塚第四公園にじゃぶ

じゃぶ池を設置するのか、ミスト形になるか分か

りませんけれども、その辺の設計の整備とかスケ

ジュールというのはどうなってますでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 先ほど御報告し

ましたように、夏に行いましたアンケート結果を

基に、令和８年度より水施設の再編の基本設計を

進めていく予定です。その後、順調にいけば令和

９年度に実施設計、令和１０年度以降、改修工事

ができればと考えております。 

○くじらい実委員 令和１０年度に改修工事という

ことは、使えるとしたらいつぐらいになりますか。 

○パークイノベーション推進課長 改修の規模にも

よりますけれども、できればあまり、新しい施設

ができるまでは第三公園のじゃぶじゃぶ池はその

まま使えるようにして、タイムラグがないような

形でできればなと思っておりますので、できれば

令和１０年度、単年でできればいいかなとは思っ

ておりますが、実際は詳細の方を設計進めて、検

討させていただきたいと思っております。 

○くじらい実委員 当然、今後の推移を見守りなが

ら基本設計等も含めて計画していただくと思いま

すので、なるべくタイムラグができないように取

り組んでいただきたいなと思います。 

  あわせまして、先日、竹の塚五丁目広場の公園

化に向けた説明会がありました。私も２日間の開

催のうち１日出席をさせていただいたのですが、

２日間通してどんな御意見がありましたでしょう

か。 

○パークイノベーション推進課長 ２日間を通じて

いただいた主な御意見としましては、今後の工事

スケジュールがどうなるのかという点と、やはり

防犯面から照明の明るさや防犯カメラ、設置はど

うなるのか、また、現在、夜間閉鎖されてる公園

ですが、公園になったら２４時間オープンになる

のかといった御質問が多くありました。また、施

設面としては、改めて園路を整備するんですけれ

ども、ぬかるみ防止や幅はできるだけ広くとって

くださいというような御意見がございました。 

○くじらい実委員 そこについてまた後ほど聞きま
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すけれども、まず参加人数の方は何人ほどいらっ

しゃったのでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 １日目が１８名、

２日目が１７名、合計３５名御参加いただきまし

た。 

○くじらい実委員 分かりました。 

  今回、竹の塚第五公園がなくなります。そして

竹の塚五丁目広場が公園としての扱いになります

という中で、五丁目広場が公園になるということ

のお話の中では、公園になる特徴的な整備内容と

いうのは何かあるのでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 五丁目広場に関

しましては、今まで主にグラウンドがメインで使

わせていただいておりましたけれども、そのグラ

ウンド自体は残すような形で、そのほかの場所で、

今までなかった児童向けの遊具や健康器具、あと、

トイレの方も今度バリアフリートイレを含む、ト

イレをしっかりしたものの建て替えをやる予定で

おります。 

○くじらい実委員 分かりました。 

  先ほど説明会でいろいろ御意見があったという

ことだったのですけれども、まず最初に、スケジ

ュールの質問があったと思うのですが、今後の整

備スケジュール、いかがでしょうか。 

○パークイノベーション推進課長 現時点では令和

８年度の前半に実施設計の方を終わらせ、令和８

年度後半から令和９年度末に掛けて工事ができれ

ばと思っております。令和１０年度初めに公園と

して開設できればと考えております。 

○くじらい実委員 令和１０年度初めということで、

こちら今まで当然、野球だったりソフトボールだ

ったりとグラウンドの扱いで使用していただいて

いた方が多かったと思いますが、当然フェンスに

囲まれて、使ってないときは施錠していたと思う

のですけれども、こちら先ほど説明会の中で、夜

間の使用ができるのかどうか、２４時間の使用が

できるのかという質問もあったかと思いますが、

こちらは今まで閉鎖管理の広場だったと思います

けれども、それについてのお答えとしては、公園

化によって管理方法が変わるのかどうか、いかが

ですか。 

○パークイノベーション推進課長 グラウンド部分

に関しましては、今までどおり夜間閉鎖の形で管

理していきたいと思ってます。公園全体としては、

２４時間出入り可能な空間として整備していきた

いと考えております。 

  また、グラウンドの方、今まで利用団体さんが

いろいろ利用調整とかして御利用いただいてまし

たけれども、今後も、新しく整備し終わった後も、

また新規に利用したいという御希望の方も含めて

利用調整して、団体利用の方とかは活用していた

だけるようにしていきたいと考えております。 

○くじらい実委員 当然今まで使ってた団体さんの

方とかもたくさんいらっしゃると思いますけれど

も、これから新しく新規で使いたいという方も含

めて、こちらのグラウンドの使用方法についても、

当然使いたい方がたくさんいらっしゃる中での調

整になると思いますけれども、しっかりそちらも

問題ないように進めていただきたいと思います。 

  まちづくりの話をちょっと幾つかさせていただ

きましたけれども、後半ですね、まちづくりで竹

ノ塚駅周辺の可能性というのは本当に大きく広が

っていると思うのですが、三つほど問題点も上が

ってきております。前回、決算特別委員会でもち

ょっとお話を聞かせていただきました。聞いた進

捗状況も含めて幾つかお伺いをしていきたいと思

います。 

  最初に言ってしまうと、前沼の交差点の問題、

それと、補助第２６１号線が開通するに伴って起

きます駐輪場の問題、それと、高架化した後の直
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後から実はありましたけれども、西口の西友前の

バス停の交通の問題と、私の方で３点お聞きをし

たいと思います。 

  まず一番大きく関わるのがやっぱり補助２６１

号線の進捗状況によってこの問題は結構変わるの

かなと思うのですけれども、まず２６１号線の進

捗率というのは、今どれくらいなのでしょうか。 

○事業調整担当課長 補助２６１号線の伊興区間、

伊興小学校の東側から東武伊勢崎線まででござい

ますけれども、令和７年４月現在で用地取得率が

６０％となってございます。 

○くじらい実委員 ちょっと進んだのかなという感

覚もありますけれども、恐らく、当然区間分けて

というところもあると思いますが、２６１号線の

開通時期を多分東京都は令和１１年度末までとい

うことで公表されてると思います。 

  これについては、特に変更ありませんか。 

○事業調整担当課長 現在では事業期間を変更する

という情報は聞いておりません。 

○くじらい実委員 令和１１年度末ということで公

表はされているのですが、なかなか２６１号線、

先ほど６０％の進捗率とおっしゃってましたけれ

ども、開通までちょっと時間は掛かるのかなとい

うのは現場の正直な雰囲気あると思います。 

  令和１１年度末ということは、令和１２年３月

ということなんですけれども、要は４年後には完

成してるのかなというイメージなのですが、これ

について、区の見込みとして、客観的に見てどう

捉えてますでしょうか。 

○事業調整担当課長 東京都はまだ期間を変更しな

いと言ってる中でとても言いづらいのですけれど

も、これまでの都市計画道路の整備状況から見る

と厳しいのかなというのが印象でございます。 

○くじらい実委員 結構東京都の方も直前になって

延期しますということもあり得るのかなと、これ

はもう可能性の問題なので、もしかしたら何か状

況が変わって、令和１１年度末ということもある

かもしれませんけれども、なかなか今の状況で２

６１号線が開通するというのは、現場感覚として

は持ち得ないなと思っております。 

  今のお話ではないのですけれども、開通時期の

延期というか、今後伸びる可能性があるとすると、

それについて今回の話というのは大きく絡んでく

るのかなと思っておりまして、まず最初に、前沼

の交差点の問題なんですけれども、赤山街道とこ

れからできる補助２６１号線が交差する交差点に

おいて、前回、決算特別委員会で工藤副区長から、

区からも東京都とか第六建設事務所に申入れをし

ているというお話もありました。 

  これは約半年たっているのですけれども、東京

都なり、あるいは警察でも結構なんですけれども、

何か返答というのはあったのでしょうか。 

○副区長 その後、東京都の方が警視庁とまだ協議

をしているというようなお話は聞いてます。ただ、

具体的にどういうふうに進捗状況かというところ

までは、まだ私どもお伺いできてないので、折を

見て、その進捗状況を確認していきたいなという

ふうに思ってます。 

○くじらい実委員 協議をしているということで、

平行線の可能性もあるのですけれども、この協議、

何も返答出てきてこない場合がもしあったとして、

何か対応というのは考えますでしょうか。 

○副区長 まずは、事業認可するときに、鉄道のと

きに地域の皆さんに説明会しているのですけれど

も、地域の皆さんが赤山街道からずっと通り抜け

できるということをしっかりとやっぱり意識して

ない中での説明だったかなというふうに思います。

最近になって、そうなのという声も聞こえてきま

すので、やはり何とか、今、もともと協議した内

容を少しでも改善できることができないかという
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ことの協議ということでございます。 

○くじらい実委員 もうおっしゃっていただいたこ

とも踏まえてなのですが、当初、地域の方には説

明しましたよ、だからこれで進めますよだったと

思うのですけれども、ちょっと状況が変わってき

て、周辺の方々からしたら、これだと交通不便の

話が出てくるよねということになっておりまして、

区としてでも結構ですし、これは東京と交えても

結構なんですけれども、この地域の方々に状況を

説明する機会なんかは考えていらっしゃいますで

しょうか。 

○副区長 地域の皆さんに説明をするタイミングを

図っておりますけれども、これは東京都と警視庁

の協議は、進捗状況分かりませんけれども、私が

思うのは、信号の制御で何とかできないかなとい

うことを申入れをしたいなと思ってます。 

○くじらい実委員 これも先ほどの２６１号線の開

通の時期によってこの話はまた変わってくるのか

なと思うんですけれども、是非、地域の方々が、

特に前沼の交差点の周辺の方々がどこまで納得さ

れるかというのはありますが、しっかり御納得い

ただけるような方向に持っていけたらいいなと思

いますので、そちらはまた引き続きよろしくお願

いいたします。 

  次に、西口の西友前のバス交通の問題について

なのですが、現在、西口の駅前広場が暫定整備に

なっておりまして、バスの停留所、本格整備にな

れば、西口の駅前広場にバスの停留所が移設でき

ると思うのですが、まだ暫定広場のために西口の

西友前にバス停が設置をされております。当然、

高架化になった後に、東西の行き来という形で、

車の交通量というのは大分増えてはおりまして、

朝の通勤時間帯とか、古千谷、舎人、伊興の方面

から赤山街道行くと、先ほどの前沼の交差点より

かなり手前で渋滞が起きてしまうという状況でも

あります。特に前沼の交差点から駅に向かったと

ころは２車線あるのですけれども、こちらは朝の

時間帯はバス専用レーンになっておりますので、

なかなか１車線を通行するようになるのですが、

これが駅前の西友前に行くと東武バスが右折しな

きゃいけないので、バス専用レーンから今度、右

の車線に移ってきます。乗用車に関しては、左側

バス専用レーンなんですけれども、右のレーンも

走りますし、右のレーンが右折の場合は左から抜

くという形で、要は２車線使って西友前の交差点

を通っている状況なのですが、こちらの状況につ

いては、区としては把握をされてますでしょうか。 

○道路整備課長 把握しております。昨年度、西口

の交通広場の暫定整備した際も、警察とくじらい

委員御発言の課題を共有しております。 

  問題としては、踏切除却によって、やはり赤山

街道の交通量が増加したことに比例する形で、こ

の交差点も混雑が増えてきているというような状

況だと認識しております。 

○くじらい実委員 特に朝の時間帯、先ほど申し上

げたとおり、前沼の交差点よりかなり手前から渋

滞が発生して、なかなか高架下をくぐるまでに時

間が掛かるという状況が今発生している状況でご

ざいます。 

  赤山街道のバスの降車場が、赤間街道上３か所

ありますので、専用レーンも含めて、どうしても

バスが左側占領してしまうのですが、普通の一般

車としては右側しか走れないという状況の中で、

これで渋滞の発生する原因になるのかなと思って

いるのですが、このバスの専用レーンの在り方と

いうのを、例えばバス専用レーンを時間帯をずら

すかどうかは難しいですけれども、外したり、対

策として何か検討するとか、バス専用レーンにつ

いて何か対策できないかどうか、いかがでしょう

か。 
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○道路整備課長 バス専用レーンについては、まず

警察の権限になります。昨年度、駅前広場の整備

をした際も、所轄の警察署とそのあたり、正にお

話をしていたのですけれども、その際は、やはり

専用レーンはバス定時運行のために、そのときは

必要というスタンスでした。しかし、改めて現状

を確認して、警察ともどのような対応が可能かと

いうことは改めて相談していきたいというふうに

思います。 

○くじらい実委員 もう一つ対応策として、今、左

側にバスの降車場が３か所あります。かなり列と

しては長くなりますけれども、こちらの降車場の、

特に、バスの降車場というのはかなり交差点から

近いものですから、この位置の変更とかの要望と

いうのは出せないものなのでしょうか。 

○道路整備課長 こちらのお話、実は岡田委員も同

じ御意見をいただいておりまして、うちの方で東

武バスの方に今お話をさせていただいているとこ

ろでございます。状況、まだこれからなんですけ

れども、できれば、くじらい委員おっしゃるよう

に、そこの一番前の第一降車場、そちらがなくな

ることで非常に★★もよくなりますので、改善が

できるのではないかというふうには考えておりま

す。 

○くじらい実委員 これも当然、警察だったり東武

バスだったりという相手方があることなので、区

が一方的にできますという話はないと思いますが、

あとは一番現実的なのは、信号のシステム、バス

がどうしても右折で待ってるので、そこの右折の

時間帯とかの右折時間を調整するとかというのは、

これは申入れできますか。 

○道路整備課長 信号サイクルにつきましてもやは

り警察の権限でまずあります。こちらも既に警察

とは共有しておりますので、改めて、現状の交通

状況を踏まえて、どのような信号サイクルが最適

な状態なのか、このあたりを相談していきたいと

いうふうに思います。 

○くじらい実委員 分かりました。 

  あと最後一つ、一番心配してるのが、どうして

も２車線を一般の車が右にも左にも止まった場合、

先が１車線しかないので、同時に出発した場合、

どちらが優先になるのか、これで事故が起きない

かどうかということを心配しているのですけれど

も、それについてはいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 こちらもずっとお話をいただ

いておりまして、確認をさせていただきました。

どちらの車線も直進できるという形になっており

ますので、そういった場合には、進行方向左側の

ほうが第１車線ということで、ですので左側斜線

が優先になるというような状況でございます。 

○くじらい実委員 左側が優先なんですけれども、

先ほど言ったとおり、バスの専用レーンが左側に

あって、どうしても右からいかなきゃいけない。

そうすると、左側に寄るという感覚がなくなって

きて、右折車がなければ右から行こうかな、左か

ら行く方もいるでしょうし、その辺の混乱が起き

るのではないかなと思っているのですね。そうい

う意味でも、高架化当初から私も指摘はさせてい

ただいていたのですけれども、２６１号線が大分

延びてる段階の中で、西口の駅前もなかなか暫定

から、本格にいつできるか分からない、ずっとこ

のまま西友前にバス停があると、恐らくこの問題

はずっと解決しないままになってしまうと思うん

ですけれども、こちらについてやっぱり手を打つ

べきだと思うのですが、いかがでしょうか。 

○道路整備課長 くじらい委員おっしゃるとおり、

２６１号線の見通しの問題ですとか、踏切除却に

よって交通量が増加したりですとか、過去から状

況が大きく変わっております。このため、まず短

期的に何ができるかというのは、改めて本格整備
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を待たずに、何ができるかというのは検討して、

改めて安全確保に努めてまいりたいというふうに

思います。 

○くじらい実委員 是非よろしくお願いします。警

察と東武バスとの話も必要だと思いますが、まず

は安全確保のために取り組んでいただきたいと思

います。 

  それと、最後に、竹の塚の自転車の駐輪場の話

でございます。 

  これも決算特別委員会で前回お聞きしましたと

ころ、２６１号線の開通に伴って、竹の塚東自転

車駐車場Ａ棟、Ｂ棟が令和１０年閉鎖に伴って、

約８００台の自転車が駐輪場所を失うだろうとい

うことでした。そのときの答弁で、区画街路第１

４号線の横の区の用地の活用を考えていると御答

弁いただいたのですが、こちらについての進捗状

況はいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 これから令和８年度に設計を

しまして、令和９年度に整備をさせていただく予

定になっております。 

○くじらい実委員 こちらの駐輪場はあくまで暫定

という形で捉えてるのか、何が言いたいかという

と、これから竹の塚は人が主役のウォーカブルな

まちづくりというコンセプトでまちづくりを進め

ると思うのですが、駐輪場の位置というのも、結

構、自転車が行き交う可能性があるので、今後の

まちづくりの中の設計の中で、この駐輪場の位置

が適正かどうか、そういうところも含めて、今後

考えることはあるのでしょうか。 

○副区長 アドバイザリー会議ですとか、有識者会

議でも言われているのですけれども、１０年先、

２０年先を考えたときに、どういう駅広であった

り、どういうまちにするかということをしっかり

考えて計画しなさいというような意見いただいて

ます。 

  今は自分の自転車で通勤通学している人が多い

のですけれども、これからはシェアサイクルです

とか、別の交通手段によって移動する方が増えて

いくだろうということもありますので、そこにつ

くったからといって、ずっとそこに永遠にあると

いうことではないと考えています。 

○くじらい実委員 それを聞いて安心しました。先

ほど言いました暫定というものが、今、大分話出

ましたけれども、これから先を見据えて、いろい

ろな形でまちづくりというのを進めていかなけれ

ばいけないのかなと思っております。駐輪場の問

題についても引き続き注視していきますので、よ

ろしくお願いします。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

○伊藤のぶゆき委員長 次に、公明党から質疑があ

ります。 

○佐々木まさひこ委員 公明党の佐々木まさひこで

ございます。残り３５分でございます。大分意識

が飛びかけていらっしゃる方ももしかしたらいら

っしゃるかもしれませんけれども、残り３５分頑

張っていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

  まず、あらまし２３ページでございますが、レ

シートｄｅ商品券、それから足立区商店街応援券

事業、この二つが区民生活を下支えする消費喚起

策として実施するとしています。 

  キャッシュレス商品券還元事業に関しましては、

令和８年度は、当初は組まれてませんけれども、

今後、事業を組む考えはあるという理解でよろし

いですか。 

○産業振興課長 キャッシュレスに関わるＰａｙＰ

ａｙ商品券事業が３月１０日に終わりますので、

その結果を踏まえまして、消費喚起策をまた御提

案できればと思ってございます。 

○佐々木まさひこ委員 今年度のキャッシュレス商
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品券事業でこういう方がいらっしゃいました。娘

さんにスマホを操作してもらって、４万円を購入

して使えるようにしてもらったんです。そして初

めて買物行ったときに、レジで決済画面を開こう

としたら、なかなかすぐに開かなくて、本人焦っ

てしまって、いろいろと操作したんだそうです。

いろいろ操作してしまって、でも結局ＰａｙＰａ

ｙでお買物はできた。１２月２８日に私に電話が

かかってきまして、大変なことになったと言って

私に電話かかってきたんです。スマホを見せても

らいましたら、愛媛県の珠洲市の５万円の商品券

を買っちゃっているのですね。何でそんなことに

なったのと聞いたんですけれども、レジで慌てて、

お買いになった方は分かると思いますけれども、

決済のバーコードの下にバーがあって、地域商品

券という欄があるではないですか、あれを押して

何とかしようと思ったんでしょうね。そこを押し

て、それで愛媛県の珠洲市を押しちゃった、愛媛

県の珠洲市が、使用期限がもう１２月２０日なん

ですよ。買ったのは１２月１７日で、使用期限の

近いものから上に並んでるらしくて、それを押し

ちゃったんですね。だから２８日に気づいたとき

には、それこそ５万円丸々使用期限切れ、基本的

には３０％プレミアム付いてますから、６万５，

０００円使えるはずが、珠洲市まで行って買物す

るわけにもいかないし、ＰａｙＰａｙにオンライ

ンで問合せをしたり、珠洲市の事務局にも電話し

ましたけれども、どうしようもないということが

ありました。その御婦人は本当にがっかりされて

ました、４万円もらったけれども。 

  今後、キャッシュレス事業を実施する予定があ

るのであれば、ある面、本当に分かりやすい組立

てにしてほしいと思いますけれども、いかがです

か。 

○産業振興課長 本当にお気の毒な思いをさせてし

まったと思います。事業始まって、今もまだうち

の窓口にお問合せに来る方もいらっしゃいます、

使い方について。やはりサポート窓口をしっかり

と用意して、どうしてもキャッシュレスですので、

使い方に一定程度慣れていただかなくてはいけな

いところがありますので、そういった形で寄り添

った支援で続けさせていただければと思っており

ます。 

○佐々木まさひこ委員 東京アプリもかなり問合せ

というか、我々も東京アプリ入れてさしあげるの

に随分やってますけれども、今日は款は違うので

質問しませんが、足立食料品等物価高騰支援給付

金の申請用紙ももうちょっと分かりやすくすべき

だったかなというふうに思っています。紙面の制

約があると思いますけれども、申請方法をよく分

かっている私でもちょっと分かりづらいだろうな

というふうに感想を持ちました。 

  １階のサポート窓口は大混雑ですよね。区長が

全員協議会でお使いになった資料は非常に分かり

やすい。よかったです、あれ。ああいうふうに絵

入りで、徹底的に分かりやすく、ＡＴＭの操作画

面を見せるぐらいの、もう本当に分かりやすい絵

入りでやってほしいというふうに思いますので、

質問はしませんけれども、よろしくお願いをした

いと思います。 

  ただ、これからやっぱり様々な事業が、スマホ

を使って様々なものを振り込むとかいう事業が多

くなってきますので、御高齢の方にもだんだん慣

れてもらわなきゃいけないので、そういう部分で

は、しっかり我々議員もサポートしながら進んで

いきたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  次に、あらまし３９ページで、いじめアセスメ

ントシステムの導入でございますけれども、この

システムはいじめの情報を校内で共有し、早期に
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丁寧な対応を行い、重大自体のリスクを軽減する

としています。 

  このシステムの概要を教えていただけますでし

ょうか。 

○教育指導課長 今年度、現在、ウェブでフォーム

でつくっているものを、全生徒にタブレットでお

答えしていただいているのですけれども、集計に

非常に時間が掛かって、子どもたちに聞き取りを

したりとか、そこまでの時間が非常に掛かってお

りましたので、そのアセスメントシステムを使う

ことで、即時に緊急のものはアラートが出る仕組

みになっておりますので、教員がすぐに聞き取り

ができると、そういうところをメリットとしたも

のになってございます。 

○佐々木まさひこ委員 私も文教委員会に所属する

ことが多かったので、委員会で年３回、いじめア

ンケートの報告結果が報告に上がってきますけれ

ども、いじめ件数の多少の上下はあっても、おお

むね大体毎回の報告変わりはないですね。 

  令和７年４月の文教委員会の報告で、いじめの

実態をより詳細に正しく把握し、適切な対策につ

なげられるようにするため、令和７年度６月実施

の調査に向けて、質問広告の見直しを図るという

ことがありましたけれども、これによってどうい

った変化がございましたか。 

○教育指導課長 これまでのアンケートはいじめに

特化して、いじめられたことがありますかとか、

悩みがありますかというところから入っていたの

ですけども、例えば低学年のお子さんたちとか急

に聞かれてもなかなかイメージができないので、

学校は楽しいですかとか、そういったところから

入って、生活の様子を聞くということで少し工夫

をしましたところ、子どもたちは素直に答えてい

ただいているところも増えましたので、効果はあ

ったかなというふうに考えてございます。 

○佐々木まさひこ委員 そういう入りやすい質問で、

特に低学年の子どもなんかは比較的答えやすくな

っているのだろうというふうには思うのですが、

ただ、いじめアンケートの回答も多少の増減はあ

っても、本質的にはあまり変わってないかなとい

う、いじめ解消の定義である３か月の経過観察の

後、解消と判断したもので、令和６年度で言えば、

小学校で７５．２％、中学校で７８．７％を解消

したというふうになっています。しかし、令和７

年度のいじめアンケートでいじめを受けていると

該当する件数はあまり変わってない。 

  これは解消しても新たに発生するということな

のでしょうか。 

○教育指導課長 現在は、なるべく子どもたちの様

子をしっかり見て、いじめの疑いも含めてしっか

り認知しようということで取組を進めています。

ですので、一部はやはり解決したものもあれば、

新たに発見したものもあるので、総数からすると、

さほど変わってないというような結果が出るので

すけれども、内容自体は、前年度のものと今年度

ものというのは引き継いでいるものと、新規のも

のと、いろいろあるところでございます。 

○佐々木まさひこ委員 一番危惧するのは、陰に隠

れて、陰湿ないじめが長期間特定の児童・生徒に

集中することだというふうに思うのですね。これ

だけは何としても見つけ出して、しっかりとフォ

ローしてもらいたいと思いますが、こういった事

態、事例というのはどの程度あるのか、もしくは

そういった事例にはどういうフォローをしている

のか、お伺いをいたします。 

○教育指導課長 いじめの内容といたしましては、

冷やかしとか、からかい、言葉でのいじめから、

物を取るとか、隠すとか、強く当たる、暴力に出

るような、そんないじめもございます。 

  周りからしっかりと情報を聞きながら、両親に
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も協力を得ながら、場合によっては関係機関にも

協力を得ながら、様々な方向から教育をしていく

ということで今取組をしているところでございま

す。 

○佐々木まさひこ委員 本当に悲しい思いをする児

童・生徒が１人もいなくなるように、粘り強く取

り組んでいただきたいというふうに思います。 

  次に、介護現場のＤＸ化推進についてお伺いし

ます。 

  先般の第４回定例会で、東京都の介護職場サポ

ートセンター、東京で介護機器を展示してますし、

その事業者への相談にも応じるということで、出

張展示もしているので、是非、当区でも事業者向

けの相談会を実施すべきということを質問し、検

討するとの答弁でございましたけれども、それに

関しましてはいかがでございますか。 

○介護保険課長 こちらにつきましては、足立区介

護サービス事業者連絡協議会の皆様に御相談をさ

せていただいて、今月の３月１６日の日に実際来

ていただいて、自動車連絡会の皆様に御説明をい

ただくという場を予定してございます。 

○佐々木まさひこ委員 ３月１６日だから、もうち

ょいですね。分かりました。 

  更に、このようなＤＳ化のために機器を導入し

ようとした場合に、東京都は４分の３を補助する

ことになっています。この導入というのは、ある

面、介護従事者の負担軽減や生産性の向上につな

がりますので、有効と考えますので、必要性を検

討してまいりますというような御答弁でございま

した。 

  介護サービス事業者連絡協議会との意見、お聞

きになったと思いますが、足立区が残り４分の１

を補助してくれると大変ありがたいという質問を

させていただきましたけれども、そこの検討状況

はいかがでございますか。 

○介護保険課長 こちら自動車連絡協議会の皆様か

らの御意見の中では、施設では結構そういったも

のを使っていただいているところもあると。居宅

系のいわゆるヘルパーさんですとか、そういった

ところについては、持ち運びですとか使い方です

とか、あとは実際のヘルパーさんの時間帯という

のはどうしても短い時間帯でいろいろなことをや

らなければいけないというところもあって、導入

ができるところがあるかもしれないですけれども、

もしかしたらそんなには需要がないかもしれない

といったお声もいただいているところでございま

して、そういったところを払拭していただくため

にも、３月１６日の説明会等で、改めてまた現場

の意見を確認をさせていただきたいという状況で

ございます。 

○佐々木まさひこ委員 私は本会議でも質問させて

いただきましたけれども、ほとんどこうやって手

提げ袋ぐらいに持ち運べるサポート器具なんかも

ございましたので、そういったものも、私は腰痛

持ちですので、あれあると本当に楽だろうなとい

うふうに思いましたので、是非よろしくお願いし

たいと思います。 

  次に、小・中学校のエアコン設備の更新につい

てお伺いしますが、東京都が公立普通教室の空調

更新支援事業というのを行う予定になっています。

これは、補助を受けるには空調の更新とともに断

熱カーテンフィルムといった断熱化をセットで実

施するということが条件となってまして、補助の

上限額は空調更新が１平方当たり４万８，０００

円、断熱化工事が同７，０００円で、合わせて５

万５，０００円になっています。 

  区の費用負担を２分の１となるように国庫補助

以外の部分を支援することになっていますが、区

内の小・中学校の普通教室のエアコンというのは、

ほとんどがリース契約というふうに聞いておりま
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すが、それの令和１０年６月に契約期間を終了す

る予定となっている学校数とエアコンの台数をお

聞きいたします。 

○学校施設管理課長 区内小・中学校の７２校に普

通教室と特別教室に約４，０００台の空調を設置

してまして、平成３０年７月から令和１０年６月

までの１０年間のリースの期間になっております。 

○佐々木まさひこ委員 ４，０００台が一斉にリー

スアップを迎えるということでございます。リー

スアップしても、基本的に機器はそのまま使える

ということだろうとは思いますが、都議会議員を

通じて東京都にも確認してもらいましたけれども、

令和１０年度内に契約した工事であれば支援事業

が使えるということだそうです。この事業を延長

することはあり得るか、令和１０年度にならない

と基本的にはまだ分からない。ただ、都議会公明

党としては、この事業の性質を鑑みると、令和１

０年度で終了するものではなく、当然事業の延長

を申入れていくということでございました。この

事業は、今年度、都議会が３回本会議で質問をし

て、粘り強く実現かち取ったものでございますの

で、当然、令和１０年以降も続けていってほしい

というふうに言っておりますが、ただ、しかしな

がら、財政状況の悪化とか、そういう変化もあり

ますので、なるべく今回の東京都の事業を活用し

てもらいたいと思いますけれども、４，０００台、

一遍にやるのはなかなかきついかもしれませんが、

活用してもらいたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○学校施設管理課長 一気に４，０００台、何千台

というものを更新するのは難しいかもしれません

が、計画的にやっていくということで今検討して

ございまして、更新の時期に東京都のそういった

補助事業がまだ継続中であるならば、最大限活用

していきたいと考えてございます。 

○佐々木まさひこ委員 よろしくお願いいたします。 

  それから、都市建設の方に移りますけれども、

神明２丁目、六木３丁目区間の補助２６１号線、

道路拡幅工事の用地取得率は何％ぐらいまで進ん

でおりますでしょうか。 

○事業調整担当課長 令和７年４月現在で９８％で

ございます。 

○佐々木まさひこ委員 ほとんどの歩道が白い柵に

囲まれているので、用地取得が進んでいることは

もう本当に実感できるのですけれども、この工事

の事業期間、当初の予定から延長されましたけれ

ども、いつまでになったのでしょうか。 

○事業調整担当課長 令和１１年の３月３１日でご

ざいます。 

○佐々木まさひこ委員 令和１０年度までというこ

とですね。 

  やはり課題は、ビバホーム前の横断歩道の安全

確保策というふうに思います。この前の横断歩道

に信号機の設置を東京都に要望してもらいたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○事業調整担当課長 以前より佐々木委員からその

ような御要望をいただいておりまして、そのこと

につきましては、もう既に東京都に伝えておりま

す。進捗確認しましたところ、まだ検討中ですの

でもう少しお時間をくださいということでござい

ました。 

○佐々木まさひこ委員 拡幅工事がありますので、

拡幅工事の最中に信号機の設置というのはなかな

かハードルが高いというのは、こちらも理解はし

ておりますけれども、ただ、一番危ないところに、

信号機の移設でも結構ですので、そういった形で

取り組んでいっていただきたいなというふうに思

いますので、よろしくお願いをしたいというふう

に思います。 

  次に、中川公園の整備の進捗状況についてお伺
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いしますが、現在は建設制度の改良プランとその

１工事を終えて、その２工事を行っています。 

  その２工事自体は、順調に今進んでおりますで

しょうか。 

○事業調整担当課長 現在のところ予定どおりだと

聞いてございます。 

○佐々木まさひこ委員 最終的に覆蓋化工事が完了

するのは、いつ頃になりますでしょうか。 

○事業調整担当課長 第１期、先行している半分側

でございますけれども、令和１２年度で完了とい

う予定になっております。 

○佐々木まさひこ委員 ただ、令和８年度の予定と

しては、コンサルの会社に委託して、現状の整理

を行って、中川公園の防災設備等の検討を行うと

いうふうになっております。 

  整備済みのＡ地区は耐荷重何ｔか、それから、

その１工事、その２工事区で耐荷重何ｔなのでし

ょうか、お伺いいたします。 

○事業調整担当課長 Ａ地区につきましては１．５

ｔ。それから、現在進めております土づくりの里

の上部につきましては３ｔとなってございます。。 

○佐々木まさひこ委員 現実的に、平方当たり荷重

３ｔで、例えば平屋の建物の建設は可能なのでし

ょうか。 

○事業調整担当課長 荷重的には建てられる可能性

はあるとは思っておりますが、土づくりの里その

ものが建築物で計画通知を出している物件なので、

その上に更に建てるということができるかどうか

という建築物としての課題などもまだ残っており

ます。なので、今の段階では建てられる建てられ

ないということははっきり申し上げることができ

ない状況でございます。 

○佐々木まさひこ委員 建物の上に建物を建てるこ

とが、なかなか素人の私が聞いても、そうなんだ

なというふうに思いますけれども、そうなってき

ますと、風雨の激しいときに避難してきた区民の

皆様が、雨風をしのげる施設のイメージというの

は、一体、今の段階でやるとすれば、どんなもの

が考えられますか。 

○事業調整担当課長 例えば、建築物に当たらない

パーゴラを建てて、その上に、いざというときに

はタフを張って雨を防ぐとか、そういうことがで

きるのではないかなと考えてございます。 

○佐々木まさひこ委員 具体的にはコンサルに委託

するようですので、知恵を出してもらって、地元

の住民の皆様の御意見をよく酌み取っていただい

て進めてもらいたいと思いますが、いかがですか。 

○事業調整担当課長 現在、公園の整備に当たりま

しては、中川公園整備検討協議会の皆様と一緒に

知恵を出し合いながら進めておりますので、今後

もそれを継続していきたいと考えております。 

○佐々木まさひこ委員 次に、中川堤防かさ上げ工

事について伺いますが、既に昨年度中に補助２６

１号線の地質調査を行う必要が生じたということ

で、委託料１，４００万円計上されましたけれど

も、これはどのような事情によるものでしょうか。 

○事業調整担当課長 中川堤防の整備を検討してい

く中で、補助２６１号線の北側にございますお寺

と道路の間の擁壁が、構造上、大丈夫かなという

疑念が生じましたので、それが大丈夫かどうかと

いう地質調査をやらせていただいておるところで

す。 

○佐々木まさひこ委員 この六木３丁目地区の２６

１号線の接続部分のかさ上げ、これがその調査終

了後になるというふうに思いますし、信号機もあ

ることから警察との協議なども行わなければなり

ませんが、これはいつ頃完成する予定でしょうか。 

○事業調整担当課長 今、江戸川河川事務所と鋭意

協議を進めておるところではございますが、令和

１２年度末を目標に完成を目指しているところで
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ございます。 

○佐々木まさひこ委員 その部分が完成をいたしま

すと、足立区内における中川堤防のかさ上げ工事

はおおむね完了したことになるというふうに思い

ます。ただ、足立区内が完了しても、それよりも

上流部分、例えば汐留橋近辺まで、かさ上げがち

ゃんとなっていないと安心できない状況でござい

ますが、状況としてはどうでしょうか。 

○事業調整担当課長 江戸川河川事務所では八潮市

の伊勢野地区というところで堤防整備を進めてお

りますので、そういった工事が予定どおり実施さ

れますよう、区からも江戸川河川事務所に要望し

てまいりたいと存じます。 

○佐々木まさひこ委員 昨日、長井委員からも富士

見歩道橋の架け替え工事について質問がありまし

たけれども、私は感想だけ述べさせていただきた

いというふうに思うのですが、令和７年度に工事

開始で、令和１０年度に完成予定というふうにな

っております。私が区議会議員に初挑戦するとき

に、この富士見橋架け替え工事要望の署名を行っ

た記憶がございます。あれから１５年の月日がた

って、５回の入札不調を乗り越えて、工事が開始

されることは本当に感無量でございます。 

  当時、工事課長だったイクマ課長が、いつも暗

い顔をして、入札不調になりましたよと私のとこ

ろに来る。毎回本当に、けちるからだよと言って

いつも怒ってたんですけれども、でもこうやって、

私が生きてる間に富士見橋を完成できそうなこと

は本当にうれしいことでございます。 

  これ事業者が決定したんでしたっけ。 

○道路整備課長 前回の第４回の定例会にて、議会

の承認をいただいて決定しております。 

○佐々木まさひこ委員 事故なく予定どおり富士見

橋が完成していただきたいというふうに思います

ので、都市建設部長の強い決意を伺いたいという

ふうに思います。 

○都市建設部長 今、佐々木委員御発言あったとお

り、紆余曲折ありましたが、安全第一に、早く全

体の工事が進むように努力してまいります。 

○佐々木まさひこ委員 昨年の第４回定例会で、区

内企業の情報セキュリティ対策について質問いた

しました。近年、企業に対するサイバー攻撃によ

る被害が増大をしておりますし、警察庁の発表に

よると、検知された不審なアクセス件数というの

は毎年増加しておりまして、特にランサムウェア

攻撃による被害が増大している状況でございます。 

  区内企業でこのような被害に遭った事例という

のは把握されておりますでしょうか。 

○企業経営支援課長 特に我々どもの方にはそうい

った声は入ってきてございません。 

○佐々木まさひこ委員 ランサムウェアというのは、

身代金を意味するランサムと、それからソフトウ

ェアを組合せた造語ですね。暗号化することでフ

ァイルを利用不可能な状態にした上で、そのファ

イルを元に戻すことを引換えに、金銭、身代金を

要求する攻撃。昨年、アサヒビールとかアスクル

とか、そういう大手の企業がその攻撃を受けたこ

とで、皆さん御記憶に新しいというふうに思いま

すけれども、そこまでの攻撃ではなくても、私の

メールアドレス宛てにも毎日フィッシング詐欺と

思われるような詐欺メールというのは頻繁に届き

ます。そういったことを経験してないという方は

どのぐらいいらっしゃいますか。そういう詐欺メ

ールを経験したことがないという方。１人もいな

いですよね。誰かしら必ず経験されてるというふ

うに思います。 

  そういうメールというのは、重要とか至急とか

タイトル振ってあって、大手企業を装って送られ

てきます。区内の中小企業でもこの手のメールが

送られてくることは日常化してるのだろうなとい
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うふうに思うのですが、定例会でも申し上げまし

た独立行政法人情報処理推進機構が２０２１年よ

り中小企業向けに比較的安価で導入可能なサイバ

ーセキュリティお助け隊サービスを提供しており

ます。これを、ときめきとかホームページとかＳ

ＮＳによる周知とか、★★が訪問して紹介します

よというふうに言っていただいてます。これ月額

サービス料は８，２５０円、初期費用なしなんで

すよ。私、別に回しものではないですけれども、

非常に安価で、いろいろな相談にも乗ってくれる

し、かなりすぐれもののようですので、これは本

当に積極的に進めていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○企業経営支援課長 佐々木委員おっしゃるとおり、

やはり我々個人もそうですけれども、企業にとっ

てもそういった脅威というものは差し迫っており

ますので、我々としましても、そういったところ

を未然に防ぐというところの観点から、そういっ

たサービス、周知の方を徹底してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○佐々木まさひこ委員 どうぞよろしくお願いをし

たいと思います。 

  次に、交通安全の普及啓発事業ですけれども、

自転車の安全利用指導員業務委託、これを実施す

るとしています。４月から自転車の交通違反に青

切符制度が導入されますので、この自転車利用に

関する交通安全の啓発は重要というふうに思いま

すけれども、この指導員の配置人数、どのような

場所で実施するのか等、具体的に教えていただけ

ればと思います。 

○交通対策担当部長 ４月から委託という形で実施

させていただきます。区内４署の警察署と一緒に

区内の重点箇所ということで、６か所を今想定し

ております。そこについて委託の事業者の方で、

２人から３人のときがあるのですけれども、ペア

で回りながら、自転車等で来られる方に分かりや

すく、危ないですよとか、止まってくださいとか

というようなことをお声掛けをしながら、それを

順次回っていくような形でございます。 

○区長 少し補足させていただくと、以前にも御答

弁しているとおり、重点地区の決定は警察だけで

なく、例えばトラック協会ですとか、タクシーの

運転士ですとか、または学校にお子さんを通わせ

ている保護者の方ですとか、ヒヤリ・ハット、こ

こはやはり見てほしいというようなところは広く

確認させていただいて、具体的に対応していきた

いというふうに考えております。 

○佐々木まさひこ委員 平地ですので、足立区の場

合は、自転車を利用される方は非常に多いですね。

そういう面では、この自転車の安全対策というの

は非常に重要だと思います。ありがとうございま

す。 

  自転車用ヘルメット補助制度ですけれども、ヘ

ルメットの価格が上がっているということで、補

助額も１個２，０００円から３，０００円に増額

を決定していただきましてありがとうございます。

また、一般社団法人日本ヘルメット工業会で自転

車用ヘルメットの耐久性を考慮して、３年程度の

交換が推奨されていることなどから、買い替えの

必要性も踏まえ、過去に補助を受けた方の申請も

可能にする方針で検討してまいりますという御答

弁でしたが、その検討状況はいかがでしょうか。 

○交通対策担当部長 次年度の予算が、決定をいた

だきますと３，０００円ということで、３年前に

買われた方も更新ということで利用できるように

やりたいというふうに考えております。 

○佐々木まさひこ委員 では３年たてば新しいもの

が買えるということでございますね。買ったのが

あまり合わなくて、早く３年たたないかなと思っ

ているのですけれども。 
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  次に、小学校の入学準備金についてお伺いをい

たします。 

  令和７年１２月１日現在、足立区に在住してい

る方、新小学１年生約4,600人、新中学１年生約

5,400人。１０万円を支給していただくというこ

とで大変喜ばれておりますが、では１２月２日か

ら令和８年３月３１日までの間に転入されておら

れる方はどの程度と予測されておられますでしょ

うか。 

○学務課長 第３回定例会のときに御質問いただい

た際にお答えしておりますとおり、来年度の新１

年生で１２月から３月までの動態別、年齢別の人

口をもとに試算しました転入者は、約２５０名と

いうふうに想定しました。 

  ただ、今回、１０月１日に抽出した人数、１０

月２日から１２月１日までの２か月間に転入され

た方は４２人と思っていたよりも少なかったこと

もありますので、想定と、どのようになるかとい

うのは、まだこのあたりは分からない状況でござ

います。 

○佐々木まさひこ委員 ２５０名を想定した割には、

実態は、２か月の結果ではありますけれども４５

名とちょっと少なかったということだそうですが、

これシステム上で把握することは難しくても、こ

の間に転入される方の把握というのは、各学校で

把握するということは可能ですか。 

○学務課長 学務課では転入した方の就学の手続も

行いますので、最終的に、来年度入学される方た

ちの人数というのは、４月７日と５月１日の人数

というのはこちらの方でも公表してございます。 

○佐々木まさひこ委員 把握することが可能である

ならば、準備金ですから、この準備金は、いつ、

子どもたちの親御さんの方へ届くのですか。 

○学務課長 今回初めてやらせていただいた際には、

１２月２４日に着金を、クリスマスプレゼントの

ような形で着金させていただくような形で進めま

した。 

○佐々木まさひこ委員 １２月２４日にもう振り込

まれちゃっているわけですね。ただ、入学して、

多分そのことをまだ御存じでない方もいらっしゃ

るかもしれない。新聞報道とかで御存じの方もい

らっしゃるかもしれません。１２月２日以降転入

された方ですけれども。 

  いずれの時点で、そういうものを、１２月１日

時点で在住していた方には支払われているという

ことは、知ることになるわけですよね。 

○学務課長 今回１２月２日以降に転入されてきた

たちのお問合せですとか苦情といったようなもの

はなくて、お問合せは数件あったのですけれども、

苦情というのは１件もないような状況でございま

す。 

○佐々木まさひこ委員 それはよほどの方でない限

り、あんまりそういう苦情は言わないかもしれま

せんけれども。 

  少なくとも市がやろうと思えば、そういった

方々でも４月以降、準備金という形にはならない

かもしれないけれども、お祝いという形で１０万

円をお渡しすることは、事務上は可能なのでしょ

うか。 

○学務課長 御意見を受けまして、こちらの方でも

検討はさせていただいたのですけれども、なかな

か、物理的に可能かということであれば、経費を

それだけ掛ければ実現はできるだろうというよう

なことはありますけれども、ただ、入学準備金と

いう目的からはやはりちょっと外れてしまうとい

うような状況でございます。 

○佐々木まさひこ委員 入学準備金の目的から外れ

るとは思えませんけどね。後からでも頂ければ本

当にありがたいというふうに思いますので、是非

よろしくお願いいたします。 
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  以上です。終わります。ありがとうございます。 

○伊藤のぶゆき委員長 本日の審査はこの程度にと

どめ、散会いたします。 

  なお、次回の委員会は９日午前１０時より開会

いたしますので、定刻までに御参集願います。 

午後３時５９分閉会 

 


